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調査要旨 

強度行動障害を有する当事者が疾患の予防や治療のために、精神科医療以外の一般身体科医療を必要と

することはしばしばあるにも関わらず、その行動上の課題のためにスムーズに治療を受けることができ

ないことが懸念されるが、強度行動障害者の一般医療受診の実態は明確ではない。本事業では、医師・歯

科医師、当事者家族、福祉関係者のそれぞれに対して調査を実施し、強度行動障害を有する当事者の一般

身体医療の実態を把握するとともに好事例を集積した。あわせて、大学病院、強度行動障害ユニットをも

つ総合病院、強度行動障害の当事者がいる家族、身体合併症病棟を持つ精神科病院、新型コロナウイルス

感染症による入院治療、歯科検診・口腔ケアの取り組みの実態についても聞き取り調査を行なった。その

結果、強度行動障害を有する当事者が、一般身体医療受診ニードを有していながら、外来受診や入院医療

に困難を抱えている実態が明らかになった。強度行動障害者の一般身体医療受診を促進するためには、強

度行動障害の当事者に対するかかりつけ医としての継続的診療に一定の評価が必要であること、医師、看

護師、精神保健福祉士または医療ソーシャルワーカーが研修の受講等によって強度行動障害の特性と対

応についての知識を持ちその者が強度行動障害者の一般身体医療受診や入院に先立っての福祉関係者や

家族からの情報収集、院内調整を行い、個室等のアメニティも準備し、入院時及び退院時の医療福祉同席

のカンファレンスを開催した場合に一定のインセンティブを付与する必要があるとおもわれることを述

べた。他方、福祉関係者や家族の同伴受診や入院時の同伴が有効に作用しているが、負荷も大きい実情を

踏まえ、それらのマンパワーの補助（付添婦の活用など）なども検討を要すると考えられた。 

 

A.はじめに 

 強度行動障害を有する当事者が疾患の予防や治

療のために、精神科医療以外の一般身体科医療を

必要とすることはしばしばあるにも関わらず、そ

の行動上の課題のためにスムーズに治療を受ける

ことができないことが懸念される。しかし、強度

行動障害者の一般医療受診の実態を明らかにする

資料はなく、また、対応された事例のなかには参

考となる好事例が存在すると思われる。 

本事業では、医師・歯科医師、当事者家族、福祉

関係者のそれぞれに対して調査を実施し、強度行

動障害を有する当事者の一般身体医療の実態を把

握するとともに、好事例を集積することで、強度

行動障害の当事者の一般身体医療の拡大すること

に資する情報を得ることを目的とした。 

 なお、本調査における強度行動障害は、行動障

害児（者）研究会（1989）に基づき、 

○精神的な診断として定義される群とは異なり、

直接的他害（噛み付き、頭突き等）や、間接的他

害（睡眠の乱れ、同一性の保持等）、自傷行為等

が通常では考えられない頻度と形式で出現し、そ

の養育環境では著しく処遇の困難なものであり、

行動的に定義される群 

○家庭にあって通常の育て方をし、かなりの養育

努力があっても著しい処遇困難が持続している状

態 
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とした。 

 

B.方法 

検討委員の構成 

 強度行動障害の医療、福祉の現状に造詣が深い

以下の方々を検討委員としてお迎えし、調査方法

の検討、調査事項の作成、分析について助言をい

ただいた（敬称略）。 

會田 千重（一般社団法人強度行動障害医療学会

事務局長） 

日詰 正文（一般社団法人日本発達障害ネットワ

ーク副理事長） 

山脇 かおり（国立障害者リハビリテーションセ

ンター発達障害情報・支援センター長） 

吉川 徹（あいち発達障害者支援センター副セン

ター長） 

又村 あおい（一般社団法人全国手をつなぐ育成

会連合会 常務理事 兼 事務局長） 

中野 伊知郎（公益財団法人日本知的障害者福祉

協会） 

アンケート調査の実施 

 Google formを用いたアンケート調査を、強度行

動障害の当事者の支援に携わる医療関係者、福祉

関係者、当事者家族に対して実施した。アンケー

ト実施期間は、令和6年２月から３月とした。 

聞き取り調査の実施 

 アンケート調査では明らかにならない詳細情報

を明らかにする目的から、以下の聞き取り調査を

実施した。聞き取りには、Zoomを用いるか、対面

調査を行い、書き起こしデータを元に質的な分析

を実施した。 

 なお、聞き取りの対象は、以下の通りである。 

１）大学病院における知的障害者の入院治療に関

する聞き取り調査（佐賀大学） 

 大学病院における強度行動障害の当事者の医療

の受け入れ状況を明らかにし、そこでの課題と好

事例について情報を収集する。 

２）強度行動障害ユニットをもつ総合病院におけ

る知的障害者の入院治療に関する聞き取り調査

（愛知県医療療育総合センター中央病院） 

 強度行動障害ユニットを持つ総合病院において

は、一般身体医療受診ニードを持つ当事者をどの

ように受け入れ、連携がとられているのかを明ら

かにする。 

３）強度行動障害の当事者がいる家族への聞き取り

調査（全国手をつなぐ育成会連合会） 

 強度行動障害のある当事者の親から見た当事者

の一般身体医療ニード、そのために親が望むこと

について聴取する。 

４）東京都立松沢病院精神科身体合併症病棟にお

ける、行動障害を伴う知的障害者の入院受入れの

現況と課題（東京都立松沢病院） 

 東京都立松沢病院は、身体合併症病棟を持つ精

神科病床であり、そこでの医療の実態、医療と福

祉の連携の実態を明らかにする。 

５）知的障害者の新型コロナウイルス感染症によ

る入院治療に関する東京都内精神科医療機関への

聞き取り調査（東京都立松沢病院、国立精神・神

経医療研究センター病院、医療法人社団青山会青

木病院）） 

 身体合併症のなかでも特に新型コロナウイルス

感染症に特化した連携の実態を明らかにする。 

６）秩父学園における歯科検診・口腔ケアへの取

り組み（国立障害者リハビリテーションセンター

自立支援局秩父学園） 

 障害歯科は、強度行動障害の当事者の身体医療

の先駆的な例として参考にすべき点が大きいと思

われる。国立障害者リハビリテーションセンター

自立支援局秩父学園は、わが国で唯一の国立の福

祉型障害児入所施設であり、その対応の実態とこ

う事例を集積する。 

 

C.結果 

 結果については、それぞれの報告書に詳細がま

とめられていることから、ここでは抄録のみ掲載

する。 

１）医師対象アンケート調査 

 医師・歯科医師を対象として、強度行動障害を

有する当事者の診療経験、そのなかで苦慮した

点、有効であった工夫などに関する情報を得るこ

とを目的としてアンケート調査を実施した。回答

者は 130名であり、そのうち歯科医師が最多であ

った。対象疾患をみると、脳神経内科/外科、眼

科、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、消化器内科、呼

吸器内科、皮膚科、整形外科、腎臓内科、泌尿器

科、乳腺外科、産婦人科、循環器内科、心臓血管

外科、内分泌内科、総合内科まで、急性期から慢

性期治療、高度医療まで、強度行動障害のある当

事者が一般身体医療ニーズを有していることが明

らかになった。しかし、多動、安静保持の困難、

奇声・大声、暴言・暴力、器物破損、異食、医療

機材に触る、指示が伝わらない、採血や検査を実
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施できない、待てないなどの多様な困難に直面す

る。また、親きょうだいや支援者の同伴を要する

など、家族負担も大きいことも明らかになった。

入院診療においては、一般病棟を利用して精神科

が併診しているケースは 2割に留まり、一般身体

科のみあるいは精神科病棟を利用して一般身体医

療が実施されていり、行動制限の実施も 9割を超

えていた。外来や入院診療に役立った工夫として

は、視覚的な説明、タイマー、手順書、スケジュ

ールの活用などの障害特性を踏まえた支援、家族

や支援者の同伴や付き添い、入院期間の短縮、事

前に当事者の情報を得ておくことがあげられた。

しかし、カンファレンスの実施やケースワーカー

の関与は少数に留まっており、一般身体医療受診

を拡充するためには、医療と福祉の連携に対する

インセンティブが求められると考えられた。 

２）福祉関係者アンケート調査 

 当事者の支援に関わる福祉関係者441名から回答を

得た。支援経験年数が10年を超える回答者が多く障

害者支援施設や生活介護通所事業所、共同生活援助に

携わる支援者が多かった。福祉施設のうち、法人の診

療所機能を有するという回答は15.5％と少数であっ

た。少数ながらも診療所機能を有する法人では、内

科、精神科、歯科のみならず、眼科、皮膚科、整形外

科、脳神経内科、小児科など、多様な診療かを備えて

おり、そこで実施される検査も血液検査、尿検査、

心電図、脳波、胸部Ｘ線、便潜血のみならず、超

音波検査、胃透視、骨密度、CT、上部消化管内視

鏡、ＭＲＩ、下部消化管内視鏡などまで実施でき

ており、診療所機能を有する法人と、有しない法

人では、自施設内で対応可能な範囲が大きく異な

る。また、診療所機能を有する法人では、当事者

は医療処置や検査の実施に日頃から慣れており、

その点でも状況は異なると考えられる。 

 外部受診時の困難は、診察、検査、処置の拒否

だけではなく、医療関係者への暴力、医療機器の

破壊、他の患者への迷惑など多岐にわたり、普段

の生活状況とは異なる環境下で、強度行動障害の

当事者への対応に慣れない医療者の対応では、対

応が困難な状況が見て取れる。実際に、4割以上の

福祉関係者が今後の診療を断られたという経験を

している。入院治療においては、入院受け入れ先

が決まらないという体験を 56.5％が経験してお

り、実際に入院をあきらめているケースもあるよ

うである。しかしながら、その受診理由は、肺炎

などの感染症、頸椎損傷、骨折、白内障、癌、水

中毒、交通事故、脱腸、腎不全、虫垂炎、腸捻

転、イレウスなどであり、決して放置できない疾

患が並ぶ。必要な医療が、当たり前に受けられな

い危険性と隣り合わせにある当事者の現状を示し

ていると思われる。 

 入院の付き添いは、6割以上で求められており、

施設の職員や家族などが対応している。家政婦、

付添婦の派遣を利用しているケースもある。付き

添いの負担が大きい一方、コロナ禍や病棟管理上

の事情から付き添いが出来ない、あるいは、複数

名が付き添えないことが悩みともなっており、柔

軟な対応を可能にする枠組みが求められる。 

 外来受診においては、待ち時間をなくしたり、

個室を準備すること、入院においても個室を準備

したり、待たせるための持ち物を持たせること、

手順書やスケジュールを持参させるなどの工夫が

行われている。 

 行動制限については、精神科病棟のみならず一

般病棟においても行われており、退院後の ADL低

下とも関連している。外部医療機関での入院医療

を可能にするためには、不可欠であることも十分

に理解しつつも、当事者の負担のみならず、合併

症や退院後の ADLの面からも最小化が求められ

る。 

 福祉関係者の自由記述では、医療関係者の理解

が十分でないことと、一方、当事者の医療につい

て後ろ向きであったり、人権を配慮していないの

ではないかという不信も垣間見える。また、専門

病棟や多様な診療科を有する専門病院への期待も

高い。これらに対して何らかのインセンティブや

体制確保が検討される必要がある。 

３）家族対象アンケート調査 

 当事者家族を対象として、強度行動障害を有す

る当事者の診療経験、そのなかで苦慮した点、有

効であった工夫などに関する情報を得ることを目

的としてアンケート調査を実施した。回答者は 207

名であり、20歳以上 40歳未満の当事者の親で、回

答者は母親が多かった。大部分の当事者がかかり

つけ医を有しており、歯科、児童精神科が多く、

次いで内科、小児科が続いた。一般身体科受診に

ついては 42％が困難を抱えているが、入院診療、

救急医療、救急車の対応を断られた、警察を利用

するように言われたといった命に関わる状況が存

在しており、実際に手術や医療を諦めざるを得な

かったといった回答もあった。最終的に専門的な

医療を受けることが結局できたという回答の中に



- 4 - 

 
 

は、医師からの直接連絡や家族からの直接連絡が

奏効したという回答が多く、ここでもかかりつけ

医に役割や、また家族が奮闘せざるを得ない現実

を示しているといえる。 

かかりつけ医を受診する工夫としては、時間を

過ごさせるための物を持参する、医療処置につい

て写真などを用いて事前に説明する、タイマーな

どを使って見通しをもたせるなどの発達支援、支

援者の付き添いの一方、待ち時間を短くする、個

室を準備して待たせるなどの病院側で可能な配慮

があげられている。他方、かかりつけ医以外の病

院受診で困った理由は、待ち時間、検査やバイタ

ル測定の困難とともに、医療関係者が強度行動障

害の当事者への対応になれておらず、親も不安を

抱えることがあげられている。 

 入院医療については、家族が終日に渡って付き

添いを求められるケースが 70％に及び、付き添い

者の食事の調達に苦慮したり、トイレにも行けな

い現状が明らかになり、また個室利用に際して、

個室料が高額に要求される実態、医療的処置や検

査の実施に困難があったり、安静が保てず苦慮し

ている実情も明らかになった。入院治療において

は、スケジュールを提示したり、入院期間の見通

しがつくようにする、過ごすための物を持ち込む

などの工夫が重要であるが、そのためには医療関

係者から親に情報が伝えられることが前提とな

り、医療者と家族との良好なコミュニケーション

が求められた。 

 医療と福祉のカンファレンスについては 77.5％

が実施されておらず、福祉サービス事業所からの

コミュニケーション支援や入院中に利用可能な障

害福祉サービスについても情報が提供されている

のは少数であった。 

 常日頃から病院受診になれていることが必要で

あるが、かかりつけ医のみでは医療は完結しな

い。待ち時間をなくすことや個室の準備など、ど

の医療機関でも可能な工夫はあるが、それを実施

するためには受付から医療従事者まで多くの職員

が強度行動障害の特性を理解すること、事前の調

整が必要であると考えられる。 

４）大学病院における知的障害者の入院治療に関

する聞き取り調査（佐賀大学） 

 知的能力障害のある当事者においては、先天性

心疾患、骨異常、成長障害、側弯、泌尿生殖器異

常、聴力障害、内分泌代謝疾患、運動機能障害、

過誤腫、免疫異常、てんかんなどを伴うことも多

いほか、生活習慣病、悪性腫瘍や冠動脈疾患など

の併存を伴うこともしばしばである。多様な身体

疾患を有し、診断と治療には高度な医療機器等を

要することも少なくないことから、高度医療機関

における対応が不可欠なことも多い。しかし、知

的能力障害や強度行動障害のある当事者の診療経

験が少ない多様な医療職が対応することから、当

事者や家族には不安が尽きない。そこで、強度行

動障害者の医療において医療機関同士ないし医療

福祉の連携において先駆的なネットワークが構築

されていると思われる佐賀大学医学部附属病院に

おいて知的障害者の受け入れ状況、受け入れに伴

う困難、受け入れ時に行った工夫などを聞き取っ

た。その結果、てんかん重積や悪性腫瘍など、多

様な身体疾患において救急外来、一般外来、精神

科などの多様な経路で入院が提供されており、そ

の過程では、採血や検査実施に困難を抱えなが

ら、事故や外傷リスク予防のための鎮静や身体拘

束などを実施しつつも必要な医療が提供されてい

ることが明らかになった。その背景には、医学生

教育や前期研修において診療科を問わず学びの機

会が提供されているという状況に加え、連携の実

績が長いことが関係している可能性がある。また

入院中の過ごし方として、私物を持ち込ませた

り、視覚支援などのグッズを持ち込ませたりする

ほか、精神保健福祉士や精神科医を含めた退院カ

ンファレンスが実施されているなどの工夫が見ら

れる。しかしながら、これらをよりよく活用した

り、リハビリテーションも含めた多面的な医療、

福祉との連携を進めていくためには、看護師や医

療ソーシャルワーカー、心理職、作業療法士など

の多職種が関与すること、また、強度行動障害に

関する知識の均てん化が望まれる。 

５）強度行動障害ユニットをもつ総合病院におけ

る知的障害者の入院治療に関する聞き取り調査

（愛知県医療療育総合センター中央病院） 

 知的能力障害のある当事者への一般身体科医療

の普及を進めるひとつの方法として、強度行動障

害への対応が可能な専門病棟との連携が考えう

る。また、強度行動障害に特化した専門病棟での

対応上の工夫が、強度行動障害のある当事者の一

般身体科病棟における対応に有用である可能性も

ある。そのため、強度行動障害の当事者に専用ユ

ニットを有する総合病院である愛知県医療療育総

合センター中央病院の医師を対象に聞き取り調査

を実施し、専門病棟の活用状況、病棟管理上の課
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題の有無、対応上の工夫について聞き取りを行っ

た。愛知県医療療育総合センター中央病院には 12

床の強度行動障害専門のユニット（すべて個室で

隔離可）が存在している。一般身体医療の必要な

強度行動障害の当事者は、精神科病床を利用し、

一般病床に入院することは原則としてない。精神

科病床から手術室に向かって、歯科治療、内視鏡

検査やポリープ切除術などが行われている。術後

は身体拘束下での点滴が実施されることもある

が、数日程度で退院となっている。多職種連携が

明確であり、精神保健福祉士が入院の調整、看護

師が情報の取得、入院前および入院中には多職種

でのカンファレンスが行われており、地域の相談

支援専門員等とのカンファレンスが行われること

もある。専門ユニットでの物理的構造や対応経験

の蓄積は、幅広い強度行動障害者の受け入れを可

能にしていると思われる。同時に、愛知県医療療

育総合センター中央病院で行われている多職種連

携の在り方は、専門ユニットを持たない他の医療

機関においても実施可能性があり、専門的知識の

ある医療従事者を配置し、多職種からなる支援チ

ームを組織したり、カンファレンスを開催するこ

との意義を示すものと思われた。 

６）強度行動障害の当事者がいる家族への聞き取

り調査（全国手をつなぐ育成会連合会） 

 本事業におけるアンケート調査の結果から、強

度行動障害のある当事者が一般医療受診に際して

しばしば困難を抱えていること、また入院治療を

受けることに困難を感じたり、終日にわたる家族

の同伴を余儀なくされている現状が明らかになっ

た。しかしながら、想定された質問に基づく調査

では明らかにし得ない困難や、その困難を解決す

るさまざまな工夫を見いだすために、当事者家族

に直接聞き取りを行った。その結果、以下のこと

が明らかになった。強度行動障害の当事者だから

こそ、日頃から継続的診療を受けておくことが大

切であり、総合診療においてジェネラルに対応で

きる体制の一方、専門性の高い医療ニードにも備

える必要がある。強度行動障害のある当事者への

実施に困難を感じる検査や医療処置であっても、

不可能ではない、ということである。付き添い、

スモールステップでの練習、視覚的な手がかりな

ど、いろいろな手段があり、時間を掛けて慣れて

いく過程の大切さを医療機関と医療者の双方が認

識することが期待されている。医療機関と地域を

つなぐ職種として、精神保健福祉士の関与はあっ

ても、一般身体医療については医療ソーシャルワ

ーカーの関与が期待されるが、医療ソーシャルワ

ーカーが強度行動障害の特性について理解してい

ただけるのかという不安を持っている。また、在

宅での支援を評価する必要性もある。訪問看護な

どは既に利用されているが、訪問診療については

ハードルが高い。医療機関の受診の一方で、地域

生活を支える診療の選択肢も確保する必要があ

る。 

７）東京都立松沢病院精神科身体合併症病棟にお

ける、行動障害を伴う知的障害者の入院受入れの

現況と課題（東京都立松沢病院） 

 強度行動障害を有する者の身体合併症による入

院受入れ・入院中の処遇・退院調整等の現状と課

題を明らかにすることを目的として、東京都立松

沢病院精神科身体合併症病棟での実態を病棟担当

医師・精神保健福祉士より聞き取った。強度行動

障害を有する者に特化した情報を得ることは難し

かったが、行動障害を伴う知的障害者の入院に関

する情報は得られた。結果として、当事者が入

院・治療の必要性を理解できないために治療行為

の際に身体拘束等行動制限を要すること、自傷や

不食等への対応の難しさ、治療完遂の困難、急激

な ADLの低下とそれに起因する紹介元への退院困

難、入院元からの「平時の生活や、治療に関する

意思確認・連絡先といった“最近の”情報提供」

の必要性などが示された。視覚提示や構造化、余

暇支援等にはマンパワーや福祉側との情報共有の

不足もあり課題があった。医療と福祉双方の体

制・制度を熟知した専門職の関与、福祉サービス

との連携強化、身体疾患治療と特性に応じた支援

の両方を実践するための医療側・福祉側双方の人

員確保、診療報酬上の加算等の採算向上が望まれ

る。 

８）知的障害者の新型コロナウイルス感染症によ

る入院治療に関する東京都内精神科医療機関への

聞き取り調査（東京都立松沢病院、国立精神・神

経医療研究センター病院、医療法人社団青山会青

木病院） 

 東京都における、知的障害者施設に入所する知

的障害者の新型コロナウイルス感染症による精神

科病院身体合併症病床・感染症病床への入院治療

に関する聞き取り調査を都内3病院に行った。い

ずれの病院からも強度行動障害に特化した情報は

得られず、知的障害を有する者を対象として情報

を収集した。入院経路は入院調整本部・保健所・
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精神保健医療課の３つのルートがあり、病院間の

機能分化もなされていた。点滴や酸素投与等の治

療や感染管理上の指示を理解することの困難か

ら、隔離や体幹・上肢の拘束など行動制限を要し

た例が多かった。重症例では急性期を脱した後に

歩行・嚥下等の ADL低下がみられリハビリ等も含

め規定された入院期間を超えての入院継続を要し

た例があった。重症化・急変時の医療行為実施に

関する事前の意思決定・検討がなされていなかっ

た場合には、入院受入れや治療方針決定に時間を

要した。今後同様のパンデミックを想定した備え

として、特有の感染リスクを有する知的障害者・

発達障害者、特に施設等で集団生活を営んでいる

者の受入れも念頭に置いた、機能分化を含めた地

域の医療計画・体制整備に加え、震災同様に「生

活状況や嗜好・コミュニケーション様式等を含

む、統一された様式による情報提供の準備」「急

変時に行う医療行為に関する事前の意思決定」が

挙げられ、いずれも定期的に更新され新しいもの

であることが望まれた。また、医療福祉連携の一

環として、平時より近隣の機関同士の関係構築

や、感染症蔓延期に入所施設にアウトリーチする

様式の医療体制提供も検討される。 

９）秩父学園における歯科検診・口腔ケアへの取

り組み（国立障害者リハビリテーションセンター

自立支援局秩父学園） 

 国立障害者リハビリテーションセンター自立支

援局秩父学園（以下「秩父学園」と略）は、わが

国で唯一の国立の福祉型障害児入所施設である。

本稿では、秩父学園に入所した重度～最重度知的

障害及び自閉スペクトラム症を背景に有する強度

行動障害の状態にある児童に対する歯科検診・口

腔ケア（介助歯磨き）への取り組みを好事例とし

て収集した。要点として、医療・福祉職員間の事

前の情報共有、スケジュールの視覚提示や実物・

実地での“慣らし”などのプレパレーション、受

け入れ不良時の中止・中断を含めた児童のペース

を尊重したスモールステップでの対応、事後の情

報共有と日常で実施可能な口腔ケアの継続などが

挙げられた。並行して、支援員の側からみた「児

童が受診しやすい医師と医療機関の要件」に関す

る情報も収集した。事前の情報提供が可能である

こと、待機スペースの確保や児童のいる場所まで

医師が出向くこと、児童のペースに合わせた過度

に侵襲的にならない診療（見学や受診の回数を重

ねて慣らすこと・中止や中断の判断を含む）、

「待てなさ」や感覚面への配慮などが望まれた。

医療機関側には時間的・空間的・人的余裕の確保

が求められるため、それらを担保するための何ら

かのインセンティブを設定することが必要と考え

る。 

 

D.考察 

１）強度行動障害者の一般身体医療のニードとそ

の実態について 

 強度行動障害者の一般身体医療ニードは、生活

習慣病や癌などを含め、強度行動障害でない人と

同じくあることに加え、一部は、強度行動障害の

背景をなす病態と関連する診療ニード（例えば、

てんかん発作）、また、一部は強度行動障害の当

事者の行動障害に伴う診療ニード（異食、自傷な

ど）の結果としても見られることから、むしろ一

般身体医療ニードは強度行動障害者の方が高いと

言える。 

 しかしながら、生活の場である施設に医療機能

が附属している法人は少数であるし、訪問診療等

によって、在宅で医療を受けることが出来ている

ケースは少数である。また、このように施設内あ

るいは在宅で医療を受けられている場合であって

も、外部受診などで、専門診療科を受診する必要

があることはしばしばである。しかしながら、外

部受診あるいは入院医療においては、しばしば困

難が生じている。その状況は、速やかな医療受診

が不可欠と思われる状況下においても生じてお

り、あたりまえの受けるべき医療が受けられない

という人命尊重、また、人権上も憂慮すべき事態

が生じているといえる。 

２）「かかりつけ診療」の重要性について 

 いざという時に医療を受けられるためには、平

時から診察、検査、処置に慣れていることが大切

である。歯科、児童精神科、内科、小児科などが

かかりつけ医として機能しており、高度にコント

ロールする必要のある疾病がなくても、常日頃よ

り定期的なフォローアップが実施されていること

が、早期発見、専門医療への円滑な紹介のために

も重要である。年齢ととともに受診が必要な診療

科が広がっていき、耳鼻科、眼科、皮膚科なども

必要になる。耳や目の診察などは、慣れがなくて

は、いきなり受け入れがたいものであり、これら

の診療にスモールステップで慣れておくことが大

切である。 

３）強度行動障害へ対応することの専門性の評価 
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 歯科診療においては、障害歯科が専門領域とし

て歴史をもっており、そのノウハウが蓄積してい

る。しかし、その他の診療科においては、強度行

動障害の専門性の評価やインセンティブが存在し

ないことが問題である。 

 前述したような、定期受診や診察になれるステ

ップは、それに該当する診療報酬上のインセンテ

ィブはない。これらを実施するのは、高度医療機

関であることが多く、通常診療においても人的に

も診療の需給バランスにおいても逼迫している実

態がある。そのなかでかかる努力を行うために

は、医療関係者ひとりひとりの意識だけではな

く、経営を含めた執行部の理解が必要であり、そ

のような対応を行うことが、地域における病院機

能の養成であるという意識付けが必要である。 

４）地域における機能分化の必要性 

 前項と関連する問題として、地域において強度

行動障害に対応する総合病院、あるいは、一般診

療科と連携する精神科病床について、病院機能上

の位置づけやインセンティブが必要である。そし

て、それらをバックアップする強度行動障害に対

応する専門病棟や、一般診療機能を有する精神科

病院などがあれば、さらに十全な体制といえる。 

５）一般身体科医療のための行動制限 

 身体科病棟であるか、精神科病棟であるかをと

わず身体拘束や隔離が実施されることがほとんど

であるのが実情である。必要な一般身体科医療を

受けられないことに比べれば、行動制限も受け入

れざるを得ない、あるいは、薬剤による鎮静も受

け入れるという思いがあるものの、長期の身体拘

束によって、行動上の問題が変化したり、歩行が

不安定になるなどして、ＡＤＬが低下しているケ

ースもある。行動制限の最小化の努力は、強度行

動障害の当事者においても同じく目指されるべき

である。 

６）付き添いや個室対応について 

 支援者あるいは当事者家族が終日あるいは日中

の付き添いが求められ、多大な負担となっている

実情がある一方、診療を可能にしているもっとも

大きな要因の一つともなっている。家政婦などが

利用されているケースもあるが、日頃からの支援

状況を知っている支援者と同様の動きが出来てい

るかは定かではない。福祉職員のマンパワー面で

も何らかのインセンティブが求められる。 

障害福祉サービスにおいては、通院時の付き添い

について居宅介護に「通院等介助」という類型が

設定されているところだが、強度行動障害へ特化

したサービスではなく、そもそも全国的に活用さ

れているとは言いがたい状況にある。また、強度

行動障害に特化した外出支援としては「行動援

護」というサービスがあり、これを通院時の付き

添いで活用することも不可能ではないが、従業者

の養成が進んでおらず、同じく全国的に活用され

ているとは言いがたい。さらに、入院時の付き添

いに関しては「重度訪問介護」という長時間派遣

可能なヘルパーサービスがあり、これを入院中も

利用することが可能となっている。ただし、入院

時の付き添いだけを目的とした利用は認められて

おらず、強度行動障害者の利用も進んでいない状

況にあることから、既存サービスを利用しやすく

する運用面の改善も期待される。 

 外来受診では、個室で待機させ、待ち時間をな

くすること、入院診療でも個室対応が不可欠であ

る。個室料が患者負担になっているケースと、患

者に負担せず、病院経営上はマイナスになってい

る場合もあると思われる。病院が個室を準備して

いる場合に、経済的なインセンティブが求められ

る。 

７）多職種連携と地域連携 

 入院以前の情報収集、地域との調整などを行う

上で、精神保健福祉士や医療ソーシャルワーカ

ー、その他のコメディカルスタッフが地域との調

整に入ることは有意義である。地域と医療者が同

席するカンファレンスが必ずしも実施されていな

いほか、コミュニケーション支援もほとんど活用

されていない実態があり、地域との連携のあり方

について一定の手順を示し、診療報酬の要件とす

るなどのインセンティブが求められる。 

８）近接性の高い医療への評価 

 強度行動障害のある当事者は、外出がままなら

ない。病院に入れないといったケースも少なくな

い。訪問診療やオンライン診療など、在宅で受け

られる医療的ケアの評価も大切であると思われ

る。 

９）医療関係者の強度行動障害に対する知識の普

及と判断の裁量 

 事前情報が十分にない場合、あるいは、あった

としても何らかの対応が必要な状況であると判断

された場合には、当事者の様子に気づいた医療ス

タッフが、強度行動障害に対する知識を踏まえ

て、個室を準備するなどの機転をきかせた対応が

求められる。その判断が、医師の診察を踏まえ
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て、でなければ動けない、ということでは不十分

である。多職種が強度行動障害に対する一通りの

知識を有して、一定の裁量を与えられる必要があ

る。 

 

E.結語 

強度行動障害を有する当事者の一般身体医療受診

を進めるためには、 

１）強度行動障害のかかりつけ医としての継続的診

療や専門性に一定の評価が必要であること、 

２）医師、看護師、精神保健福祉士または医療ソー

シャルワーカーが研修の受講等によって強度行動

障害の特性と対応についての知識を持ち 

２）その者が強度行動障害者の一般身体医療受診や

入院に先立っての福祉関係者や家族からの情報収

集、院内調整を行い、個室等のアメニティも準備し、 

３）入院時及び退院時の医療福祉同席のカンファレ

ンスを開催した場合に一定のインセンティブを付

与する必要があるとおもわれる。 

 他方、福祉関係者や家族の同伴受診や入院時の同

伴が有効に作用しているが、負荷も大きい実情を踏

まえ、それらのマンパワーの補助（付添婦の活用な

ど）なども検討を要する。 

 

F.参考文献 

なし 

 

 

G.研究発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

 

 



厚生労働省 障害者総合福祉推進事業 

強度行動障害を有する者の一般医療受診に関する実態調査 

 

強度行動障害といわれる状態にある当事者の歯科を含む一般身体医療受診に関する調査 

（医師歯科医師対象） 

 

岡田 俊（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部） 

 

調査要旨 

 医師・歯科医師を対象として、強度行動障害を有する当事者の診療経験、そのなかで苦慮した点、有

効であった工夫などに関する情報を得ることを目的としてアンケート調査を実施した。回答者は130名

であり、そのうち歯科医師が最多であった。対象疾患をみると、脳神経内科/外科、眼科、歯科口腔外

科、耳鼻咽喉科、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、腎臓内科、泌尿器科、乳腺外科、産婦

人科、循環器内科、心臓血管外科、内分泌内科、総合内科まで、急性期から慢性期治療、高度医療ま

で、強度行動障害のある当事者が一般身体医療ニーズを有していることが明らかになった。しかし、多

動、安静保持の困難、奇声・大声、暴言・暴力、器物破損、異食、医療機材に触る、指示が伝わらな

い、採血や検査を実施できない、待てないなどの多様な困難に直面する。また、親きょうだいや支援者

の同伴を要するなど、家族負担も大きいことも明らかになった。入院診療においては、一般病棟を利用

して精神科が併診しているケースは2割に留まり、一般身体科のみあるいは精神科病棟を利用して一般

身体医療が実施されており、行動制限の実施も9割を超えていた。外来や入院診療に役立った工夫とし

ては、視覚的な説明、タイマー、手順書、スケジュールの活用などの障害特性を踏まえた支援、家族や

支援者の同伴や付き添い、入院期間の短縮、事前に当事者の情報を得ておくことがあげられた。しか

し、カンファレンスの実施やケースワーカーの関与は少数に留まっており、一般身体医療受診を拡充す

るためには、医療と福祉の連携に対するインセンティブが求められると考えられた。 

 

 

A.はじめに 

 強度行動障害を有する当事者が疾患の予防や治

療のために、精神科医療以外の一般身体医療を必

要とすることはしばしばあるが、行動上の課題の

ためにスムーズに治療を受けることができないこ

とが懸念される。しかし、強度行動障害者の一般

医療受診の実態を明らかにする資料はなく、ま

た、対応された事例のなかには参考となる好事例

が存在すると思われる。本事業では、医師・歯科

医師、当事者家族、福祉関係者のそれぞれに対し

て調査を実施し、強度行動障害を有する当事者の

一般身体医療の実態を把握するとともに、好事例

を集積することで、強度行動障害の当事者の一般

身体医療の拡大することに資する情報を得ること

を目的とした。本調査では、医師、歯科医師を対

象として実態調査の結果を報告する。 

 なお、本調査における強度行動障害は、行動障

害児（者）研究会（1989）に基づき、 

○精神的な診断として定義される群とは異なり、

直接的他害（噛み付き、頭突き等）や、間接的他

害（睡眠の乱れ、同一性の保持等）、自傷行為等

が通常では考えられない頻度と形式で出現し、そ

の養育環境では著しく処遇の困難なものであり、

行動的に定義される群 

○家庭にあって通常の育て方をし、かなりの養育

努力があっても著しい処遇困難が持続している状

態 

とした。 

 

B.調査目的 

 医師・歯科医師を対象として、強度行動障害を

有する当事者の診療経験、そのなかで苦慮した

点、有効であった工夫などに関する情報を得るこ

とを目的とする。 

 

C.アンケート調査 
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 Googleフォームを用いて、医師、歯科医師を対

象とした無記名のアンケート調査を実施した。調

査期間は令和6年 2月から3月までとした。 

 

D.結果 

医師・歯科医師130名より回答を得た。 

＜回答者の属性＞ 

診療経験年数は、0年以上 10年未満（19.2％）、

10年以上 20年未満（29.2％）、20年以上 30年未

満（24.6％）、30年以上（26.9％）であり、概ね

均等であった。 

 

主として診療している診療科は、歯科医が 86.9%

と圧倒的に多く、精神科（主として精神科である

が、他の診療科としても診療しているという意味

であると思われる）が 5.4%、小児科 4.6％、内科

1.5％、耳鼻科、眼科が0.8％であり、歯科医師の

回答が最多であった。 

<診療内容> 

脳神経：てんかん 20％、脳出血 5.5％、脳梗塞

6.4％、水頭症 9.1％、脳腫瘍7.3％、神経鞘腫

2.7％、眼球破裂 1.8％、 

眼：外傷性白内障0.9％、老人性白内障2.7％、網

膜剥離 0.9％、緑内障2.7％、眼球破裂 1.8％、糖

尿病性網膜症 1.8％ 

歯・顎：歯折41.8％、歯脱臼 36.4％、自己抜歯

20.9％、齲歯 74.5％、歯肉炎67.3％、歯槽膿漏

48.2％、義歯作成 28.2％、顎関節脱臼 13.6％、歯

科検診 60.9％、舌がん5.5％、口腔内出血29.1％ 

消化器：胃潰瘍 0.9％、ウイルス性肝炎０％、氏脂

肪肝 1.8％、消化器内異物1.8%、イレウス 6.4％、

巨大結腸症 0.9％、偽性腸閉塞 1.8％、寄生虫感染

症 0％、誤嚥性肺炎6.4％、 

呼吸器：肺がん 1.8％、気管支炎・肺炎7.3％ 

皮膚：裂傷5.5％、打撲4.5％、熱傷 0.9％、白線

1.8％、疣贅 0.9％、せつ・よう0.9％、蜂窩織炎

4.5％、皮膚潰瘍5.5％、帯状疱疹 2.7％ 

骨：頸椎症 1.8％、頸椎ヘルニア2.7％、圧迫骨折

1.8％、脱臼 2.7％ 

内分泌：糖尿病 6.4％、脂質異常症4.5％、高尿酸

血症4.5％、甲状腺機能異常4.5％、低身長

2.7％、思春期早発症 1.8％ 

腎・泌尿器：腎機能障害・腎不全（透析を含む）

1.8％、腎結石 0％、腎がん・膀胱がん・尿管がん

0％、前立腺がん 1.8％、前立腺肥大1.8％、尿閉

2.7％、膀胱炎 2.7％ 

乳腺：乳腺炎 0.9％、乳がん 1.8％ 

女性：卵巣がん 0.9%、子宮がん 1.8%、妊娠

1.8％、月経異常 1.8％ 

耳鼻咽喉：鼻炎 3.6％、副鼻腔炎4.5％、頭頸部腫

瘍 0％、眩暈 1.8％、耳垢 0.9％ 

心血管：狭心症・心筋梗塞 1.8%、不整脈 1.8％、

低血圧・高血圧4.5％ 

全身状態：低体温 3.6％。水中毒・電解質異常

3.6％、脱水5.5％。るいそう４．５％ 

処置：胃瘻造設 4.5％、術中鎮静管理 2.7％ 

その他：4.5％ 

外来診療について 

＜外来治療に苦慮した点＞ 

多動（88.9％） 

奇声・大声（78.7％） 

暴言・暴力（58.3％） 

器物破損（39.8％） 

異食（20.4％） 

医療機材に触る（53.7％） 

指示が伝わらない（83.3％） 

採血や検査を実施できない（40.7％） 

待てない（58.3％） 

代諾者から治療への同意を得ることに苦労した

（13％） 

他部署に人員の応援を要請しなければならなかっ

た（23.1％） 

その他：治療に満足しない、歯科治療中にかみつ

かれた、診療予約が体調によりたびたび変更にな

る、処置後の自傷・他害 

＜外来診療への同伴者＞ 

当事者の親（96.3％） 

当事者のきょうだい（28.4％） 

当事者の子ども（10.1％） 

当事者の支援者（66.9％） 

その他：児童精神科の医師、病棟看護師、当事者

の祖父母 

＜外来診療に役だった取り組み＞ 

事前に当事者についての情報を得ていたこと

（71.6％） 
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外来診察に家族が同伴したこと（84.4％） 

外来診察に支援者が同伴したこと（58.7％） 

外来診療時に当事者が落ち着くための持ち物を持

参させたこと（54.1％） 

外来診療前に別室や落ち着く場所で待機させたこ

と（43.1％） 

医療処置について写真などを用いて事前に説明し

たこと（50.5％） 

タイマーなどを用いて見通しがつくようにしたこ

と（40.4％） 

手順書やスケジュールを用いたこと（45％） 

その他：複数回のプレパレーション、数を数え

る、待ち時間をなくす、診察室に限らない車中な

どでの診察、泣く患者と重ならないようにする、

治療薬を服薬させて来院させる、麻酔、本人の様

子を写真に撮って説明した 

＜外来診療を受け入れたことで、その後の強度行

動障害児・者の受け入れへの影響＞ 

今後の受け入れは難しいという 

ことになった（7.3％） 

院内で体制を構築し受け入れることとなった

（16.5％） 

その後も受け入れを続けている（86.2％） 

支援者の同伴などをお願いすることとした

（27.5％） 

入院診療について 

＜入院診療の受け入れ＞ 

ある（32.3％）、なし（67.7％） 

 
＜入院診療の受け入れ先＞ 

一般身体科に入院した（精神科の対診なし）60％ 

一般身体科に入院し、精神科と併診した20％ 

精神科に入院し、身体医療を行った 42.5％ 

その他：専門病棟、重症心身障害者病棟、準集中

治療室 

＜行動制限の実施＞ 

隔離と身体拘束の両方を必要とした30％ 

個室や保護室への隔離（施錠）を必要とした（身

体拘束不要）57.5％ 

身体拘束を必要とした（隔離不要）５％ 

行動制限を必要としなかった 7.5％ 

 

＜入院治療において苦慮した点＞ 

多動（87.5％） 

奇声・大声（72.5％） 

暴言・暴力（52.5％） 

器物破損（42.5％） 

異食（22.5％） 

医療機材に触る（37.5％） 

指示が伝わらない（75％） 

採血や検査を実施できない（37.5％） 

待てない（50％） 

代諾者から治療への同意を得ることに苦労した

（15％） 

他部署に人員の応援を要請しなければならなかっ

た（20％） 

その他：安静を保てない（手術部位を触る） 

＜入院中の付き添い＞ 

当事者の親（87.2％） 

当事者のきょうだい（20.5％） 

当事者の子ども（10.3％） 

当事者の支援者（48.7％） 

なし、できない（10.4％） 

＜入院中の福祉サービス事業所からのコミュニケ

ーション支援＞ 

なし（92.5％） 

あり（7.5％） 

 

＜入院中の医療と福祉同席のカンファレンス＞ 

開催していない（77％） 

入院時のみ開催（2.8％） 

退院時にのみ開催（5.6%） 

入院時と退院時の両方に開催（8.3%） 

不明、その他（5.6％） 
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＜入院医療で役立った工夫＞ 

事前に当事者についての情報を得ていたこと

（84.2％） 

入院に家族が付き添ったこと（76.3％） 

入院に支援者が付き添ったこと（36.8％） 

入院に当事者が落ち着くための持ち物を持参させ

たこと（55.3％） 

検査を出来るだけ外来で実施し入院期間を短縮し

たこと（36.8％） 

医療処置について写真などを用いて事前に説明し

たこと（31.5％） 

タイマーなどを用いて見通しがつくようにしたこ

と（28.9％） 

手順書やスケジュールを用いたこと（31.6％） 

検査や処置の頻度を減らしたこと（26.3％） 

その他：個室で対応、入院期間の短縮 

＜入院診療を受け入れたことで、その後の強度行

動障害児・者の受け入れへの影響＞ 

今後の受け入れは難しいという 

ことになった（2.6％） 

院内で体制を構築し受け入れることとなった

（13.2％） 

その後も受け入れを続けている（94.7％） 

支援者の同伴などをお願いすることとした

（13.2％） 

その他：紹介元へ戻した 

 

＜ケースワーカーの関与＞ 

ケースワーカーは関与しなかった（68.4％） 

ケースワーカーが病院間の調整を行った

（13.2％） 

ケースワーカーが家族との調整を行った

（10.5％） 

ケースワーカーが地域の支援者との調整を行った

（18.4％） 

ケースワーカーが地域とのカンファレンスを招集

した（7.9％） 

その他：児童指導員が調整、わからない、精神科

への入院にケースワーカーが関与 

＜強度行動障害児・者の外来治療や入院治療の受

け入れを拡大していくうえで、何が必要か（自由

記述）＞ 

マンパワー 

人員確保 

人員の確保 

人手 

福祉が提唱する標準的な支援を医療でも共有す

る、医療から福祉・教育が求める診療情報フォー

マットを作成・提供する、地域での実践的な支援

者ネットワーク作り、各レベルの研修（基礎研修

とより専門的な実践研修、事例やグループワーク

を含めたフォローアップ研修）、医学教育に強度

行動障害医療の単元を取り入れる、診療報酬への

更なる反映。 

発達障害、視覚支援に関する知識や工夫を、ある

程度当たり前にどの科でも用意したうえで、個別

の対応を保護者や担当医等と事前に打合せして面

倒でも対応していくこと。 

環境整備と人員確保で更なる加算が必要 

幼児〜学童期において 

適切な関わりを受けることができて整った気持ち

のコンディションで生活できること。 

それぞれの理解の段階に応じて『わかるように』

正しく教えてもらえること。 

他人からの指示が入りやすくなるように育っても

らうことが大切で、（いろいろな反応をする）人

の存在について意識することができる力を思春期

までに育てることが大切です。２〜遅くとも３歳

には広くプライマリーでは JASPER、必要性の高い

児にはインリアル・アプローチを開始して、程度

に応じて就学〜小学校卒業までじっくりと療育訓

練を受けることが大切と考えます。 

①強度行動障害児・者加算等の設置②都道府県・

市町村ので受け入れ可能な二次医療機関の拡充③

強度行動障害児・者の受け入れのための研修会の

拡充（医師だけではなく、コメディカルも含む） 

歯科治療を実施するうえでは医科やケースワーカ

ーとの連携は必要である 

保険点数の加算を増やして欲しい 
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子供の正常発達を十分知ること。説明してもわか

らないと考えず、これから行うすべての行為につ

いて、毎回説明する努力を惜しまないこと。 

可能な限り早い段階(幼児期)からのサポートが必

要であり、重症化してからでは、処置が煩雑にな

り通院では困難な事がある 

強度行動障害のみならず、自閉性障害や発達障害

自体が一般医療で知られていないと考えていま

す。現在当院では小生が研修に来る初期臨床研修

医に強度行動障害を含む自閉症性障害のレクチャ

ーを行っています。 

総合病院等で、地域の連携医が共同治療医として

外来検査や入院治療に参加する仕組みがあるよう

です。小生が受け持っている方が歯科治療に際

し、開業の歯科の先生が総合病院歯科と連携して

治療に取り組まれる予定があります。 

保護者、家族だけでなく、施設職員や学校教職員

などと意見や診療に対する方向性を統一すること 

多職種の連携、強度行動障害への一定した対応の

ノウハウの蓄積 

強度行動障害児者についての知識、対処法を知る

こと。存在を周知して、周囲が少しでも環境を整

えることが必要と思います。 

早期からの関わり 

異業種との連携 

保護者施設の協力、十分なスタッフの確保 

本人のことがわかる方が必ずいること、事前に本

人の情報をしっかり伝えて貰うこと、そしてお互

いに決して危険な状態にはしないことかと思いま

す 

身体科の強度行動障害への理解・支援の促進。 

診療時間 

医療機関、医療関係者の理解、待ち時間の配慮、

事前の準備、環境調整、視覚支援、医師の技術、

診療報酬＊予防接種や健康診断においても同様の

配慮が必要と思います。 

外来診療において鎮静などをかけないと診療が困

難なためスペシャルニーズ診療科に紹介が優先に

なります。歯科領域においての科目にて上記の方

の対応への勉強が不足しており、病院内のスタッ

フへの講習会実施が必要。また認知向上をはかる

ようディスカッションなどを歯科の学会にとりあ

げる（学会主催者の意識にもよります）なども必

要かと思います。 

今後の学生に対する教育も必要と思われます。 

誰が代諾者になるのかの事前の確認 

支援者側のマンパワーと時間的（収入的）ゆとり

が大事だと思います。 

コメディカルの充実 

付添入院許可。安全のための病棟作り。 

まずは，医療側の理解が大きいと思われます．配

慮によりうまくいくケースも多いからです．その

ためには，研修が必要であると考えられます．医

療と福祉と家族の連携も重要です．人手と時間を

確保するための財源ならびに，連携や配慮に対し

て診療報酬上の手当も必要です．さらに配慮や安

全確保のためのガイドラインがあればよいと考え

ます． 

外来受診時 

時間に余裕のある時間帯に来院いただく 

待ち時間が少なくなるように検査を別日に行うな

ど工夫する 

第三次医療機関で歯科治療を受け入れてくれる施

設を増やしていただく。 

医療者の理解と体制の構築 

薬物的行動療法 

保険における加算などの評価 

スタッフの患者に対する理解や、薬剤を用いた行

動調整法のスキルを有する人材の確保 

医療者のマンパワー 

医療制度の整備 

まず、強度行動障害という状態に関する知識を広

め、一般の診療所の役割を認識していかなければ

ならない。 

疾患の理解 

精神科との連携と環境の整備 

情報 

精神科医などが常駐、もしくは直ぐ連携がとれる

状態 

知識とスタッフの協力など。 

介助者の人数が必要だと思います。 

強度行動障害児者についての啓蒙。普段の診療で

その人に強度行動障害があるかどうか意識してい

ませんでした。主に歯科訪問診療にて高齢者を拝

見しており、他害の有無は確認していましたが、

生育課程にまではあまり注意をはらえていません

でした。 

若手医師、歯科医師への研修会や勉強会 

充分な人員 

対応方法を共有し知識のある職員を増やすこと、

鎮静法などの薬物的管理が出来る環境を作ること 
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障害に対する理解。入院管理上の現実問題はある

と思うが、なんでも精神科入院というのは違うと

思う。 

日常の状態や、医療に対する許容範囲の、情報提

供や共有と、歯科に関しては、問題発生前からの

予防的定期受診の推進と、市井の医院と高次医療

機関との連携やバックアップ体制。 

障害者の行動管理技法、実際をより広く啓発すべ

きではないでしょうか。 

システム構築 

患児の特性やその保護者の心理を受け止めて理解

できるような人材の育成  

人員の確保が何よりも重要だと思います。 

入院でも外来でも、常に見守りが必要となるた

め、家族以外の複数の支援者の付き添いが必要で

あると思います。 

社会的制度と対応出来る医療機関への支援 

家族や支援者から、事前の生活背景とう情報収集 

スタッフの教育、家族及び支援者の理解、支援、

福祉の知識がある方の積極的な介入 

医院として受け入れる体制づくり 

診療にあたる上で必要な知識、設備、やそのレク

チャー 

人員 

主治医との連携 

保護者、支援者への口腔保健センター等全身管理

下での治療ができる医療機関の事前周知 

強度行動障害患者の身体科治療を、精神科病棟に

医療保護入院をさせて行動制限を行うことに法的

妥当性があるのか懸念を持ちながら治療してい

る。国として明確な指針があることが望ましい。 

地域医療連携 歯科麻酔医の活躍 

人員 行政介入 診療報酬の増加 

強度行動障害に関する知識と技術 

強度行動障害の方の特性とその対処について説明

を行い、受け入れてもらえるための時間的余裕が

必要と思う 

場所に慣れることや信頼関係の構築に複数回の通

院が必要だが、その診療やトレーニング時の診療

報酬が請求できないので、何かしら補助して欲し

い。 

家族の環境の把握。患者ざまの性格、嗜好、等あ

らゆる情報 

大学での教育 

日常生活の情報。 

対応できる専用の診療室の設置 

受け入れを行っていることを伝えること。 

病院と診療所での事前情報等のやりとりを活発に

行うこと。 

まず、家の外に出る事へのハードルがかなり高い

と考えられるので、病院にたどり着くための助け

になること、病院に着いた後にも個室が用意でき

ること（待合も、診療室も）専門スタッフを増や

す事が必要と思います。 

受け入れるための知識（スタッフ全体） 

隔離された待合や診療室、専属のスタッフ 

地域連携、地域の受け入れ先 

病棟スタッフ教育（応用行動分析など） 

幼少期は治療への恐怖心が強くておこす行動かそ

ういった疾患によるものかは専門医でないと判断

しにくいので、一般の先生たちへの講習会などの

情報提供の場が必要かと思います 

強度行動障害児の家庭は、ひとり親家庭なども多

く、家庭の事情で来院が途絶えがちになるので、

支援者のサポートが必要だと思いました。 

かなりのマンパワーと鎮静のための麻酔薬の使用

の必要性があります。外来でのプラスアルファで

の診療加算が必要だと考えます。 

専門医の配置。受け入れを考慮した施設の設備。

スタッフの訓練。 

専門職からのレクチャー 

家族の支援、マンパワー 

患者に対する知識を親や支援者から事前に得るこ

と。例えば、言ってはいけない言葉とか、触って

はいけない部位などは予め把握しておく必要があ

ると思う 

心構えと忍耐力 

外来受診が難しくなった方の訪問診療を増やし

て、在宅でのトレーニングから行う。 

院内スタッフ全員と、他の来院患者の理解が必

要。 

診療スタッフの理解 

そのような方たちの知識を増やし、理解できるも

のを増やすこと。全身麻酔が可能な施設を増やす

こと。 

障害に対する理解 

強度行動障害児・者の治療・入院に関わるスタッ

フが障害に対する理解を深め、行動調整とその必

要性について理解することが必要と考えます。ま

た、医療従事者と患者家族、支援者、さらに多職

種スタッフ間の連携も重要と考えます。 
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患者さんの行動の特徴や、受け入れシステムやリ

スク、保険点数など、分からないことが多すぎて

敷居が高いです。 

どれくらい需要があるのかなども含めて情報提供

があれば取り組みの発端になる気がします。 

十分な設備。診療時間を融通できるか。 

専門的知識、スッタフ 

受け入れ可能なクリニックのリストがあるとよい

のではないでしょうか？ 

どのような行動障害があるのかをあらかじめ医

師・歯科医師に報告されているとそれに対する対

応がしやすいと思う。 

2040年には団塊の世代ジュニアの人口ボリューム

層が一番となり、今以上に医療従事者のニードが

増えていくため、時流に乗った診療を心掛けてい

くことが必要である。 

全身麻酔や診察、診断に必要な開業医向けのマニ

ュアル 

理解と人手 

人手。治療を行う際も、検査を行う際も抑制を要

することが多く、そのための人員が必要。 

また、治療後に他の患者に暴力を振るう患者もい

るため、待合室にも監視のための人員が必要。 

また、指示が伝わらないこともあり、一人にかけ

る時間が多くかかる。 

保護者からの強度行動障害に関する情報提供（歯

科だと初診時の問診では ASDや知的障害としか言

わず、隠したがる保護者も少なからずいる為） 

入所施設単位等集団での定期健康診断やかかりつ

け医科・歯科での定期予防検診の拡充。 

時間、人員、設備 

保護者や協力者との情報のやり取りと連携 

療育の進みや普段の生活に関する情報を共有する

こと 

術者のみではなくて、周囲のスタッフの理解向上

及び世間一般への情報提供 

強度行動障害児・者を専門とした医療施設と医療

スタッフ 

十分な医療機関の連携 

スタッフの理解と覚悟 

受け入れ施設の周知 

根気よく脱感作や体験をかさね、絵カード、スタ

ッフ教育を充実させていく。歯科では、定期健診

をこまめににし、疾患を作らない予防にシフトし

ていけば、第一次医療機関でも，可能。 

マンパワー 

家族や施設、ケースワーカーの支援や、病棟の体

制を整えること 

多職種連携 

障がい者歯科診療所の存在と協力歯科医師 

対応出きるような体制、コデンタルスタッフの知

識 

診療報酬 

医療従事者の確保と金銭面を含めた行政のバック

アップ 

スタッフを含む診療提供体制の構築 

周囲の理解や知識、設備 

障害児・者に接する機会がなく、対応の仕方がわ

からないため診療できないと判断される歯科医師

の先生方が多いと思われます。各地域の歯科医療

センターや、三次医療機関にて障害者診療に触れ

る機会を作ることが偏見や先入観を取り払えるこ

とにつながると考えます。 

経験の蓄積とチームワーク 

"①二次医療機関の充実化 

②その為の行政の協力 

③大学内講座の拡大 

一次医療機関での対応は非常に困難な状況です。 

特に歯科医療では大変難しく、治療難民となりつ

つあります。" 

わからない 

人員の確保 

その他：複数回のプレパレーション、数を数え

る、待ち時間をなくす、診察室に限らない車中な

どでの診察、泣く患者と重ならないようにする、

治療薬を服薬させて来院させる、麻酔、本人の様

子を写真に撮って説明した 

 

E.考察 

 今回の調査では、歯科医師が多かったものの、130

名の医師・歯科医師から回答を得ることができ、これ

までに最大規模で一般身体科医療の現状を評価するこ

とが出来たと思われる。対象疾患をみると、脳神経内

科/外科、眼科、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、消化器

内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、腎臓内科、泌

尿器科、乳腺外科、産婦人科、循環器内科、心臓血管

外科、内分泌内科、総合内科まで、急性期から慢性期

治療、高度医療まで、強度行動障害のある当事者が一

般身体医療ニーズを有していることが明らかになっ

た。 

 しかし、一般身体医療の外来においては、多動、安

静保持の困難、奇声・大声、暴言・暴力、器物破損、
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異食、医療機材に触る、指示が伝わらない、採血や検

査を実施できない、待てないなどの多様な困難に直面

する。また、親きょうだいや支援者の同伴を要するな

ど、家族負担も大きい。しかし、その後も、外来診療

を継続して受け入れているケースが86.2％にも及

び、院内での体制の強化や支援者の同伴のもとに診療

を継続するなど、医療機関側が前向きな受け入れを行

っている。 

 他方、入院診療においては、32.3％が入院を経験し

ていたが、そのうち精神科の対診なく一般身体科で治

療していたのが60％であった。このなかには精神科

がない施設が多かったのではないかと思われる。実

際、一般精神科に入院し、精神科が併進したケースは

2割に留まり、精神科に入院し一般身体医療をおこな

ったケースは4割を越える。つまり、精神科のない施

設では一般身体科で対応せざるを得ないが、精神科が

ある場合には、精神科病棟を利用するケースが多くな

るのではないかと思われる。入院病棟とも関連しうる

のが隔離や身体拘束の状況である。行動制限を必要と

しなかったのは7.5％に留まり、隔離が87.5％、身体

拘束が35％となっている。入院病棟と比べると、こ

こには精神保健福祉法外の個室利用や点滴実施時の身

体固定などを含むと考えられるが、いずれにせよ、行

動制限が可能なハードを必要としている現状がある。

入院治療における困難は、多動、奇声・大声、暴言・

暴力、器物破損、異食、医療機材に触る、指示が伝わ

らない、採血や検査を実施できない、待てないといっ

たことで、外来診療とほとんど同じであり、当事者の

親きょうだいや支援者が付き添っている点も類似して

いる。その後もほとんどが入院の受け入れを継続して

いる。 

 外来診療においては、強度行動障害の受け入れの工

夫として、事前に当事者についての情報を得ていた

こと。家族や支援者の同伴、当事者が落ち着くた

めの持ち物を持参させたこと、外来診療前に別室

や落ち着く場所で待機させたこと、医療処置につ

いて写真などを用いて事前に説明したこと、タイ

マーなどを用いて見通しがつくようにしたことな

どがあげられている。入院診療においても、同様

の取り組みに加え、検査を出来るだけ外来で実施

し入院期間を短縮したこと。手順書やスケジュー

ルを用いたこと、検査や処置の頻度を減らしたこ

と等があげられている。これらは通常実施されて

いる強度行動障害の支援が医療の場においても活

用であることとともに障害特性を踏まえた、待

合、医療処置等の工夫が有用であるかを示してい

るといえ、医療者と支援者とのコミュニケーショ

ンが以下に大切であるかを示しているといえよ

う。 

 しかしながら、医療と福祉の連携は、ケースワ

ーカー等が間に入ってコーディネートされ手いる

例は少数に留まっているようである。カンファレ

ンスの開催も７７％が実施されず、とのことであ

り、ケースワーカーが関与しなかった例も 68.4％

におよぶ。強度行動障害の患者の外来、入院での

受け入れには様々な課題があったとしても、それ

は医療の現場で解決すべき問題とされ、直接に家

族や支援者から医療者が情報を得ており、そのた

めに医療機関と福祉が連携するというところには

至っていないと思われ、この点に現状を改善する

糸口があるように思われる。 
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強度行動障害を有する者の一般医療受診に関する実態調査 

 

強度行動障害といわれる状態にある当事者の歯科を含む一般身体医療受診に関する調査 

（福祉関係者対象） 

 

岡田 俊（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部） 

 

調査要旨 

 当事者の支援に関わる福祉関係者441名から回答を得た。支援経験年数が10年を超える回答者が多く障害

者支援施設や生活介護通所事業所、共同生活援助に携わる支援者が多かった。福祉施設のうち、法人の診療

所機能を有するという回答は15.5％と少数であった。少数ながらも診療所機能を有する法人では、内科、精

神科、歯科のみならず、眼科、皮膚科、整形外科、脳神経内科、小児科など、多様な診療かを備えており、

そこで実施される検査も血液検査、尿検査、心電図、脳波、胸部Ｘ線、便潜血のみならず、超音波検

査、胃透視、骨密度、CT、上部消化管内視鏡、ＭＲＩ、下部消化管内視鏡などまで実施できており、診

療所機能を有する法人と、有しない法人では、自施設内で対応可能な範囲が大きく異なる。また、診療

所機能を有する法人では、当事者は医療処置や検査の実施に日頃から慣れており、その点でも状況は異

なると考えられる。 

 外部受診時の困難は、診察、検査、処置の拒否だけではなく、医療関係者への暴力、医療機器の破

壊、他の患者への迷惑など多岐にわたり、普段の生活状況とは異なる環境下で、強度行動障害の当事者

への対応に慣れない医療者の対応では、対応が困難な状況が見て取れる。実際に、4割以上の福祉関係

者が今後の診療を断られたという経験をしている。入院治療においては、入院受け入れ先が決まらない

という体験を56.5％が経験しており、実際に入院をあきらめているケースもあるようである。しかしな

がら、その受診理由は、肺炎などの感染症、頸椎損傷、骨折、白内障、癌、水中毒、交通事故、脱腸、

腎不全、虫垂炎、腸捻転、イレウスなどであり、決して放置できない疾患が並ぶ。必要な医療が、当た

り前に受けられない危険性と隣り合わせにある当事者の現状を示していると思われる。 

 入院の付き添いは、6割以上で求められており、施設の職員や家族などが対応している。家政婦、付

添婦の派遣を利用しているケースもある。付き添いの負担が大きい一方、コロナ禍や病棟管理上の事情

から付き添いが出来ない、あるいは、複数名が付き添えないことが悩みともなっており、柔軟な対応を

可能にする枠組みが求められる。 

 外来受診においては、待ち時間をなくしたり、個室を準備すること、入院においても個室を準備した

り、待たせるための持ち物を持たせること、手順書やスケジュールを持参させるなどの工夫が行われて

いる。 

 行動制限については、精神科病棟のみならず一般病棟においても行われており、退院後の ADL低下と

も関連している。外部医療機関での入院医療を可能にするためには、不可欠であることも十分に理解し

つつも、当事者の負担のみならず、合併症や退院後の ADLの面からも最小化が求められる。 

 福祉関係者の自由記述では、医療関係者の理解が十分でないことと、一方、当事者の医療について後

ろ向きであったり、人権を配慮していないのではないかという不信も垣間見える。また、専門病棟や多

様な診療科を有する専門病院への期待も高い。これらに対して何らかのインセンティブや体制確保が検

討される必要がある。 

 

 

A.はじめに 

 強度行動障害を有する当事者が疾患の予防や治

療のために、精神科医療以外の一般身体科医療を

必要とすることはしばしばあるが、行動上の課題

のためにスムーズに治療を受けることができない

ことが懸念される。しかし、強度行動障害者の一
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般医療受診の実態を明らかにする資料はなく、ま

た、対応された事例のなかには参考となる好事例

が存在すると思われる。本事業では、医師・歯科

医師、当事者家族、福祉関係者のそれぞれに対し

て調査を実施し、強度行動障害を有する当事者の

一般身体医療の実態を把握するとともに、好事例

を集積することで、強度行動障害の当事者の一般

身体医療の拡大することに資する情報を得ること

を目的とした。本調査では、福祉関係者を対象と

した実態調査の結果を報告する。 

 なお、本調査における強度行動障害は、行動障

害児（者）研究会（1989）に基づき、 

○精神的な診断として定義される群とは異なり、

直接的他害（噛み付き、頭突き等）や、間接的他

害（睡眠の乱れ、同一性の保持等）、自傷行為等

が通常では考えられない頻度と形式で出現し、そ

の養育環境では著しく処遇の困難なものであり、

行動的に定義される群 

○家庭にあって通常の育て方をし、かなりの養育

努力があっても著しい処遇困難が持続している状

態 

とした。 

 

B.調査目的 

 強度行動障害のある当事者を支援する福祉関係

者を対象として、各施設における強度行動障害の

身体医療に対するニードと対応状況、外部受診に

おける困難や有効な工夫、入院医療における困難

や有効な工夫などに関する情報を得ることを目的

とする。 

 

C.アンケート調査 

 Googleフォームを用いて、福祉関係者を対象と

した無記名のアンケート調査を実施した。調査期

間は令和 6年2月から 3月までとした。 

 

D.結果 

当事者家族 414名より回答を得た。 

＜回答者の属性＞ 

回答者の支援経験年数は、30年以上が 20.5％、

20年以上 30年未満が 38.6％、10年以上 20年未満

が 29.7％、0年以上 10年未満が 10.1％であった。 

 

回答者の勤務先は、障害者支援施設が59.9％であ

り、生活介護通所事業所 29.2％、共同生活援助

12.6％、就労継続支援事業所 12.3％、児童入所施

設 7.7％、放課後等デイサービス4.8％、児童発達

支援3.8％、行動援護・重度訪問看護事業所

2.4％、地域生活支援センター1.9％、居宅介護・

同行援助事業所 1.2％、相談支援事業所 1.4％、療

養介護0.7％、短期入所 0.7％、発達障害者支援セ

ンター0.9％、その他として、指定特定相談支援、

救護施設、就労移行・就労定着、地域生活支援事

業、緊急保護事業、共生型デイサービス、計画相

談などであった。

 

＜福祉施設の診療機能＞ 

 勤務している法人に附属している診療機能は、

あると答えた回答者は 15.5％に留まり、84.5％は

がないと回答した。 

 
 あると回答した場合に設置されている診療科と

しては、内科90.6％、精神科84.4％。歯科75％、

眼科34.4％、皮膚科28.1％、整形外科26.6％、脳

神経内科12.5％、小児科 4.7％、その他として耳

鼻咽喉科、脳神経外科、泌尿器科、外科であっ

た。 

 
 可能な検査内容は、血液検査 84.7％、尿検査

77.4％、心電図 74.2％、脳波67.7％、胸部Ｘ線

62.9％、便潜血48.4％、超音波検査 38.7％、胃透

視 35.5％、骨密度 30.6％、CT27.4％、上部消化管

内視鏡 17.7％、ＭＲＩ17.7％、下部消化管内視鏡

16.1％、その他（歯科レントゲン、腫瘍マーカ

ー、聴力検査など）であった。 
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 可能な医療処置は、予防接種 96.8％、浣腸

82.3％、点滴 74.2％、摘便 71％、筋肉注射

69.4％、皮下注射 69.4％、静脈内注射 50％、縫合

33.9％、温熱治療 25.8％、胃洗浄 17.7％、胃瘻造

設 8.1％、歯石除去 1.6％であった。 

 

＜福祉施設内の専門職＞ 

 社会福祉士 88.6％、精神保健福祉士 57.5％、作

業療法士 28.5％、臨床心理士・公認心理師

27.1％、理学療法士 21.5％、医師17.1％、児童福

祉司 11.1％、介護福祉士 9.２％、看護師 4.8％、

保育士 2.9％、その他（言語聴覚士、管理栄養士、

音楽療法士、幼稚園教諭など）であった。 

＜外部受診＞ 

 外部への医療機関の受診は 94.9％があり、5.1％

がないとのことであった。 

 

 外部受診する医療機関は精神科90.9％、内科

88.6％、歯科84.3％、皮膚科81.3％、眼科

71.2％、耳鼻咽喉科 67.7％、整形外科 67.7％、泌

尿器科 51.5％、産婦人科35.9％、脳神経外科

34.3％、脳神経内科33.6％、小児科20.5％、外科

14.1％、循環器科0.8％、その他（総合診療科な

ど） 

 

 

 

＜外部受診時の困難＞ 

 外部受診時に受け入れの困難を伝えられたこと

のある福祉関係者は57％、ないは43％であった。 

 

外部受診時に診療が支障がある事態二丁面したの

は66.8％（ないは 31.2％）であり、具体的には以

下のような事態があった。 

 

その結果、今後の診療を断られたという経験を

42.6％の福祉関係者が経験している。 

 

 
CTの機械の上部に乗ってしまう 

歯医者の診察台で暴れるので歯科衛生士さんと身

体を支える 

耳鼻科や内科で検査をする際に顔を動かすので動

かないように支援を要した 

見通しがつかない待機時間や、待合室で気になる

ものが多く、設備や他患者の私物を気にする。 

要求が満たされないと大声や他害（スタッフへ

の）することがあった。 

医師、看護師の髪の毛を掴む、叩く、暴れる、奇

声を発する。 
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破損行為 大声 

パニックになり、他害（つかみかかる、頭突き、

爪たて等）や自傷（床や壁に頭打ち、自分の頭を

叩く等）をして泣き叫ぶ、動き回る等の行動があ

り、院内にいることが不可能になる。 

特に歯科や耳鼻科等で麻酔を使用しても診察がで

きないといったケースがある。 

耳鼻科では、診察時間外に 10人くらいの病院スタ

ッフが集められて本人を抑え込むといった方法を

とられたこともあった。 

医療者に他害をする 検査ができない 

暴れて検査が出来なかった 

長時間の待ち時間が待てない、診療内容の見通し

が持てず混乱し暴れる 

暴れる 座れない 入れない レントゲンなどで

じっとしてられない MRIがとれない 

診察中パニックになり、治療を受けることができ

なかった。 

力の調節の困難等の背景があり、診療台に勢いよ

く座ってしまい台が折れた 

医療行為を Dr.が行おうとする際に、暴れて実施で

きなかった。 

処置中の医師、看護師を叩く 

CTなど画像検査の拒否や診察室や病院自体に入れ

ない。 

入院中、スタッフが付き添わないと入院許可が出

なかった 

利用者が検査等で動きが抑制できないことで、検

査ができないと伝えられる。 

パニックにより診察を中止しました。 

診察中暴れる、受診拒否 治療拒否 

診察室へ入室できない、診察を受けることができ

ない、処置を拒否する 

診察前に暴れて受診拒否された 

暴れる、待てない、暴言 

医師への髪引き。 

激しい拒否により暴れてしまい診療不可。 

CTを撮るため麻酔をかけるも麻酔が効かずに結局

職員が一緒にCT室に入った。押さえながらC Tを

撮影、本来ならそのまま一日入院予定であったが

帰って欲しいと言われて帰された。 

歯科受診時、大声や床に座り込む、物投げや蹴る

などの他害行為。 

髪の毛を束で抜く、手を引っ掻いて出血するなど

の自傷行為。 

診療行為に不安を感じ、大声、他害、自傷があ

り、受診できなかった。 

歯科受診の際に噛みつき  診察室や医療機関の

建物へ入ることができない など 

病院に入れない。 待っていることができない。 

待合室での待ち時間に、待ちきれず、見通しが持

てなくなり、不安定になって他害に及ぶことがあ

った 

・こだわりや確認行動を病院の医師や看護師に強

要した、また大きな声を上げて指示を出した。 

・安静が必要な検査時、安静ができず走って逃げ

た。 

・病院の中に入れず、そもそもの受診ができなか

った。" 

診察の拒否のため、診察室から出ていこうとする

など。 

Dr.などの眼鏡への攻撃（物へのこだわりによりそ

の場にじっとしていられない、かみつく、蹴る、

体動による強い抵抗、待てない、言葉による拒

否、寄声、暴言など） 

病院到着時、車から下車できず付き添い職員に対

しての他害あり 

医師への他害や奇声等 

静止できなく、動き回り拒否行動出たため 

診察室に入ると暴れる 

診察が待てずに待合室で大声を出す、暴れる、診

察拒否する、検査の際暴れる等 

診察中に強いこだわりが出た為、入院設備のある

病院を紹介された。 

衝動行為 

受診時の採血等の検査拒否のために脱走 

強いこだわりにより看護師などを困らせた。 

暴れて検査や治療ができなかった。 

診察をしている意思を叩いた。 

暴力、失禁、放尿 

拘りが強いことで必要な検査が受けられなかった 

診察中に座っていられないので、職員の口頭での

状況説明のみとなった、ＣＴ等の撮影ができな

い、入院を断れれる、注射等の治療ができない 

患部固定が難しくて処置できない。採血やレント

ゲン撮影等の諸検査が出来ない。 

検査ができずに暴れる、診察室に入れないなど 

診察室に入ろうとしない、他害行為、多動（CT撮

れない）、診察室から出ようとする、採血時に暴

れる、待合室で待てない、待合室で大きな声を出

して他者へ迷惑をかける、服を脱ごうとする 
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診療拒否 

突然の拒否や見通しの立たない治療、突然体を触

るなどの際にパニックとなりました。 

ＤｒやＮｓに噛みついたり摘かみかかり医療器具

の破損や興奮奇声や拒否行為をする。 

医師の診療を滞らせる、看護師を叩く等 

診察待ちに、利用者が急に興奮され、職員止めら

れず、患者である子供を激しくたたいた。 

不安で暴れて検査ができなかった。 

縫合中の抜糸、点滴の抜去、放尿 

診察が不快なため、医師を叩こうとしたり蹴ろう

とした 

・聴診器があてられない、そもそも診察室に入れ

ない 

・採血や予防接種など注射系 

・待ち時間の過ごし（見通し） 

・レントゲンやCTなど静止できない 

実際にその利用者は強度行動障害として出てない

ですが、普段の様子からもつくのではないかな？

と感じています。発達検査を受けに行った時に暴

力的(ものを投げる、保護者を叩くなど)になり、

検査不可となり精神科へ受診しているケースはあ

ります。 

医師及び看護師などへの暴力行為 診察室を飛び

出す 

診察室の物への拘りで置いてある場所から払い落

とす。 

奇声を発する。行動停止で診察室に入らない。採

血ができない。 

消防の非常ボタンを押す。医師や看護師に唾は

き。失禁。失便。大声。奇声。 

待合室での大声、飛び跳ねる、トイレ籠り、診察

への強い拒否 

大声、放尿、放便、強い拒否 

触診している医師を叩いてしまった。 

診察拒否（暴れる） 

受診は受け入れてもらえても、検査等を実施でき

ない。パニック等により。 

待ち時間に待つことが難しく他傷行動や大きな声

を出す、衣類を脱ぐ、部屋の中に入れない、近く

の医療機器を倒そうとする、大声を出して医療従

事者に対して引っ掻く、掴むなど。 

自傷、他害、声出し 

レントゲンや MRIなどの検査できない  虫歯な

どの治療も拒否が強くできない 

医療機器を押し倒す。医師、看護師に対する暴力

など。 

大声、首や腕を振っての診察・治療拒否 

診療待機時間に引率者に粗暴行為あり 

診察待ちの間座って待てない、歩き回る、両手を

強く叩く（自傷）、頭を叩く（自傷）、足を踏み

鳴らして大きな音をたてる、職員の腕を強くつか

む（他害） 

怖がって中断された。 

暴力、院内で大声をあげ走り回り退出を指示され

る。 

他害、大声、唾吐き、こだわりのあるものを見つ

けると立ち上がる。 

激しく抵抗し、触診、レントゲンが撮れない 

大声をあげる。 

治療拒否 

３人以上で行動を制止し、全身麻酔で検査を行っ

た。 

恐怖で逃げ出す間に暴れ結果暴力に発展 

診察中に飛び出し、大声を出しながら病院内を走

り回る等の行動 

裂傷縫合時に暴れて、なかなか縫えなかった 

予防接種や採血時にパニック 飛び出し 

強い拒否から暴力的になり医療機器を破壊する恐

れがあった。 

診察時、検査時の暴言・暴力 待合室での暴言・

暴力 

・マスクをしない ・椅子に座れず歩き回る ・

唾液をいろんな所に付ける ・診察拒否 ・ポス

ターなどを破る ・大声 ・他の患者を触る ・

待ち時間が苦手 

診察中に医師、看護師に頭突きなど 

点滴を抜く 

安静が保てない 

看護師への噛みつき、叩く、腕を抓る等の行為。 

手を挙げる 噛みつこうとする 

・骨折治療に関して装具を装着できずすぐに外し

てしまった。 

・腹部手術後医師や看護師の指示が通らず動き回

る。身体に付けている管を引き抜く。絶食 だっ

たが水や食べ物を激しく要求する（医師の判断で

摂取する） 

①歯科で義歯作成が必要な状態だったが、本人が

ネットで固定していても動き型を取ることが出来

なかった。②眼科受診で本人が処置台に顔を乗せ

ることが出来ず、同行していた看護師を引きずり
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ながら強引に診察室から出てしまい診察が受けら

れなかった。 

医療機関に入れない、診療ができない 

診察室で座っていられなくなり、立ち上がってし

まう。drの手を払ってしまう。 

機器への接触や破損・医師や看護師への他害・待

ち時間が困難 等 

診察台での強い拒否（体を動かす等） 

検査の際に暴れてしまい、必要検査ができなかっ

た 

待合所で暴れる 声を出す 他害 治療中じっと

できない 

医療職員に対しての暴力行為 

ジャンピング、奇声 

診察室から飛び出す 

看護師や医師へ噛みつく 

パニックになり、待合室などの他の患者さんから

の非難の視線… 

ご本人、不安定により、診察室及び院内の徘徊・

拒否行動・他者への暴力行為が発生した。 

診察中に興奮し破壊行為や他害行為をしそうにな

った。 

気になるポスターがあり破ってしまった。 

通院の声を掛けた時に「行かない」と強く拒否さ

れる。無理に連れて行こうとすれば職員への暴力

に繋がるので 1度拒否した時は再度誘う事はな

い。 

小さい子供への興味が強く付き添っていないとそ

の子の服を脱がしてしまう。 

病院内で初めての診察室で中に入れず大声を上げ

る。その後売店に走り、手あたり次第手に取り離

さなくなった。 

診察中に痛みが出て医師に向かって手を挙げた。

職員が間に入り代わりに叩かれた。 

処置時を待つことが難しく、正確な診察を受ける

ことも困難であった。 

耳鼻科受診時に治療を拒否 

付添者を叩く。突如、院外へ飛び出す等。 

他患者、医師、看護師へのつかみかかり等 

診療所内への入室・受診拒否 

他害・自傷・奇声・検査や点滴ができない。 

診察台にあがれない。 注射を拒否するなど 

噛みつき、掴みかかりや医療器具、薬剤への悪

戯。 

採血では暴れてしまいうまく採血が取れない。歯

科では治療時に身体等を抑えなければならない等 

在宅期間中に受診経験が無く、診察拒否をされ強

度行動障害の状態に陥った。（暴れる・自傷・他

害など） 

治療台に座れない、暴れる、拘束が必要になる、

じっとできない 

大声、奇声があるため手術、入院を受け入れ拒

否。 

診察拒否 

待つことが出来ない、機械類の拒否があり検査が

困難 

・診察中の医師や看護師への粗暴行為（髪を引っ

張る、唾を吐く、叩く、噛みつく等）・診察室に

入室できない。・大声を出し、興奮しパニックに

なる。 

医師への他害行為(頭突き、平手打ち、かぐる) 

多動で、診療が受けられない。精密検査 CT MRI 

内視鏡検査 など 

歩き回る、大声、処置中の粗暴行為 

急に不穏になり診察に至らなかった。 

レントゲンやCT等が動いてしまい撮れない。点滴

を抜いてしまう。看護師等を叩いてしまう。 

ご本人が診療拒否や暴れてしまうため、本来なら

行うべき検査ができず診察もままならないまま終

えてしまう事例が度々あります。 

診察拒否、その場から立ち去る 

受診時、環境の変化と見通しが不透明なことから

大声やパニックが起きた。 

診察までまてないため、俳かい、自傷、飛び出

し、他害、奇声をあげる、じっとできないため検

査ができない。 

診察室入り口で暴れ、中に入ることができない。

診察中拒否のため手，足が（攻撃的に）出る。 

医療行為の拒否 入室の拒否 

診察拒否（患部を触らせない）、つばを吐きかけ

る 

・点滴抜去等  ・X線や MRI等の検査が困

難  ・医師への暴力 

ヘルパー同行にて精神科受診時、後から来られた

父親に対して蹴る、殴りかかるなどの他害行為あ

り（日常的に自宅において御家族に対して他害行

為あり）、診察室にて頓服薬（ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ）服薬し

ていただく。ヘルパーは本人さんを診察室より連

れ出して、父親とは距離を取っていただく。その

日の診察は中止となり、次回受診となる。 

診察中に医師をたたこうとした。 
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歯を折られる。髪の毛二千本ほど引きちぎられ

た。服を破られた。 

大声を出してしまう。点滴を抜いてしまう。唾を

吐きかけるなど 

採血時に暴れることがあり、別室で、多くの職員

や関係者で対応したことがある。 

環境変化により暴言（卑猥な言動）、暴行（職員

を殴る） 

診察を待てず、大声をあげてしまう、待合室の壁

を頭突き等で破損してしまう。 

状況の理解が出来ないことから他害・自傷・器物

破損・奇声など 

大声をあげて椅子に座ることができず、医師や看

護師に暴力をふるおうとした。 

車中で興奮してしまい、予防接種が受けられなく

なった。 

歯科受診の際、Drや看護師を叩いてしまい次回か

ら来ないでくださいと言われる。 

暴言・治療拒否 

落ち着かずに席に座ってもすぐに立てったり、暴

れたり抵抗したりする。 

医師や看護師を叩く、点滴や注射針を抜く、レン

トゲン室で暴れる、他いろいろ 

診察中に先生を叩こうとされたり、暴れたりされ

る。 

検査をする際、座ることができない・動き回る・

奇声を上げる・診察室に入れない 

慣れない環境が故の他傷行為、大声を出しての診

察拒否 

検査、治療のとき動いてしまう 

診察室にて騒ぐ、噛みつき、自傷、もの投げ、等 

歯科治療時に鋭利な器具使用により混乱し、手で

払いのける、奇声を上げる行為あり。 

入院中、付き添いをしなければならなかった。 

興奮による他害 

暴れる、拒否する動かない 

診察拒否や興奮状態による奇声など 

治療している医療従事者の手を振り払う、器具の

シールのこだわる等の行動あり。 

診察受付後、診療まで待ちきれず、付き添いの職

員の髪の毛を引っ張った。 

歯科治療中に動き回り、治療が出来ない。胃カメ

ラの受診の際に、喉からカメラを入れる際に「怖

い」といい口を開けない 

（待合室）売店が気になって走り出す，他の患者

さんが持っていた飲料を奪い飲む等長時間待つこ

とが困難なために起こる事態。（診察中）医師に

頭突きをする。歯科治療中のかみつき行為。 

診察以前に、通院すること自体が難しい方がおら

れます。不安が募り、普段のスケジュールが崩

れ、不穏になることもある。 

通院できたとしても、まずは、Drの前までの移動

が難しく、館内を歩き回る・大きな声が出るなど

の行動がみられる 

また、1人ひとりのケースによりますが、感染症の

検査・ワクチン、採血（注射を含む）、採尿便、

点滴、レントゲン、心電図、各エコー、MRIなどが

難しく、他害表現（爪を立てる・引っ掻く・噛

む・物を壊すなど）や拒否表現（採血中の針・点

滴を抜く、レントゲン、エコーなどジッとするこ

とができず、パニックになるなど）、行動停止

（切り替えが難しく、動けなくなるなど）があり

ました。 

終わりに、通院の有無に関わらず、その負荷がか

かる事で、また、仮に各検査ができたとしても、

その後の生活にも大きな影響がみられる場合が多

い 

歯科通院など、じっとしていられない 

落ち着きがなく、じっとしていられない。こだわ

りで他者の眼鏡や、髪をしばるゴムを取ってしま

う。診察室の物をいじってしまう。検査の拒否。 

大声をあげる、点滴を抜こうとする、看護師に対

して掴み掛かり 

看護師に手が出る。 診療させてもらえない。 

問診触診の際に医師に掴みがあったり、噛みつこ

うとする行動があった。 

また、できる限り待たないように予約などをして

対応しているが、待たなければならない事態とな

り、待ち切れず動き回る。 

病院のドアを開けて、中の様子や状態を見るな

ど。 

大声や激しい自傷があり、点滴を自己抜去するな

ど治療に支障が生じた。 

採血ができない、暴れて注射できない、大声が出

て迷惑、待合で患者を殴ったりけったり、 

病院に入れない、診察室に入れない、診察室の中

の道具を触る等" 

暴れて治療が困難になる。暴れるので診察や入院

は難しいと言われてしまう。 

暴れて治療を受けることが困難な事案 

採血の拒否 心電図の拒否 暴れて医療機器を壊

す 待合で一般の人に怪我をさせる 
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採血の際に嫌がり暴れてしまう 

落ちつかない事や動きが激しいため、採血、レン

トゲン、点滴、縫合などの検査・処置が行えない 

診察室 検査室に入室出来ない。逃げ出してしま

う。騒ぐ。 頭突き 噛みつく 髪を引っ張る 

叩く 服を破るなど 

排便し体につける。医師を蹴る。支援者、家族に

嚙みつく。 

歯科診療が強い拒否でできなかった。 

突発的行動、暴力、異食、自傷行為、奇声、説明

の理解が困難為拒否 

心電図の機器を装着する際に、技師さんを叩い

た。 

静止しているのが困難で、動いてしまい検査など

ができない。 

パニック状態になり十分な検査を受けられなかっ

た 

医師、他のスタッフへの叩き 

興奮状態（大きな発声、行動抑制不可、暴れてし

まう等）が院内で続く。一般患者さんをたたきに

行く等。 

じっと待つことができず、レントゲン、CT等の検

査ができないこと。待合室で静かに待てず、支援

者を複数にして、車で待機していること。 

検査中に技師を叩いた、待合室で他の患者を叩い

た 

診察の待ち時間に興奮状態になった 

医師を叩く。待合室で暴れる。受付に設置してい

るカーテン等を引きちぎる。待合室、診察室で奇

声を上げる。縫合するがすぐ外す。など 

医師の髪に掴みかかり、なかなか離さない事案あ

り 

物壊し、不潔行為（放尿）、衝動的な疾走 

自身の頭部を平手で叩く自傷行為が発生した 

受診を待てずに立ち歩き等が酷くなり、受診がで

きなくなった 

婦人科の健診台から飛び降りる。採決時、あばれ

る等 

拒否による他害や物損行動 興奮（大声等）によ

り他の患者への迷惑行動 

診察の拒否，入院できない，暴力行為，暴言 

採血やレントゲン等の検査時に拒否が強く、振り

払う手や動きが暴力につながること、また、その

場にとどまることができなかったケース 

診察時間まで待てずに、院内徘徊・奇声をあげ

る。 

走り回る・大声をだす・自傷など 

予防注射（インフルエンザ、コロナウイルス）、

抗原検査 

肛門の診察（触診）を拒否 

受診中に医師や看護師に対し、他害行為をした。 

先生に対して話しかけがやまずつめよる行為。治

療に対して理解が難しく先生の手をはらいのける

行為。 

受診・診察拒否 大声 破壊行動 暴力 マスク

が出来ない   

多動・自傷・他害 

暴力 暴言（奇声、大声を出す） 診察室から逃

げ出す 他の患者さんが迷惑、その場に居れなく

なる 

自傷や他害、叫び声、放尿、陰部を出す等 

医療機器の破壊。弁償。 

診察時、医師や看護師への粗暴行為、待合室での

大声を上げる等の不適切な行為、他患者に関わろ

うとする等。 

椅子に座れない、診察室に入れず飛び出す、その

場で排泄してしまう、走り出す、暴れて叩く・齧

る・大声を出す・頭突きするなど 

歯科受診の際、器材を振り払う。内科触診中に医

師に他害など 

強い受診拒否等 

受診までの時間が待てない。診察室や検査室でも

多動で受診や検査ができない 

診察台の上で体を震わせて診察台が破損 

診察に協力的でない（多動等） 

器具の破壊など 

◯車から降りられず、医師が車まで来て診察をす

る 

◯拘束着が必要 

待合室で不穏になり、失禁や暴力的な行為なった 

縫合途中に暴れる事があった 

レントゲンなどが取れないで、痛がらないから骨

折ではないと判断された 

集中治療室で暴れる" 

歯科治療中に暴れた 

詳しい検査をしてもらえない、縫合してもらえな

いなど 

・検査ができなかった・待つ時間が長く座ってい

られない・救急車に乗ることを嫌がる 

診察室にて医師や看護師に対し引っ掻く等の他害

行動があった。 

診察（処置）を嫌がり，器物破損につながった。 
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自傷行為 大声 

耳鼻咽喉科受診時に本来であれば鼻腔にカメラを

挿入したかったがパニックになり困難となった。 

診察台からの飛び出し。注射等の抵抗。受診への

移動中の行動面への配慮。 

歯科で虫歯治療の際に、本人がじっと出来ずに、

動き回ってしまい、結果できなかった 

心電図 CT検査 MRI検査等難しい。 

MRIが撮れない 点滴を外す 内視鏡ができない等 

他害、自傷、大声、暴れる、逃げ出す 

歯科：座れない、唾を吐く、職員の手を噛む、紙

を引っ張る、逃げる、下半身を見せる 

婦人科：内診台から飛び降りそうになる 

採血：看護師に抱きつこうとする 

内科：聴診器で診察中に、聴診器に「わー！」と

声を出したので医者がびっくりして椅子から落ち

た" 

・血液検査の拒否があり、スタッフ数名で対応し

ても抵抗が強く採血ができなかった。 

・歯科治療の際、拒否があり、診察台から離れよ

うと力で動く様子が見られ、支援者・受診先スタ

ッフで支援を行ったが、抵抗が強く治療ができず

に終わった。 

病院内に入ることが出来ない・大声・暴言・粗暴 

受診の際、奇声や大声を出し医師に対しての粗暴

行為がみられた。 

眼科を受診した際、動作停止し、視力検査ができ

なかった 

血液の採取が困難（おおあばれのため断念した） 

診察に耐えられない 

インフルエンザ予防接種の際、介護抵抗・拒否が

強く職員3～4人での制止が必要だった 

診察中に、医師・看護師に対して暴力（足蹴）を

ふるう。待合い中に他患者にむかっていく。 

診察に拒否を示し暴れてしまうことあり。 

医師に暴力を振るう、検査を拒否するなど 

大きな声を出し、診察不可 

診察室で暴れる 

診察室に入れない 大きな声をだす 処置中（採

血など）スタッフにつかみかかる、爪を立てる 

大学病院受診待ち時間に、近くにおられた患者さ

んが飲み物を鞄から出された時、利用者が欲しく

なり大声・奇声をあげ喚き出し、付き添いしてい

た自分に襲いかかってきた。周囲におられた患者

さん達は移動された。利用者と自分は病院職員の

はからいで別の場所に移動したが、待ち時間に耐

えれなくなったこともあり、その後の診察もまま

ならずに終了した。 

注射等の場面でいやがりことがあった。 

脳波計測中、計測器を破壊した 

待ち時間が待てない。 

適切な治療を受けられない。 

暴れて危険なため、治療、検査が困難な時があ

る。 

注射時、強い拒否がある 

診察中に暴れたり大声を出す。 

診療中にパニック、診療の時間を待てなくて走り

出してしまったことがあります。 

異食未遂、他害、大声、多動、診察室に入れな

い、医療行為が苦手で血液検査等に強く抵抗す

る。そのため正しい診療方針が得られない。 

診療を激しく暴れ抵抗し、診療室に入れない 

落ち着いて受診できない 

診察室に入れない。診察室から飛び出す。職員へ

の粗暴。 

不安定になり車を降りることができなかった。 

診察中、器具等を気にして触ろうとしてしまう。 

・対応された医療従事者に対し、手が出て私物を

破損させた 

・医療機器を噛んで破損させた 

・病院の備品を破損させた 

・大声をあげ拒否をし、他の方に迷惑をかけた 

・大声をあげ拒否をし、必要な検査が受けられな

かった" 

診療時間まで待てない。治療の際、医師に抵抗す

るため、適正な処置が実施できない。 

点滴治療、レントゲン検査や MRIなどの検査に拒

否がある。 

医師に対して暴力行為 

多動で受診できない、待っていられない、ＣTなど

でじっとできない、検査が出来ない、注射ができ

ない、歯医者で医師の手に噛みつく、口を開けた

りの指示に従えない 

・レントゲンが撮れない。 

・診察を待てない。" 

注射する段階になって拒否して暴れる、飛び出そ

うとする。 

病院到着後、受診までの待ち時間が待てず、施設

へ戻りたい要望が強く出た。 

診察中、診察室内に留まれず、外へ出たい要望が

強く出た。 
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病院内の移動中、歩行を拒否し病院内に座り込

み、寝転び、移動が困難となった。 

病院内で検査に対する拒否、病院職員に対して他

害に及びそうになった。 

病院内で注意獲得行動から、床に倒れ、周囲の方

が心配した。 

診療中に医師、看護師に噛みつく 

触診をさせてもらえない。診察しようとする医師

に手を伸ばし爪を立てる。身に着けているマスク

や眼鏡等を取ろうとする。など 

掴み掛り行動があり、数人の職員で押さえる必要

があった。 

興奮状態で大きな声を出したり、暴力行為が見ら

れた。 

他害（噛みつき、髪を引っ張る、頭突き、唾吐き

など） 

着席しない・暴れる 

検査(CTやレントゲン等）や治療(点滴等)を嫌がり

る。外したり全身を使って動く。 

診察の待ち時間や移動時に付き添いの方に掴みか

かることがありました。 

自傷、奇声 

スイッチを押そうとする、椅子を投げる、治療に

抵抗して暴れる 

大きな声で叫んだり、壁を叩いたりされた。 

歯科～ベットで横になる際、拒否、他害 

医師や看護師等のスタッフにつかみかかる 

耳鼻科で耳の自傷行為による傷等を診察してもら

うために医師の求めに応じてじっとしていること

ができないことで、状態を判断できる診療ができ

ずに終えざるを得なかった。 

大声や多動のため待合室以外で待機したことがあ

る。レントゲン撮影の際に動いてしまう。 

あばれる、奇声他害・物損・不潔行為、多動、声

出しなどあり、落ち着いて診断・治療を受ける事

が困難 

歯科受診時、診察台に乗ることを拒否して暴れる

ことがあった。また、診察の順番が待てずに興奮

したことがあった。 

拒否によりその回の受診が延期になった。 

＜入院診療における困難＞ 

 入院診療の受け入れ先がなかなか決まらないと

いう事態を56.7%の支援者が経験していた。 

 
 断られた際の医療受診の理由は下記のようなケ

ースである。 

誤嚥性肺炎 

頸椎損傷 

逆流性食道炎 

網膜剥離手術 

骨折 

白内障 

癌 

病院に断られる前に家族が諦めることがケースと

しては多い。 

行動障害（深刻な他害） 

感染症 

打撲 

肺炎 

手術の同意が得られない、リハビリも指示が通ら

ないため入院の適応にならないと言われた 

腸閉塞 

異物の飲み込み 

発熱 

服薬調整 

怪我 

外傷、高熱 

末期がんの看取り 

骨折、重度の肺炎 

骨折や腸閉塞 

新型コロナウイルス症 

歯科治療 

内科治療 

肺炎 

不随意運動 

本人が病状や治療行為に理解ができないので入院

治療は困難と言われる。 

水中毒 

尿路感染症 

内分泌系の疾患 

交通事故 

内科的、骨折等整形的な入院治療が必要な際。 
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腫瘍（悪性、良性）の手術などが必要な場合、入

院前により精密な検査を必要とする場合が多い

が、レントゲンは撮影できても MRIは出来ないな

ど、行動特性により十分な検査が受けられない場

合がある。そうした場合、治療をしないで対症療

法で様子を見ていった方が良いのではないかと医

師から提案を受ける。 

入院が必要な治療の場合、身体拘束等行動制限

（鎮静剤の滴下も含め）を病院の方針として実施

していないため、行動的な障害が強い方は術後管

理が難しいと判断され、治療をしない方が良いの

ではないか、と話を受ける。 

診察室に入った最初の印象から、治療が必要な病

気があっても「やれることはない」と判断され

る。 

腎不全、 

誤嚥性肺炎 

股関節骨折により、入院・手術が必要とされた

が、強度行動障害による治療拒否、リハビリ拒否

が予想されるため、手術も拒否され、他院への紹

介状をお願いするが、紹介状を書くとその後の通

院がその病院になることから紹介状を書くことも

拒否された 

脱腸 

盲腸破裂・胃がん等の手術後 

休日外来受診で骨折が判明し手術が必要な状況だ

ったが、施設で痛み止め内服しながらみて、平日

に改めて入院するように言われた。 

虫垂炎 

腎腫瘍 

コロナ陽性時、本人の障がい特性から入院不可な

ケースあり。強度行動障害を受け入れるといって

いた病院も、人数制限があり入院できなかった。 

手術や入院が必要なケースであっても、障がい特

性から難しいケースが多い 

緩和医療 

強い自傷をしてしまい唇がちぎれかけた時に委託

医の病院では入院が困難となった。 

大腿骨骨折 

腸ねん転 

整形外科（骨折）でも精神科がないと入院は受け

入れて頂けない。 

前立腺肥大に 

躁状態、突発的な行動 

鎖骨骨折 

精神症状の悪化（異食・切迫した行動により日常

生活を送ることができない状況等）・ 

行動障がいによる激しい他害等で、輪番病院で診

療を断られた。 

病気、治療に関わらず救急搬送時 

不明熱 

腹部ヘルニアで手術をしてくれない。 

痔 

イレウス、 

腸閉塞（異食行為による） 

糖尿病による人工透析 

子宮筋腫摘出術 

マイコプラズマ肺炎時、 

外耳炎 

尿閉 

悪性リンパ腫、白血病（末期で出血傾向） 

乳がん手術後 

歯茎の腫瘍 

薬物中毒 

・救急要請を行ったが、言語による意思表出や不

調部位の特定が難しい利用者であり、救急隊より

受け入れ先を探して頂いたが、搬送先がなかなか

見つからなかった 

・以前入院したことのある近隣の病院からは対応

が難しいと断られた" 

入院が必要な腎機能の病気でしたが、行動障害著

しい利用者様であったため入院が出来ず施設にて

訪問診療という形で過ごしました。 

顎の骨折 

法人の他施設の利用者さんは点滴を外したらすぐ

に退院になった 

肺炎により SPO2が下がった状態であったが、入院

はできず、施設での経過観察となった。 

＜入院中の困難＞ 

 入院中に行動上の問題のために診療に支障が生

じる事態は53.1％が経験しており、具体的には下

記のような困難があった。 
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その結果、27％が強制退院となり十分な治療が受

けられず、その後も入院が継続されたのは、

36.7％であった。その他のケースにおいても、外

来での診療は可能であるが、入院は受けてもらえ

なくなったという回答がほとんどであった。 

＜入院中の付き添い＞ 

 入院中の付き添いを求められなかったとする回

答者は 37.6％に留まり、46.4％が終日の付き添い

を求められる、3.8％は日中の付き添いを求められ

た。残りは、食事をとらないなどの事情から部分

的な付き添いを行った、医療施設や当事者によっ

て異なる、などの回答であった。 

 付き添いを行ったのは、施設の支援員が

77.5％、家族14.7％、居宅事業所の職員が 7.4％

であったが、4.4％は家政婦紹介所や家政婦協会か

ら家政婦/付添婦の派遣を利用していた。 

＜入院中の支援＞ 

 入院中に福祉サービス事業所からのコミュニケ

ーション支援（重度訪問介護等）雅有ったという

回答者は6.2％に留まり、93.8％はなかったと回答

した。 

 

 入院中、有効であったと支援として、73.4％が

個室を準備してもらったこと、47.4％が当事者が

落ち着くための物を持ち込ませたこと、19.1％が

手順書やスケジュールを視覚的に提示したことを

あげているが、14％は入院先で有効な支援はなか

ったと回答した。その他としては、日頃から関わ

っている支援の付き添い、病院職員とのコミュニ

ケーションの橋渡し、病院職員への情報の伝達な

どがあがった。 

＜入院中の行動制限＞ 

 一般病棟での身体拘束が51.6％、精神科病棟で

の身体拘束が 38.5％、精神科の閉鎖病棟の使用が

36.9％、精神科での隔離が 33.3％、一般病棟での

個室の施錠が 13.1％であったが、行動制限を経験

しなかったという回答も 14.8％にあった。その他

としては、行動制限を行わないために終日の付き

添いを求められたという回答があった。 

 入院中の治療や行動制限に関する同意は、家族

が 94.4％であり、施設職員が 32.6％、後見人が

28.1％、本人という回答も 9.1％に見られた。その

他としては、医療倫理委員会、市長同意、家族の

同意の元職員が代筆、児童相談所、施設長などが

あった。 

＜医療と福祉のカンファレンス＞ 

 入院時にのみ開催が 18.9％、退院時にのみ開催

が 21.1％、入院時、退院時とも開催したが41.6％

であった。開催されたことはないとの回答は

25.7％であった。 

 

＜退院後の ADL＞ 

 退院後の ADLは入院前と変わらないという回答が

50％、改善するという回答が 9.4％に対して、悪化

するという回答が 33.9％あった。その他として、 

一時的に悪化するが徐々に改善、身体拘束を受け

ていた場合には歩行困難、入院前にはなかった行

動がみられるようになる、と言った回答が見られ

た。 

＜一般身体科医療受診（外部受診）を拡大して行

く上で重要と思われること（自由記述）＞ 

医療従事者の障害理解 事業所側の職員体制整備 

本人への説明と同意 合理的配慮 

行動障害の理解と個別支援や個別配慮 地域の医

療機関が行動障害を正しく理解すること 

強度行動障害の状態にある方に限らず重度の知的

障害というだけで受診を断られることもあるた

め、最低限の知識、倫理観を備える仕組み、教育

が必要 

待合で待機せず時間に合わせて通院する事で、ス

ムーズな受診 

また、待ち合いで待つ必要があるのであれば、個

室対応が必要。 

なるべく地域で受診をと、療育センターなどで指

導を受けるが、コロナ禍を経て、マスクできず奇

声を発することなどに理解を得づらく、なかなか

受診をしてみることが叶わない。 

2024/04/21 22:43

https://docs.google.com/forms/d/13zq2iVMGXI_LgFtZwGtpGgtKxjQ2VS6x7Tw5fcMcGc8/viewanalytics 22/37

10

384 

…

179 (77.5%)179 (77.5%)179 (77.5%)
17 (7.4%)17 (7.4%)17 (7.4%)

22 (9.5%)22 (9.5%)22 (9.5%)
9 (3.9%)9 (3.9%)9 (3.9%)
7 (3%)7 (3%)7 (3%)
5 (2.2%)5 (2.2%)5 (2.2%)
3 (1.3%)3 (1.3%)3 (1.3%)
2 (0.9%)2 (0.9%)2 (0.9%)
1 (0.4%)1 (0.4%)1 (0.4%)
1 (0.4%)1 (0.4%)1 (0.4%)
1 (0.4%)1 (0.4%)1 (0.4%)
1 (0.4%)1 (0.4%)1 (0.4%)
1 (0 4%)1 (0 4%)1 (0 4%)

93.8%

2024/04/21 22:43

https://docs.google.com/forms/d/13zq2iVMGXI_LgFtZwGtpGgtKxjQ2VS6x7Tw5fcMcGc8/viewanalytics 25/37

13

374 

14

370 

0 100 200 300 400

…

…
…
…

…
…

…
…
…

…
…

…

34 (9.1%)34 (9.1%)34 (9.1%)
353 (94.4%)353 (94.4%)353 (94.4%)

105 (28.1%)105 (28.1%)105 (28.1%)
122 (32.6%)122 (32.6%)122 (32.6%)

2 (0.5%)2 (0.5%)2 (0.5%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)
1 (0.3%)1 (0.3%)1 (0.3%)

0 50 100 150 200

95 (25.7%)95 (25.7%)95 (25.7%)

70 (18.9%)70 (18.9%)70 (18.9%)

78 (21.1%)78 (21.1%)78 (21.1%)

154 (41.6%)154 (41.6%)154 (41.6%)



- 13 - 

 
 

本来ならば、主治医が在籍する医療機関のソーシ

ャルワーカーさんが中心になり、地域での診療を

サポートしてもらえると、双方楽になるのではな

いか。 

精神科、内科、外科、歯科、眼科、整形などが揃

っている医療拠点の拡充 

個別の待合室、カームダウンスペース 

診察までの待ち時間を極力減らす。待ち時間は個

室もしくは車内等で待機、状況によっては車内で

診察。採血等必要なことは、見通しをもたせた上

でできるだけ手早く行う。病院側にも本人の特性

に多少は理解が欲しい（感覚過敏でマスクができ

ない方に、マスクの着用を声かけされるだけでパ

ニックになる） 

地域によるのかもしれませんが、ヘルパーが移動

支援や行動援護で受診に同行した場合、多くのケ

ースで診察室内は控除になると思います。強行の

方は、構音障がいや座位保持が困難といった理由

による診察室内介助は該当しませんが、診察室内

は特に支援が必要な場となります。診察室内では

特に専門的な支援をしているのにも関わらず、控

除は問題があるのではないかと思います。" 

医療者や一般患者の理解 医療と福祉の連携 

医療機関側の理解 

医療、福祉双方の、本人理解と有効な支援（視覚

的な手掛かり等）の活用。スモールステップでの

受診。 

まずは医療者の理解を広げることだと思います。 

医療機関が強度行動障害者を理解し、受け入れ体

制を整える。 

待ち時間が生じないようあらかじめ受診の時間を

予約しておくこと。 

利用者さんの特性についての事前の説明、他の患

者さんにご迷惑をかけないように時間まで車で待

つ等の配慮事項の確認、往診してくださる医療機

関の開拓 

医療側の強度行動障害に対する理解の増進 

受入病院の医療従事者の強度行動障害に関する特

性やスタンダードな支援方法の理解 

受診する利用者が所属する施設の通院付添の為の

人員体制確保 

医療従事者への強度行動障害に関する啓発 

・医療者の強度行動障害の障害理解 

・医療機関の強度行動障害あっても一般的な医療

を受ける権利を有しているなど人権的な視点 

・必要があれば鎮静なども考慮して検査する医療

的なスキル 

・行政などの関わりのもと、強度行動障害の医療

相談センターなど、強度行動障害の中核を担う医

療機関を指定するなどの施策" 

付き添いが施設職員にお願いされるが、複数入院

とかになってくると付き添いが難しくなる。看護

師が強度行動障害を対応できるようになって貰い

たい 

強度行動障害者の理解 

①医療機関との信頼関係の構築 ②保護者の医療

同意の確立 ③検査等に係る医的侵襲行為に対す

る同意書 ④発達障害（とくに強度行動障害）へ

の理解と啓蒙 ⑤入院時の付き添い等のサポート

体制の確保 

児童期から医療機関へ受診出来るよう、特性に配

慮した支援が必要と考えます。 

障がいへの理解、受診の個別化 

支援方法の共有、医療従事者の知識獲得 

医療側の理解 

予めの提携医療機関、付き添い家政婦の手配 

診療点数を上げる。医療と福祉の連携、お互いを

知ること。 

見通しやスケジュールなどの視覚的な支援。音な

どの刺激を抑えた部屋や場所の準備。 

情報共有 

強度行動障害の理解 

医師や看護師の理解。優先順位を上げてもらう取

り組み 

職員の数 マンパワー不足では安全な対応ができ

ない 

病院の医師や看護師、コメディカルへ強度行動障

害の基礎知識、対応方法の教育。 

障害特性の理解。そのうえで合理的配慮について

ともに考えること。必要であれば医療と福祉の定

期的な研修の実施。 

受診できたとしても障がい特性上、検査や治療を

「できないでしょ」という具合に諦められてしま

うことが多い。受診の際はどこで待機するか（あ

るいは待てるか）等々、配慮している。一般受診

者と同じようにスムーズにはいかないため、協力

的な医療機関にしか頼ることができない（Dr.を見

て判断している） 医療機関への働きかけが重要

だと思う。 
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１⃣病院の理解が重要。拒否的な態度、無理解な様

子に対して施設職員は、今後の関係を考えて必要

なことが言えない。 

２⃣配慮された専用の環境。 

３⃣利用者が理解しやすい受診内容等の視覚的な提

示など。事前に施設で用意するのは正確性に限界

があるので、ある程度、事前に情報を共有できる

とありがたい。" 

必要であるならば、施設で使用している手順書の

提供、共有することで病院で過ごせるようにして

いくこと。 

特性への配慮がしやすい医療 例えば看護師、医

師からの無用な声かけなどは混乱の要因 

視覚支援の持ち込みを可能にすることと、治療と

支援の違いがまだ明確に見られているため、自閉

症の方の特性等を医療の分野でも理解してくれる

とありがたい。 

障害への理解、診療開始時刻の提示、待合室（場

所）の環境他 

利用者さんを理解してくれる医師がいる所が増え

ると良いと思われる。 

病院の理解、診察時の工夫（騒いでも問題がない

待機場所の確保等） 

医師の理解、病院の受け入れ環境、他患者への説

明、理解 

医療機関の障害特性の理解、往診の柔軟性 

ご本人を取り巻く関係機関との連携と受診時の環

境調整 

医療機関の理解 

機器が充実している医療機関での障がいの理解 

刺激に弱い人などに対する環境設定" 

待つことが難しい方が多いため、待ち時間を極力

なくす対応が求められる。 

強度行動障害特性を理解している方がいると良い

と思う。（医師、看護師、社会福祉士等） 

医療スタッフの方の障害理解をしてもらうこと 

入院時に病院で付添が出来る体制や、患部固定や

検査が難しい場合の対応方法 

個室診療 

医療機関の完全看護の徹底 

行動の理由などの理解共有 

医療現場への障がいの理解と必要な検査を実施で

きる技術 

専門の医療機関、対応科 

障害特性の理解、福祉と医療双方が治療に向けて

対応策を考える姿勢 

理解・環境 

本人が受診内容を理解できる視覚的な支援と見通

しが持てることで不安をなくす支援 

受け入れ側の障害に対する理解、付き添い人数の

制限無し 

強度行動障害を理解した付き添い者の確保が必

要。また通院に伴う手間に対する報酬の確立 

幼児期から医療になじむ体験を増やす（未経験に

よる苦手さもあると思われる） 

医療スタッフ等の障がい特性の理解 医療機関等

のハード面での環境整備 

・医療関係者と施設との関係性 ・本人の特性を

医療側へ提供 ・施設職員からの本人へのアプロ

ーチ（情報のインプット）の確立 

病院側の障がい理解がない。医師から知的障害が

嫌いだから今後診ないとはっきり言われたことが

ある。 

やはり医師看護師の理解とそれにともなう一般客

要は地域の理解 

医師や看護師の障がいへの理解が必要かと思いま

す。 

医療面と支援力。支援のあり方ひとつで過ごしや

すい環境を作ることもひとつの方法。 

医師や医療機関としての意識の醸成、診療点数の

拡大 

病院側と受診・治療を受ける権利について共通理

解を得る事 カンファレンスの開催 

"・医療機関の受診については、事前に本人へ知ら

せる（ただ知らせるだけでなく、本人がイメージ

しやすいように）。 

・本人が安心して治療を受けられるために、本人

に説明できる支援者が複数名付き添う。 

・体験を繰り返すことで、ある程度慣れてくると

感じている。体験することが重要。 

・支援者は待ち時間の過ごし方など通院を通して

工夫していくことが大事。回を重ねることで情報

が蓄積するので、より本人が安心できる対応に繋

がっていくのではないか。" 

身体拘束に関する具体的な対策 

強度行動障害者の専門で受診できる医療機関 

障害に対する医療従事者の理解、合理的配慮など

(待合室の設えを工夫) 

検診や通院を通じて普段から利用者の行動特徴を

知ってもらうこと。協力医療機関との情報共有 

通院等介助事業所を使える範囲が増えるようにす

る、介護タクシーを使いやすいようにして訪問看
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護事業所が通院支援をしやすくする。外部受診は

本人にはストレスが大きいように見えるので訪問

診療を受けやすくする 

強度行動障がいの理解と対応 

医師や受け入れ病院側の理解の促進、付き添い支

援者等の支援力の向上、支援方法の確立 

医療従事者の強行の知識と、環境整備 

受け入れてくれる病院が限られており、遠くまで

出かける必要がある。近くの病院で受診したい。 

強度行動障害に対しての理解をすること。 

専門のスタッフと動いたりしても影響のない空間 

医師の意識：受診時に「このような生産性の無い

障害者を治療する必要が無い」というニュアンス

の発言を受けたことがあった。大変残念だった。 

障害の理解 

医師の増員、看護師の増員、支援員の増員 地域

医療体制の維持 

児童期の受診の仕方。怖い所という刷り込みが成

人期の受診困難に直結してくることを実感。 

診察までの動線確保。医療機関との連携。 

医療従事者の障害に対する理解度 

受け入れ先の拡大 

刺激の少ない個室の待合室の用意 場合によって

はその個室にドクターに来ていただく 

待ち時間の短縮や本人の受診に対する理解深度を

確認する受診の手順の準備など 

病院関係者の障がいに対する理解。待合室では無

く個室を用意してもらう。必要に応じて往診して

もらう。 

・予約をして待ち時間を作らず受診できる仕組み

がると双方に負担が軽減される 

・医療機関が強度行動障害について理解し受け入

れている旨のアナウンスや専門にしている医療機

関の存在や時間帯があること" 

病院の強度行動障害への理解 

専門の病院が出来るとありがたいが、難しいと思

われる。病院にもよるが、医者にもよる。ちゃん

と診察してくれようとする医者もいますが、酷い

医者になると「暴れたら診れないよ、うちじゃ無

理」などどいう医者もいる。理解が進むことも一

つだが、環境面として専用の待合室など出来ても

良いと思う。 

自閉傾向の方は特にですが、本人に事前予告し見

通しを立てていく 本人に理解できる説明を行う 

外部医療機関の受け入れ態勢（こちらからの特性

への説明、ご理解を頂く 外部からの刺激を減ら

せられる環境の提供があれば、なお有難い） 

医療機関への障害理解への周知  ・  関係者

による理解を得るための丁寧な説明 

病院側の理解。専門職の配置 

・精神科との連携が必要 ・障害の特性の理解・

治療等の伝え方。 

普段から定期通院などでの医療機関との信頼関

係。強度行動障害の利用者だけでなく、他の利用

者さんの通院などで、こちらの知的障害者への対

応を見て知っていてもらうこと。お互いに知って

いると、知的障害者への対応の配慮を理解しスム

ーズに受けられる、また急な受診でも対応をして

もらえることに繋がる。 

中核となる障害に対応する拠点医療機関の存在

と、その機関を中心としたネットワーク、研修等

により、医療機関の理解を広げる。待ち時間の配

慮や他の患者がいない時の診療をしてもらえるだ

けで受診しやすくなる。 

利用者の特性の理解 受診前の事前準備 合理的

配慮 

・医療機関及び医療従事者の障がい特性理解 

・通院環境整備（個別待合室・視覚支援・治療や

対応の説明） 

・時間をかけて治療できる余裕 

・予告支援（どのような機器を使うか見せてもら

ったり触らせてもらえる） 

受診時の引率体制、医療機関や周囲の患者様のご

理解 

強度行動障害に対する理解と啓発 事前予約 

お互いの信頼関係しかない あとは医師の方針 

受診待合室（個室の準備） 

病院側の理解と他の患者さんたちの理解。施設の

支援の確立（対処方法の確立） 

医師から「検査する必要ある？」など、最初から

検査出来ない前提で話をされることが多く、医療

でも理解のない医療職が一定数いる。 

自身で状態を説明出来ないので、家族や支援者が

代弁するしかないが本人の不調があるかないか？

確実に症状が出てない限り、受診することもハー

ドルが高い。 

待てない方も多いので、予約の段階から難しい。 

受入側の理解が必要。" 

検査・診察室などの配慮 

病院スタッフの強度行動障害への理解 

医療従事者の障害理解 
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強度行動障害がでている対象者に対して支援がで

きる支援者が付き添う必要があるが支援施設から

人を出す事が難しいと思う。信頼関係がない支援

者では受診が難しい。 

医療分野の行動障害の理解 

強行専門職の配置とスタッフへの支援方法につい

て周知する 

日頃から行きつけの病院を作って、Dr.や看護師さ

んに利用者様の様子や行動を知ってもらってお

く。 

職員不足の解消と医療機関や地域の理解 

受診時間の指定により、待ち時間を少なくする。 

専門性のある職員配置と安心して受診できるハー

ド面の整備 

医療機関との情報共有と連携 

専門的な人材の拡充 

普段からの繋がりと待ち時間等の配慮・工夫 

外部受診先の障がい受容 

障がい特性の理解 

医療機関側にも福祉的な考え方を受入れて頂きた

いと思います。 

事前に申し出がしやすいシステム作り。 

受け入れる側の準備も必要であるため、過去の受

診歴（診察や処置に関して必要な配慮を含む）を

家族が簡易にでもまとめられるツールの作成。 

強度行動障害分野における専門家から医療機関へ

のスーパーバイズ。" 

受診を待たせないこと。利用者の特性を理解して

いる職員の付き添いが有効であると思われる。 

個室で完全予約の受診ができるとありがたいで

す。 

受信先病院等のスタッフとの協力連携とそのため

のコミュニケーション、本人自身の慣れ。強度行

動障害やレベルの高い自閉症であっても、慣れて

いく中で外来受診・入院初期のような破天荒ぶり

はいくらか減るので、慣らしていくだけの時間と

根気などが本人はもちろん支援者や受け入れ側に

必要と思われる。 

一般の患者による障害に対する理解 

普段から通うことで、慣れた空間、顔見知りの人

がいると認識してもらうことが良いと思う。 

本人が一般の方と同じ検査、治療を受けさせてほ

しい 

一般とは別枠で受け入れ態勢が必要。 

強度行動障害についての社会的な理解 

・待ち時間の短縮や過ごし方（場所を含む）。 

医療機関の強度行動障がいへの理解が重要 

医療関係者の理解と医療施設内での安心できる環

境 

知的障がい者への理解が乏しく専門的に対応でき

る医師、看護師がいない。 

強度行動障害の方が受診しやすい環境調整（専用

の診療場所を設けるなど） 

個別で対応できる環境、家族以外の付き添い支援

などのサービス 

通院時の付き添い、引率  

医師の理解 

障がいに対する認知 

医療職の障がいに関する理解。待ち時間の軽減を

図るシステム作り。 

家族、医療、福祉事業所、行政との連携。 

静かな場所や個室での受診 

"受診や入院中の支援者の付き添い拡充。 

医療機関の障害特性の周知と配慮" 

"・通所の事業所ということ、事業所内に強い強度

行動障害の方がいないことが理由で、家族  が

受診に付き添っています。支援員は日々の支援が

あるため、付き添いは難しいのが現状です。加算

対象にするサービスを拡大など工夫が必要かと思

います。 

・強度行動障害の方に理解ある医療機関を増やす

ことも必要ではないでしょうか。" 

病院の障害に対する理解 

受け入れ先の拡大のために、入所施設と外部医療

機関との密な情報共有が必要。そのシステム構築

のためにも、自立支援協議会の活性化が重要であ

ると考える。 

少なくとも県に１カ所専門的な病院を設置すべ

き。 

医療機関の受け入れにおける対象者の理解 個

室、時間帯など環境調整 

医療に係る方でも知的障害のことを知らない場合

が多いのでまず、理解して頂けるよう知識、情報

の提供が必要ではないかと思われる。 

・待ち時間の緩和  ・医療スタッフの障害特性

の理解と柔和な対応 

一般の病院では難しく、今後は障がい者支援施設

等においてはリモートで行ってくれるよう協力を

してもらいたい。 

"強度行動障害児・者の通院の場合、同行ヘルパー

の技量も求められると思われます。利用者によっ

ては 2名体制にて対応も必要な場合もあります。 
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受入れる医療機関の理解 

情報共有や医療機関へ説明や理解を図る事。本人

も経験を積み慣れる。職員はスキルアップと利用

者の理解・工夫をすること。諦めないこと。 

特殊歯科の様に障害者向けを増やしてほしい。 

病院側の受け入れ体制、診察する場所の確保（ク

ールダウンできる場所） 

障がい者支援に従事してから、最重要な課題だと

思っております。障がいという理由だけで断られ

たり、緊急時、救急車で対応していただいても車

内で病院が決まらず、一時間以上待たされること

もありました。また、障がい者に対する医師から

の偏見もあり、救急車で運ばれた先の医師に何故

障がい者を連れてきたと怒鳴りつけられたことも

あります。医療機関には、当たり前に人として障

がい者を受け入れるルールや国からの発信、県や

市、福祉団体、当事者団体が声を大にして呼びか

ける必要性を感じます。いち施設職員では、なか

なか声が届かず、医療の方が優位性（上位）を感

じます。障害をお持ちの方でも、普通に安心して

医療にかかれることを切に望みます。 

障害に対する理解と環境整備（空間を分ける・個

室の整備など） 

障害への理解 個室 専門の病院を増やす 

環境の配慮 

Drや病院の強度行動障害への理解が重要。支援し

ている職員は、確実に病院や他の患者さんに迷惑

を掛けることはしたくないと思っている。普通は

待合で待機のところ、車内で待機できるや可能な

限り、車内診察を可にするだけでも大いに助か

る。（ただし、実際そのようにしてくれている病

院が増えていることも付け加えます。） 

病院側の理解が必要。 

待つことが苦手であるため、待てる個室。強度行

動障害に対しての医師の理解。 

強度行動障害者の特性上、精神科との連携と協力

を受けつつ内科や外科等の診療は重要不可欠と感

じる。また、児童期からの医療との連携は必要で

障害軽減につながることも重要 

強度行動障害のことをもっと知って頂きたい 

障害特性に特化した看護師等の配置 

施設側と医療者(医師・看護師等)の連携(スケジュ

ール・提示物の共通認識等)・安心できる環境:受

診時であれば個室の待合室 

障がいへの理解と受診待ち時間の短縮、待合室の

工夫など 

待ち時間や場所に対する配慮や受診環境の調整を

気にかけてほしい。 

受診待機場所（個室）の確保。 

医療機関の理解、常にオンコール、 

受け入れ病院の理解 

医師の裁量。 

医療関係者の障害への理解 

訪問診療の充実、オンライン診療の促進、専門的

な知識、経験ある方の同行とその報酬充足。 

医療関係者の障害理解、落ち着いた環境設定 

診察待ち時間の軽減、診察予約、訪問診療 

・医療従事者の強度行動障害に対する理解の促

進。 

・家族、支援関係者、医療関係者の連携の推進。 

・訪問診療の充実。（通院できずにインフルエン

ザやコロナの検査ができない事例もあったので、

訪問による検査も受けられるとよい）" 

付添いの有無、病院側との連携 

医療機関のスタッフの理解と柔軟な診療方法は必

要ではあるが、同行するスタッフの強度行動障害

に関する支援知識と対応力の向上を並行して行っ

ていく事。 

医療機関やそこへ受診される一般患者の障害に対

する理解度 

個室の待合室や待ち時間のタイマー等の合理的配

慮 

外部受信先の看護師さんの障がいに対しての理解

促進が必要と考える。障害者が全て強度行動障害

であるかの対応をされた経験が、GHも人員が少な

いので対応に苦慮した。 

総じて待つことが苦手な方が多いので，ネット予

約や車内待機（付添者へ連絡）自分のペースで待

てる部屋を準備する等してほしい。電話呼び出し

を断られることもあるので，２人体制で行くこと

も多かった。総合病院や整形外科での待ち時間

は，本人と付添者の負担が特に大きかった。 

強度行動障害の方々への理解 

"・本人の理解や経験を積むため、通院・受診・検

査に対し、スモールステップを作ることができる

サポート体制作り（それが可能となる報酬体系） 

・普段から、医療機関となじみの関係を築き、理

解者を増やしていく為に、自立支援協議会・行政

などと共に、地域への発信を行うこと、また、障

がい理解のある医療機関（入院可能）の構築（ソ

フト面・ハード面も兼ね備えた）の必要性の訴え

と具体案提示 
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・親亡き後を想定し、往診・訪問診療などの活

用・準備" 

医師の障害者に対しての理解。 

周りの環境や診察等の待ち時間の短縮、病院内で

の流れを視覚的にお伝えする方法 

病院側の理解 

今までは、外部受診は可能であったが、入院は満

床で断られたときがあった。 

強度行動障害の医療関係者の理解と、職員の対応

（知識） 

医療相談も含め受入医療機関名をもっと公表して

分かり易くする 

本人自身が病院に行けない状況があったり、救急

車での搬送先が見つからないケースがあるので、

在宅医療を行っている医療機関との医療協力がで

きるようにして、医師の往診が可能なようにお願

いしたい。 

 強度行動障害者のある方が、落ち着ける環境で

治療を受けることができるように、訪問診療が拡

充することが必要と思われる。これは、施設入所

をされている方も同様である。また、地域で生活

されている方も施設入所をされている方も、福祉

との連携は欠かせないと思います。 

刺激が多いところでは、難しい。 

無理矢理、押さえつけてやる行為は次につながり

にくい。 

病院も人手不足で大変だと思うので、外部サービ

スの利用のしやすさが必要かと思う。 

受け入れ側の障害に対する理解と支援者の受診前

の事前準備が重要。何をされるか分からないとい

う不安から、課題とある行動が生じているため、

医療機関受診前から病院医師や看護師との連携が

図ることやスモールステップでの治療など、医療

機関との連携が必要と考えます。" 

事前の情報提供やケース会議などを通して本人の

特性を共有しておくこと 

受け入れ側職員の強度行動障害に対する理解 

医療機関と連携した研修実施 

待ち時間の短縮 リモート受診も可能になる 駐

車場の配慮 医療機関との信頼関係 

発達障害や行動障害について理解していただける

医療スタッフの増員。 

医療機関へ本人の情報をしっかりと伝えること

と、医療スタッフの理解。 

診療時間帯への配慮，複数職員による付添体制 

強度行動障害者への理解。病院での待ち時間の短

縮。個室の準備など 

必要に応じ、利用者の特性や配慮して頂きたいこ

とを受診前に病院側へ伝達する。通院前には本人

にとってわかりやすい形で説明を行い、スムーズ

に通院できるよう支援する。 

スタッフに本人とのコミュニケーション手段を実

際に見せて学んでもらう 

外来であれば、個別待合室があれば非常に助かり

ます。また、MRI等の画像診断が難しい方の場合、

他の方法があれば示していただきたいです。その

他、訪問診療をもっと活用できればとは思いま

す。 

強度行動障害に理解のある医師の存在 

個別の対応。時間や場所の個別化（待ち時間を減

らす工夫）。 

往診や予約診療等の柔軟な枠組みが増えていくこ

と 

医療従事者の障害に対する理解の促進 

緊急時の通院支援 

障がいの理解と配慮。人手不足の解消。 

・待ち時間の短縮（総合病院では 1～2時間待ちと

いうことが多い） 

・オンラインでの診察" 

医療機関の構造化を含めた環境整備と専門職の配

置 

相互理解の必要性あり。 

支援する側の知識（支援）の向上を受け入れ側の

理解 

"医療機関の理解 

待てない方に対する個別空間の設定や配慮" 

医師や看護師の障害の理解，結局 2人体制で通院

しなければならないため，職員数の確保 

日本社会の障害への理解 

医師から来てもらう診療スタイル 

本人の受診につながる相互理解と工夫のための、

受診する病院と支援者間でのコミュニケーション 

待ち時間の軽減 入口から動線の短い診察室 

医療関係者を含め，一般患者さんの理解。 

病院への配慮義務 

健常の患者の理解が得にくい場合、強度行動障害

のある方を予約制にする等の時間指定 

医療機関の理解。岩手県北上市の医師会から障害

者の待ち時間を減らすための特例のパスポートを

発行している。 
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まずは強度行動障害の理解。環境面の設定を行い

時間配慮を行うこと。待合室の改善。 

"待ち時間を短くする。現在病院から配慮頂けてい

る点として、定期受診であればオーダー検査実施

後、一旦帰り、時間を空けて職員が結果を聞きに

行っている。初診は難しいが上記に近いことがで

きれば負担軽減になる。 

障害の有無に違いはないが、初診では３～４時間

程度は病院（総合病院）にいる。" 

医療と福祉の連携。医療従事者の障害の理解、制

度の周知。 

時間帯を分ける 待合室を分ける 待ち時間を短

くする 

"強度行動障害に特化した病院施設を作って欲しい 

通常の病院だと通院も入院も困難で適切な医療が

受けられない状況です" 

受入側の配慮 

診療側の強度行動障害に対する理解 

周囲や病院の人達の障害への理解（環境、特性含

めて） 

"知る機会を増やす。受入れのメリット（診療報酬

等）をつくる等 

" 

スタッフの理解 

時間を分けるなど、待ち時間を少なくする。 

受信できる医療機関を増やして欲しい 

強度行動障害への理解 

個別的な配慮、通過ルートなどの工夫、医療関係

者の理解等 

"障害特性に理解や配慮して頂くと、通院に対して

のハードルも下がり経験も多くなりパニックなど

も減るのではないか。 

苦手な事が多く有るので、事前に連携して受入れ

して頂くと介助者も安心して通院できる。" 

医療機関の利用者への理解、環境調整を含む配慮 

医療ソーシャルワーカーの介入や、福祉に詳しい

医療従事者の導入 

入院までのスムーズな対応（待ち時間が長くなり

がち） 

障害者が診察を待ちやすい環境（例えば車の中で

待ち、スマホで診察の順が来たことを呼び出す

等、待合室で待たなくてよい工夫） 

待機場所の環境や待ち時間の過ごし方及び見通し

の示し方。診察や検査の手順や流れについての見

通しの示し方。パニック時の対応方法についての

確認と必要に応じたケースカンファレンスの場の

設定。 

一般の人の認知度や理解度があがること 

訪問看護事業の利用も想定した上で、対応する看

護師等の医療従事者が、強度行動障害者の障害特

性や専門性を生かした対応力を高めていくことが

重要であると考えます。 

医療関係者の強度行動障害に関する理解 本人が

落ち着いて診療を受けるための合理的配慮 

本人理解のために医療ソーシャルワーカーや看護

師の存在も大きい。 

受診往復時の安全管理。本人の行動特性をよく理

解している職員の同行。 

専門職マンパワーの養成 

医療従事者の理解 

"・家族以外での付き添いの方が必要。家族は、自

身では病院に連れて行けないと思っており、受診

すらできない状態である。 

・そのような人を受診してくれる病院。地域では

行くことができる病院がない。他の病院を勧めら

れても、結果、たらいまわしにされて、受診でき

る病院がない。小児神経科、精神科系のかかりつ

けはあっても、内科、外科、耳鼻科、歯科、眼科

などでかかりつけ医がない様子。また、小児神経

科、精神科のある病院でも、予約しないと受診が

できない。" 

"・専門外来があればよいが、無理であれば予約受

診が出来ればと思う。（順番を待っていられな

い、マスクが出来ない、奇声・大声・独語・徘徊

があると他の患者さんも理解を得ることが出来な

い） 

・検査を受けることも困難なので病院側にも協力

してもらいたい 

・ご家族の理解" 

一般の方と同時刻での受診が困難なケースや、待

合で長時間待つことが困難な利用者が多くいらっ

しゃるので、時間枠を決めての診察や、訪問・オ

ンライン受診など普及すると受診へのハードルが

下がると考えます。 

強度行動障害に対する病院側の受け入れ態勢や障

がいへの理解、可能であれば付き添い家族や職員

の事前に相談をしてどういう診察・診療の運びな

ら当事者が受診できるのか等のやり取りができれ

ばと考えます。 

医療関係従事者の理解・周知 
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入院病棟に発達障害、強度行動障害の専門知識を

持った人の配置が重要と思われる。 

医師や看護師と障害者の支援者が連携できる体制

が整えられていると良いと思います 

入院はかなり困難であるため長期入院は不可と考

えます。 

診療報酬に加算の制度 

受入側の知識・理解・体制 

待ち時間や診察場所（車内診察）の配慮 

双方の連携と情報共有、また受診に特化した支

援。 

医療従事者の強度行動障害に対する知識、理解。

個別の環境・支援への配慮。通所施設で在宅の方

は、通院は家族対応。そもそも車で病院に連れて

いくことが難しい。病院に到着しても、駐車場か

ら玄関に入るまでの支援が必要。家族支援、ヘル

パー（行動援護/重度訪問介護）の拡充。 

行動特性の理解と、診察順番を優先してくれるこ

と。 

コミュニケーションが難しい為、安心して受診出

来る環境づくり 

本人が落ち着いて受診できるためのゆとりを持っ

た時間設定 

通院することさえできない方がいるので患者さん

が安心し、落ち着いた状態で診てもらえる環境 

特性の理解 偏見をなくす 

医療機関の強度行動障害の理解とスムーズな受診

を受けられるための手順や配慮 

病院職員の意識、スムーズに受診出来る環境 

人権の尊重 

待ち時間や処置を受ける際の対応職員の確保 

発達障害への適切な理解のある医師をかかりつけ

医に持つこと。現場支援者が適切な支援を行える

土台を作り、本人を診察や医療的ケアを受けられ

る状態にしておく事。 

県立、国立の公共機関で知的障害者や強度行動障

害者の専門医療機関を作り診てほしい。 

情報提供 共有 

強度行動障害（知的障害）に関する知識、理解が

ある医療機関を増やす。一般の患者と一緒の空間

で待ったり、受診する事は難しいので配慮ができ

るようになれば良い。 

"・事業所と地域の医療機関の協力体制の構築と対

象となる利用者の情報共有 

・障害特性に対しての理解" 

強度行動障害受診専門の場所があると良いので

は。当事業所の強度行動障害のある方は施設とい

う慣れている場所での診療を望む方も多くいると

思います。そのため専門の訪問診療が充実してい

くと良い。 

①往診の平準化 ②障害児の歯科診療先の拡大 

③専門ヘルパー的な介添員の配置 

地域医療の理解と協力 

理解ある支援者がいる環境、一般の患者さんとは

違うスペースで受付、待合、診察の流れで過ごせ

る環境 

時間を決めて他の受診者と分けて受診できるよう

にすると落ち着くかもしれない 

医療機関の受け入れの理解。 

"病院側の理解と施設職員等の育成 

"・待ち時間の短縮 

・他患者とは別の診療時間の設定 

・医師、看護師の障害についての理解 

・通院練習" 

強度行動障害者等が、落ち着いて治療を受けるた

め、保護ネット、身体拘束、麻酔等での対応が望

まれる。 

検査が安易になる事。 

事前に受診先に本人特性を伝達し、本人が良い状

態で受診ができるよう、診察時間や診察方法を調

整することが大切ではないかと思います。複数回

の受診や定期的な受診に移行する場合も多いた

め、受診自体に嫌なイメージ（恐怖・苦痛）を残

さないような配慮も必要と思います。 

受け入れる医療側に専門的知識を有するスタッフ

を配置してほしい。個々人の特性に細かな対応が

できる環境設定をしてほしい。 

受け入れる医療側に専門的知識を有するスタッフ

を配置してほしい。個々人の特性に細かな対応が

できる環境設定をしてほしい。 

送迎など受診する際は職員が付き添うので問題は

無いと思うが受診時に特記行動が出た際に病院側

の理解が無いと受診しづらくなる。 

本人の特性（具体的に）を伝え理解をしてもらう

こと。看護職員にわかりやすいツールを作成し、

どのような声かけやサポートが必要なのか、知っ

てもらう。 

待ち時間の改善、検査機器使用が可能になるよう

な機器、受け入れ態勢の改善等をお願いしたい 

周りの理解。落ち着いて待てる空間(個室の待ち合

い室等) 
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行動援護に従事できる人間を増やす。 

専門知識を持った医療従事者と福祉従事者の連携 

"看護師など病院内での支援者の障害理解 

障害特性に合わせたパーソナルスペースの確保な

ど環境面の配慮 

待ち時間を少なくする、オンライン受診などの有

効活用" 

強度行動障害の啓蒙。強度行動障害に関わりのあ

る人間と利用者どちらもが可能な限り各コミュニ

ティへ参加をし、強度行動障害を認知させてい

く。 

出入口（動線）の確保、受付時間の短縮、患者が

少ない時間での診察 

"医療の専門職(医師、技師など)の強度行動障害の

知識を深める。 

医師によりますが、強度行動障害に至らない知的

障がいの方のことも拒否する場合があるので、医

師になる前に理解を深めて頂きたい。 

病院側の理解と支援体制の充実。 

特性の理解、落ち着ける環境の設定（個室や刺激

が少ない空間） 

歯科や内科での採血時、暴れてしまうことがある

ため、麻酔処置が必要になる場合がある。より専

門的知識を備えた看護師や医師が必要と感じる。 

医師側の、行動障害に対する理解 

病院の理解、複数の引率者配置、病院内での待合

所の配慮、病院内での滞在時間の配慮 

障害者(知的、行動障害）への理解と対応できるま

たは専門相談員の配置 

待ち時間を縮小。見通しを持って診察できるよう

に視覚的な手順の提示。障害の理解。 

見通しを持って受診してもらえるような障害特性

にあった支援 

予約診察と時間通りの診察、落ち着ける環境、診

察（検査内容）の可視化による見通し 

精神科以外の科において強度行動障害の理解をし

てもらい、治療を拒否しないで欲しい。 

待ち時間をなくすこと 

練習を行わせてほしい。例えば 歯科 ベットに

横になり⇒口に器具を触れるなどの段階を踏まえ

ての練習 

行動障害のある方への病院や医師等の理解と協力 

意思疎通が難しい障害のある人に対する医療受診

時における意思決定支援についての認識を、医療

従事者と福祉支援者が共有していること。 

医療従事者の障害理解。診療報酬への上乗せがあ

ると少しは医療機関受け入れがよくなるのではな

いかと考える。 

特になし 

病院側の理解と問題とならないように複数の職員

で付き添う 

"・スムーズに受診・入院が決まらない事が多い

為、体調不良や怪我・急変があった場合の受け入

れ先があれば安心。 

・待合室では周りに人も多く待てない。衝動的な

行動に繋がってしまう事が多い為、（設置物や自

販機などに反応）興奮状態となってしまう事が殆

どである。一般の方と同じ条件での受診は困難な

事が多い。受診しスムーズに診察室に入れるよう

配慮があればよいが。 

・待合室は個室を用意して頂き、移動せずそのま

ま診察が受けられる環境。 

・訪問診察と処方。" 

日頃から医療を福祉に巻き込んでおくこと。予防

的に健康診断が受けられる状態になっておくこ

と。 

医療機関とのネットワーク拡大が重要だと考えら

れる。 

＜一般身体科への入院治療を拡大していく上で重

要な工夫（自由記述）＞ 

医療従事者の障害理解 本人への説明 特性に対

する事前の情報共有 合理的配慮  

支援者の数を増やす（所属施設職員だけでは数が

足りない） 

専用の病床を増やすこと。  

"医師や看護師の理解がまだまだ少なく、本人に合

わせた配慮が出来ていない事が多いと感じる。 

緊急的に普段行っていない病院へ受診した場合は

致し方ないと思うが日常的に通院している場所で

は、事前に話し合いをしてもらえる場を用意して

いただき配慮事項を伝える機会があればと思う。 

また、通院に関しては本人付き添いが必須と言わ

れる事が多いと思うが、定期的な通院であれば付

き添い無くスタッフのみで通院を可能としたい。 

当事者にとって普段とリズムが大きく変わる通院

は情緒を乱す要因となりやすい。" 

重度訪問介護などによる付き添い可能にするこ

と。 

チック(トゥレット症候群)に対するアプローチ 

在宅診療、在宅入院 
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家族だけではなく、本人と日頃接している支援者

も合わせて医療と連携をとっていくこと。 

医療者の理解 入院中に慣れている支援者の付き

添いを可能にする 

職員付き添いの場合の十分な報酬加算 

医療、福祉双方の、本人理解と有効な支援（視覚

的な手掛かり等）の活用。そのためのカンファレ

ンズの実施等 

医療者の理解を広げることだと思います。 

医療機関が、個室等の対応を積極的進めること。 

個室の用意 

こちら側で付き添いの体制をなんとか確保した上

でお願いするようにはしてきましたが、医療機関

によっては感染症対策上、付き添い不可だったり

（拘束は必須になりますが）人数限定（勤務体制

上、これはけっこうきつい）だったりすることは

あります。でも、付き添い体制を確保した上でお

願いしないと突破口にはならないなと思っていま

す。 

医療側の強度行動障害に対する理解の増進 

入院退院時のカンファレンスの実施 

一般の患者と区別なく、公平に入院治療を受け入

れて欲しい 

サービスとしての福祉の介入 

付き添いがつけないことで入院とならないことも

あるため、障害者支援施設においても、特例的に

重度訪問介護を使用できるなどの法改正" 

精神科での入院治療 

障害特性の理解、構造化、視覚支援 

障がいへの理解、個室化、施設職員との連携情報

共有 

支援方法の共有、医療従事者の知識獲得 

まずは受け入れてくれる病院の拡大が必要。ま

た、支援についての知識を医療従事者の方も少し

でも良いので知ってほしい。 

予めの提携医療機関確保 

診療点数を上げる。医療と福祉の連携、お互いを

知ること。 

支援者を守るための法整備がまず優先。それを解

決せずにこの問題は解決できない 

静かで安心感が持てるような部屋(場所)を作る。

見通しやスケジュールなどの視覚的な支援。やり

とりができる支援者。 

情報共有、関係者連携 

強度行動障害の理解 

まずは入院の有無、できるできないをはっきりと

公表してほしい 保護者が都度落胆するので。 

強度行動障害者の方も同じ人であるという認識

「人格の尊重」「人権擁護」という倫理観。 

障害特性の理解。そのうえで合理的配慮について

ともに考えること。必要であれば医療と福祉の定

期的な研修の実施。 

"質問 16と同じ。 

加えて、強度行動障害や ASDの専門家の配置。" 

必要であるならば、施設で使用している手順書の

提供、共有することで入院治療できるようにして

いくこと。 

個室の確保 

3次救急でも障害があるだけで、救急搬送される際

に、暴れませんか等、課題とされる行動を確認さ

れるので、まずは命を優先してほしい。 

障害への理解、教育、コミュニケーション支援の

拡大、柔軟な個室対応の選択他 

"医療機関の連携強化をお願いしたい。医師にもい

ろんな人がいて難しいです。 

付き添いサービスの拡充 

病院の受け入れ環境、他患者への説明、理解 

医療機関側の柔軟な受け入れ体制の確立 

ご本人を取り巻く関係機関との連携と受診時の環

境調整 

医療機関の理解 

完全看護でも、必要に応じて理解ある人は付き添

える柔軟な対応 

付添いができる専門的な知識を有するヘルパーが

必要。 

個室の準備と落ち着くものの持参・身体拘束も必

要ではないか。 

障がい特性を理解した介助員がいると良いと思

う。 

個室対応、付き添い人を配置する 

付添い支援 

積極的に受け入れてもらえるような制度上のメリ

ット 

医療現場への障がいの理解と必要な治療を実施で

きる技術 

障害の理解と手厚い報酬での支援 

同上 

理解・環境 

障がい特性について専門的知識のある付添いの確

保 

障害理解、受け入れ前の情報共有 
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強度行動障害を理解した付き添い者の確保が必

要。 

ASDや発達障害も看護師（医師）の学ぶ分野として

拡大。 

"強度行動障害の存在を知る人が先ず少ないのか

な？と感じています。 

実際に研修を受けて、支援できるように修了証を

持っていますが学ぶまでは存在さえも知らなかっ

たです。 

まずは知識として知れるような機会を色んなとこ

ろから伝えて言ってもらえると結果的に拡大に繋

がるのではないのかな？と感じています。" 

医療スタッフ等の障がい特性の理解 医療機関等

のハード面での環境整備 

本人、保護者、（施設職員）の意見の確認と医療

への情報提供による最大限の治療方法の理解と同

意（説明等） 

"長期間になると施設職員が 24時間付き添いする

のは限界があるので、外部の付き添いできる人材

や事業所が必要。現在、外部で知的障害を付き添

いしてくれる事業所がない。特に強度行動障害は

難しいと思うので専門知識のある付き添い人材が

育成されるといいと思います。 

専門病棟ないしは専門個室 

一般患者への配慮として、個室にて受け入れられ

るような環境が望ましいと思います。 

医師や医療機関としての意識の醸成、診療点数の

拡大 

病院側と受診・治療を受ける権利について共通理

解を得る事 

"・手術や入院が必要な疾病が見つかった時に、そ

の先の治療を考えていくのに困難さが多く、治療

に結び付けていくために多大な労力（医療機関の

たらいまわし、遠方の医療機関に通わざるを得な

いなど）を必要となっている。ゆっくり伝えてい

るほど時間を割けない中で、医療機関に本人の特

性を的確に伝えられることが重要。 

・治療に向けて、支援者側も医療機関とコミュニ

ケーションを深め、医療機関が何を困るのかをし

っかり共有し、事前の工夫など下準備を整えてお

くことが大事。 

・入院付き添いのヘルパー事業所が少なく、依頼

できたとしても高齢のヘルパーが派遣され、対応

できないといったケースがある。 

・施設入所支援の場合でも、状況を勘案し、重度

訪問介護など使えると費用面でも助かるかもしれ

ないが、事業所が少ないため難しいか。 

・コロナ感染症の流行後から、家族の付き添いも

断られることが多く、付き添いを必要とするよう

な人は入院自体が難しいといったケースがあっ

た。 

・止むを得ない身体拘束を必要となることが予測

される人は、門前払いのケースがある。 

・理解してもらえるよう働きかける、どうしたら

受け入れ可能かという視点で対話を重ねることが

大切だと思うが、現実は非常に厳しいと感じてい

る。" 

付き添い人の勤務体制、身体拘束に関する具体的

な対策 

入院治療の場合は入院環境などを分けた方が容良

いと思われる 

コロナ後に認められることが少なくなった付き添

い家政婦の活用 

協力医療機関との連携。総合病院へ入院できるよ

う紹介状を書いてもらう。 

精神科との連携 

経験がないのでわからない 

強度行動障がいの理解と対応 

医師や受け入れ病院側の理解の促進、付き添い支

援者等の支援力の向上、支援方法の確立 

質問 16と同様です。 

付添を求められるため、負担が大きい。 

強度行動障害に対しての理解をすることが重要と

考えます。また、治療にあたり、医師（一般身体

科と精神神経科）どうしの情報共有や連携等が必

要と考えます。 

専門のスタッフと動いたりしても影響のない空

間、生活全般にかかわるアセスメント 

障害の理解 

同上 

児童期から医療機関に対する良いイメージを持っ

てもらえるよう組み立てていく事と医療スタッフ

の強行の方への合理的配慮も重要。 

医療機関との連携。 

医療従事者の障害に対する理解度 

特になし 

重度訪問介護だけでなく行動援護利用者の付き添

いに行動援護で対応する 

病院側の専門職の配置など 
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病院関係者の障がいに対する理解。個室対応。で

きる限りの当事者のルーティーンの実施。施設職

員の付き添い。 

"・福祉サービス事業所との連携 

・支援者を受け入れられる棟（部屋）がある 

"病院の理解 

医師、看護師の研修への参加" 

質問１６とほぼ同じ。専門の病棟ができれば良い

が、できれば個室対応で、周りに影響が少なく出

来る体制、環境が望ましい。 

入院の期間や目的について本人に理解できる説明

を行っていく 受け入れて頂く医療機関の方に、

この方の特性を理解してもらうべく、事前に情報

提供を行って対応のご協力をお願いする。 

医療機関への障害理解への周知  ・  関係者

による理解を得るための丁寧な説明 

・精神科との連携が必要、手術等を受けた後は精

神科で入院治療をする流れが決まっていれば病院

も受け入れやすくなるのではないか。手術後２～

３日で暴力があり退院さされたことがあった。次

の病院の紹介もなく、命に関わることだったので

施設に帰ることができず自分たちで精神科にお願

いして入院して治療した。病院の判断も理解でき

るが、その方は受け入れてくれる精神科があった

から助かったが、なければ施設で亡くなっていた

と思う。受け入れ先を探すのも施設の仕事であり

限界がある。・障害の特性の理解・治療等の伝え

方も大切。伝わっていないと不安で暴れて薬を投

与されたことがある。どこまでの治療を望むか本

人の理解が難しい。 

"病院側も入院対応の成功体験があると、次の入院

の時に違う利用者でも受け入れがよい。受け入れ

たことのない病院や病棟に入る時は、本人の特性

や対応についてなど丁寧に伝え、入院したらお任

せではなく、しっかりと介入し病院側も安心して

受け入れられるような 

対応が重要。" 

現行の医療体制、診療報酬体系の中では困難と思

われる。発達障害者支援センターや専門医の医療

機関へのコンサルテーション、入院時からの支援

者の関与や、退院に向けての医療機関内での活動

の設定などが重要。 

利用者の特性の理解 受診前の事前準備 合理的

配慮 

"・上記と動揺 

・付き添い不要な環境整備" 

付添いの受け入れ（コロナ禍で付添い自体が難し

い）と医療機関や周囲の患者様のご理解 

"治療を一番に優先できる環境（病院、患者、施設

ともに協力できる環境） 

治療に必要な科だけでなく、精神科等と連携して

診られる医療体制" 

お互いの信頼関係しかない あとは医師の方針 

医療職員の障がい特性の理解 

看護師や周りの人の理解 

"圧倒的に受入病院が足りない。 

ＡＤＬが落ちて帰ってくる。 

付き添い制度 

病院スタッフの強度行動障害への理解 

付き添い人の確保 

入院中の付き添いが難しい。付き添いができる支

援者が毎日必要である。 

入院後の福祉サービスの保証 

上記に加えて他の入院患者さんに対して必要に応

じた対応 

かかりつけ医に手術のできる病院を紹介してもら

い、個室を使って、付き添い職員が介護しながら

一緒に治療にあたる。 

職員不足の解消と医療機関の理解 

施設職員・病院との情報共有。入院中の支援の必

要性の確認等 

専門性のある職員配置と安心して受診できるハー

ド面の整備 

医療機関との情報共有と連携 

高度行動障害を持たれている方に特化した病棟・

医師・看護師の配置。 

福祉と医療の協力と柔軟な対応 

精神科との連携 

医療機関側で福祉的な考えを考慮し、退院後施設

に戻ってからのことも踏まえて治療を行って頂き

たいと思っています。 

"事前に申し出がしやすいシステム作り。 

受け入れる側の準備も必要であるため、過去の受

診歴（診察や処置に関して必要な配慮を含む）を

家族が簡易にでもまとめられるツールの作成。 

強度行動障害分野における専門家から医療機関へ

のスーパーバイズ。 

入院時の行動制限について、虐待に繋がらないた

めの具体的チェックリストの作成（あくまで目安

であり、〇点未満ならなにをしてもよいというも

ではない）。" 
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個室対応。利用者の特性を理解している職員の付

き添い。難しいようであれば、看護師等への対応

方法等の情報提供を行う等。 

"個室の準備。 

付き添い者の確保。 

一般社会の障害理解度向上。" 

医療機関はすべての患者を受け入れ、適切な治療

を受けさせてほしい。 

専門知識を持った職員による関りや個室が必要。 

環境（設備）の整備（障害特性に応じ） 

・入院中の過ごし方の見通し。・余暇時間の過ご

し方。 

病室の環境構成。必要最低限の物は置かない。壁

はクッション素材の物を使用する。防音設備。 

"付き添い問題。シングル世帯の場合、母親の心理

的ストレスは大きく、入院患者への気遣い 

幼児の場合24時間付き添いで協力者のない場合、

動き回る子どもをずっと付き添わなければならな

い肉体的しんどさに疲弊していました。入院時の

ヘルパーの存在があると良い。" 

知的障がい者を理解し対応できる人材の確保 

強度行動障害の方が入院しやすい環境調整（専用

の病棟を設けるなど） 

入院先が強度行動障害に対応できる環境、人の確

保。 

病院の受入れ体制の確保  

病院の理解 

安心できる人の付き添い 

医療職の障がいに関する理解。入院時、付き添い

者（サービス）の人材確保。 

受け入れ先の拡大。 

専門スタッフの常勤や個室対応 

かかりつけ医など慣れ親しんだ者、場所であれば

色々と軽減できることが想定されるが、救急搬送

などで総合病院など普段と違う場合は注意が必要

のため、病院側の理解が必要と思われます。 

支援方法について、受診段階から医療機関との連

携が必要だと考える。 

少なくとも県に１カ所専門的な病院を設置すべ

き。 

医療機関の受け入れにおける対象者の理解 個

室、時間帯など環境調整 場合により、同意を得

た上で麻酔薬等の検討 

知識、情報ともに、対応できる職員を増やす必要

があると思われる。 

入院時の付き添いが必要な場合もあるが、期間が

長く慣れてくると付き添いが必要じゃなくなる場

合もあるため、本人の様子をみながら付き添いの

有無について相談していけるといいように思う。 

・医療スタッフの障害特性の理解と柔和な対応 

病床的には難しいが、強度行動障害専用の個室を

設けてくれたら有難いと思っていますが？ 

基本的にヘルパー不足の面もあり、対応できるヘ

ルパーの育成が必要だと思います。 

カンファレンス 

受け入る医療機関の理解 

病院と施設の関係性。期間を切られて、状態の変

化がないが退院になることがあり、施設で対応が

困難な場合がある。期間延長。 

医療分野での障害への理解を深めてほしい。 

病院側の強度行動障害の理解、日課のスケジュー

ル支援、個室を使用する頻度が高いと思われるの

で個室代の補助 

障がい者支援に従事してから、最重要な課題だと

思っております。障がいという理由だけで断られ

たり、緊急時、救急車で対応していただいても車

内で病院が決まらず、一時間以上待たされること

もありました。また、障がい者に対する医師から

の偏見もあり、救急車で運ばれた先の医師に何故

障がい者を連れてきたと怒鳴りつけられたことも

あります。医療機関には、当たり前に人として障

がい者を受け入れるルールや国からの発信、県や

市、福祉団体、当事者団体が声を大にして呼びか

ける必要性を感じます。いち施設職員では、なか

なか声が届かず、医療の方が優位性（上位）を感

じます。障害をお持ちの方でも、普通に安心して

医療にかかれることを切に望みます。 

障害に対する理解と環境整備（空間を分ける・個

室の整備など） 

障害への理解 専門の病院を増やす 

環境の配慮 

個室は絶対だと思うが付き添い職員の不足が何よ

りも問題である。現場（施設）を回しながら病院

対応となると強度行動障害云々でなく人が足りな

い。 

病院側の理解が必要 

個室や刺激の少ない環境。変化に弱い事への理

解。 

健康に家庭や施設生活が送られていくことが大前

提です。入院治療を行うことで今までの生活に戻
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っていける治療であれば健常者と何ら変わりない

取り組みだ。 

完全介護と言いながら強度行動障害の方は付き添

いを求められること多いためもっと強度行動障害

を知って頂き、人員配置をして欲しい 

病室の環境整備 

安心できる環境(個室)・見通しのもてるスケジュ

ールの提示の為の共通認識と連携 

強度行動障害への理解と受入スタッフ体制の強化

など 

入院しやすい環境を整えるため付き添いを支援員

や家族がしなくてもいいように、ヘルパー等、医

療と福祉サービスの中で共有する仕組みを作って

ほしい。 

個室の確保。強度行動障害者を受け入れた医療提

供施設への診療報酬の引き上げ。 

医療機関の理解、身体拘束、環境や人的整備 

付き添い看護の充実 

医師の裁量。 

施設療養、自宅療養の体制作り。訪問看護、訪問

診療、ヘルパー等。また、その報酬充足。 

医療関係者の障害理解、落ち着いた環境設定 

個室、援助者の付添い、 

・医療従事者の強度行動障害に対する理解の促

進。 

・家族、支援関係者、医療関係者の連携の推進。 

・本人向けの個室の確保。 

・付き添い支援制度の充実（医療、福祉の両面か

ら制度を構築）。" 

医療機関のスタッフの理解と柔軟な診療方法は必

要ではあるが、同行するスタッフの強度行動障害

に関する支援知識と対応力の向上を並行して行っ

ていく事。 

医療機関やそこへ受診される一般患者の障害に対

する理解度 

他入院患者の強度行動障害障害特性の理解 

障がい特性の理解（受診する側、受け入れ医療機

関） 

"個室の必要性。付添い可能な専門スタッフの拡

充。身体拘束（３要件に当てはまる範囲で 

治療に必要な場合）※できないと断られることが

多い。" 

付き添いを可能にして頂きたい。 

・普段から、医療機関となじみの関係を築き、理

解者を増やしていく為に、自立支援協議会・行政

などと共に、地域への発信を行うこと、また、障

がい理解のある医療機関（入院可能）の構築（ソ

フト面・ハード面も兼ね備えた）の必要性の訴え

と具体案提示 

医師の障害者に対しての理解。 

職員の付き添いもしくはご家族の協力 

付添が出来る人員の確保 

専門医不足なのか、主治医が変更になることがあ

る。 

強度行動障害の医療関係者の理解と、職員の対応

（知識） 

"病院側の障害についての理解。受け入れに対する

即応性。施設利用者の場合、家族が遠方の場合が

あるため、受け入れ同意書などの柔軟な取扱いを

お願いしたい。 

また、在宅医療機関が入所施設利用者の治療にあ

たる事ができるようにしていただきたい。 

新興感染症などを含め施設療養などを強いられる

ことがあるが、療養施設ではないため、看護師や

支援員での対応には限りがある。医師のサポート

があれば、より安心して現場で対応できると思う

ので、様々な状況を想定して、医師の診察が受け

ることができるようにお願いしたいです。" 

 障害特性をよく理解している方が付き添うこと

ができるように、医療機関の環境を整えること

や、日頃利用しているサービスを継続的に入院時

も使えるようにすることが必要と思われる。ま

た、退院時のフォローを福祉と連携していく必要

があると思われる。 

"入院中はこだわるものがないため、こだわらない

が、家では気になるものが多く気になって暴れる

ことが多く、入院はレスパイト要素が強く改善は

難しい。 

「入院させられた」と思っているため、退院後、

暴れるケースが多い。" 

病院も人手不足で大変だと思うので、外部サービ

スの利用のしやすさが必要かと思う。 

入院となると、本人にとって不慣れな環境下での

生活となることから、入院治療を拡大していくと

いうことは、本人にとってなかなか難しいように

感じます。 

事前の情報提供やケース会議などを通して本人の

特性を共有しておくこと 

強度行動障害に対する理解 

強度行動障害者対応可能な設備の充実 

特性を考慮した病室が必要 
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精神科が併設している若しくは精神科の医師がお

り、相談できる環境。 

医療機関へ本人の情報をしっかりと伝えること

と、医療スタッフの理解。 

どうしても他の患者に暴力などを振るわれる場合

は，最低限の身体拘束は必要と思われる。 

強度行動障害者への理解。個室の準備など 

利用者の特性や配慮して頂きたいことを入院前に

病院側へ伝達し、入院中も定期的に状態確認を行

う。入院前には本人にとってわかりやすい形で説

明を行い、スムーズに入院ができるよう支援す

る。 

精神科との連携。付き添いをする場合、快適とは

言わないまでも、付き添い者も長期間過ごすこと

ができる環境。 

強度行動障害に理解のある医師の存在 

個別の対応。個室対応。 

入院時コミュニケーション支援の適用範囲の拡大

あるいは入院時の職員付き添いにかかわる金銭的

補償制度が整っていくこと 

障がいの理解と配慮。人手不足の解消。強度行動

障害に特化した部屋の造り。 

強度行動障害について知識を有する職員の配置 

医療機関の構造化を含めた環境整備と専門職の配

置 

行動障害の対応方法について、研修等を受けられ

た方が増えていくことが重要。 

"医療機関の理解 

ヘルパー等の社会資源の拡充" 

医師や看護師の障害の理解，病院によっては必ず

付き添いが必要なため，職員数の確保及び付き添

い者の心理的負担の軽減（2人体制の付き添い，1

人でずっと 1対１で付き添うのは負担が大きい） 

同上 

付き添いの拡大 

本人の入院につながる相互理解と工夫のための、

入院する病院と支援者間でのコミュニケーション 

個室利用 24時間ケア体制 刺激低減された空間 

医療関係者を含め，入院患者さんの理解。 

個室の提供 

個室と付き添いの依頼できる機関の充実 

病室の改善。（刺激物を取り除く）入院中の過ご

し方を模索する。本人のストレングスの共有を前

もって行うこと。 

本人、周囲の患者、業務する看護師などのことを

考えると一概に一般科の入院治療を行うことが必

ずしも良いとは思わない。 

看護体制の充実 

個室対応  

"強度行動障害に特化した病院施設を作って欲しい 

通常の病院だと通院も入院も困難で適切な医療が

受けられない状況です" 

受入側の配慮、設備の充実 

診療側の強度行動障害に対する理解 

周囲や病院の人達の障害への理解（環境、特性含

めて） 

知る機会を増やす。受入れのメリット（診療報酬

等）をつくる等 

スタッフの理解 

特性等による影響が生じないよう、区域を分け

る。 

困難なことで有ると考えるが障害者（認知症者

も）の人権を守って貰いたい 

入院時に利用できる身体ケアや情報伝達支援の専

門家の配置 

個室化、入院時など特別な場合に見守り体制が取

れるような制度 

動ける間は入院困難な場合があるが、医療を必要

としている障害者の方が利用者しやすく、介助者

も専門分野でなく支援する中で不安も大きいので

安心して利用できる様に互いに協力できる関係が

必要ではないか。 

医療機関の利用者への理解、環境調整を含む配慮

（個室対応など） 

個室の利用、在宅者と同等の福祉サービスの利用 

入院までのスムーズな対応（待ち時間が長い） 

一番大きな負担が付き添いを求められる事、付き

添いをしなくて良いなら入院もしやすい 

入院中の室内での過ごし方の見通しの示し方。付

添人の確保。パニック時の対応方法についての確

認と必要に応じたケースカンファレンスの場の設

定。 

障害への理解と入院中のサポート体制を高めるこ

と 

"①入院中も本人の状態を熟知している支援者が、

継続的に医療的専門職との連携に基づき、本人と

のコミュニケーションを取りながら入院治療に対

応できる仕組みが重要と考えます。 

②入院先の医療従事者が、強度行動障害のある方

の障がい特性や支援方法の理解を深めることと、
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その治療に係る専門的な対応は、報酬上の評価と

しても整備されていくことが重要と考えます。" 

入院環境として、精神科個室病棟が落ち着く利用

者もいるため、個々のニーズに応じた入院体制が

整備されることが望ましい。 

医療機関側のサポート体制。強度行動障害・行動

特性に対する理解。 

入院機関の整備・マンパワーの充実 

医療従事者の理解 

付き添いの人がいると、家族の負担も減るので

は。強度行動障害の方の支援ができ、かつ、付き

添える人は少ないと思うが。支援者の負担もそれ

なりに大きいとも思う。 

"・専門の病棟で慣れたスタッフで対応して欲しい 

・専門外来と専門病棟があれば（県に 1つでも）

予約してでも診察を受けたい 

・病院側の強度行動障害児/者の理解 

・通院や入院の際のご家族の協力" 

特性に配慮した環境が整った病棟や専門スタッフ

の配置の必要性を感じます。 

医療関係従事者の理解・周知 

精神科病棟等の連携（精神科に入院しながら内科

治療・外科治療）が行えるようになると治療がス

ムーズに行えるように思う。 

病院内に障害支援に関する専門職を配置する等 

本人が環境や精神的な安定状態になるための努力

の時間を要するので予定どおりにはゆかないもの

と考えて支援するべきです。 

診療報酬に加算をかけられる制度を 

受入側の知識・理解・体制 

精神科病棟との連携 

双方の連携と情報共有、また外部支援の導入。 

医療従事者の強度行動障害に対する知識、理解。

個別の環境・支援への配慮。通所施設で在宅の方

は、家族対応。そもそも車で病院に連れていくこ

とが難しい。病院に到着しても、駐車場から玄関

に入るまでの支援が必要。家族支援、ヘルパー

（行動援護/重度訪問介護）の拡充と柔軟な対応が

できるような制度。 

支援の必要性をお互いに感じることができるよう

共有すること。 

患者さんのペースを尊重する事も必要 

入院先の医療機関と生活支援のスタッフによる情

報共有（本人の理解特性などについて） 

同上 

特性の理解 偏見をなくす 施設との情報交換 

強度行動障害の特性を理解し、できる限りの構造

化と安心して落ち着いて過ごせるためのスケジュ

ール化、視覚化 

強度行動障害の知識を持つこと、そしてそれを理

解することが大切。また個室対応 

病院側の理解 

スケジュールや視覚的支援、障害理解ある職員 

発達障害への適切な理解のある医師をかかりつけ

医に持つこと。入院機能をもつ病院と連携できる

関係にあること。現場支援者が適切な支援を行え

る土台を作っておく事。 

精神病院で内科、外科病棟を作り入院治療ができ

ると良い。 

情報提供 共有 

通常の医師や看護師では強度行動障害の患者を診

ることは難しいと思う。病院にも社会福祉士等、

障害者支援の専門の職員を配置できれば良い。医

療受診と同じで一般の患者と一緒の部屋で入院す

る事は難しいので個室である事が必要。 

"・適切な治療を入院期間中、継続的に受けること

ができる設備環境 

・障害特性に対しての理解" 

①個室利用の平準化 ②異食、多動、器物破損、

他害に対応できるスペース(精神科併設）の確保 

③付き添いの緩和 

地域医療の理解と協力 

"理解ある支援者がいる環境 

施設だけで解決を求めるのではなく、関係機関が

互いに助け合いながら共に治療を進めることが出

来る環境" 

医療機関の受け入れの理解 

家族以外が付き添う際の報酬等について 

"・入院時の個室対応 

・医師、看護師の障害の理解 

・強度行動障害の対応ができる付き添いの育成" 

精神科を含めた総合病院での入院が理想である。 

入院付添いの確保。個室使用時の利用料の確保。 

必要な治療が最短期間でできるよう、関係者が協

力していくことが大切と思います。 

・入所施設での受け入れが困難となった場合の入

院治療がスムーズに図れるよう、施設と医療がよ

り連携して当事者をサポートしていけるシステム

づくり。個室の充実。医療と福祉を細かくつない

でもらえるパイプ役の充実。 

入所施設での受け入れが困難となった場合の入院

治療がスムーズに図れるよう、施設と医療がより
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連携して当事者をサポートしていけるシステムづ

くり。個室の充実。医療と福祉を細かくつないで

もらえるパイプ役の充実。 

付き添いの問題は重要であり、施設側で付き添い

する事は難しい。付添婦の利用がメインとなると

思うので、付添婦の人数が増えると助かる。 

本人の特性（具体的に）を伝え理解をしてもらう

こと。看護職員にわかりやすいツールを作成し、

どのような声かけやサポートが必要なのか、知っ

てもらう。 

障害者への理解、他入院者に迷惑がかからないよ

うな、病院側の体制があればありがたいと考えま

す 

"・本人の落ち着ける環境の提供。 

・専門職の配置(外部サービスも可とする等の柔軟

な対応)" 

看護師など病院内での支援者の障害理解、障害特

性に合わせた環境面の配慮、 

上記回答と同文。 

重度訪問介護による付き添い、退院後の受け入れ

事業所へのフォローアップ等 

精神科医師、その他スタッフとの連携。 

強度行動障害及び知的障がい等について、医師、

看護師等になる前に理解を深めて頂きたい。（資

格取得の際に） 

"24時間の付き添いが求められることが多いが施設

の職員、家族だけでは対応が難しいため 

それらを代行できるサービスの拡充。" 

特性の理解、落ち着ける環境の設定（個室や刺激

が少ない空間） 

より専門的知識を備えた看護師や医師が必要と感

じる。 

"入院時、コロナで家族以外の面会はかなわなかっ

た。 

病院とご本人とのパイプ役として、病室にも出入

りできる支援者が必要ではないか。" 

個室対応 

障害者(知的、行動障害）への理解と対応できるま

たは専門相談員の配置 

個室。ADL、特性の把握。 

見通しを持って受診してもらえるような障害特性

にあった支援 

安心して入院加療できる環境づくり、専門スタッ

フによる支援 

医療と福祉の連携、精神科を含め、無理な条件を

出したり、入院できる病院が少ない。 

見通しが持てる入院生活の提供・できれば複数の

職員の配置や応援体制があれば良い 

ご本人のことを理解している保護者、支援員の付

き添いが良いと思われるが、事業所の職員の不足

などがあり、入院などの専属の職員を配置してほ

しい。 

病院や医師等の理解と協力、付き添いの充実 

特に入院時には障害のある当事者それぞれの重要

な配慮すべき点を必ず医療側に家族や福祉支援者

側が伝え、最善の方針等を確認してから治療等の

処置に入ること。これを欠いてしまうと、医療側

が想像もしないようなその後の生活や命そのもの

の危機に不本意ながら繋げていってしまうリスク

があることを、医療・福祉双方が十分に学ぶ必要

がある。 

医療従事者の障害理解。診療報酬への上乗せがあ

ると少しは医療機関受け入れがよくなるのではな

いかと考える。 

特になし 

ご本人に理解を求めても理解が出来ないので、治

療を進める上で、病院側から抑制帯の試用を言わ

れる。安静が保たれるように薬の使用もあり得

る。 

"・診察治療については部屋に訪室し対応。（毎日

決まったルーティーンでのスケジュール） 

・担当医の決定 

・コミュニケーションツールの準備（絵・カー

ド） 

・物事を伝えるための構造化（物理・視覚的構造

化） 

・時間経過の伝え方（タイマー、砂時計 他） 

・家族、施設職員との情報交換・連携 

〇落ち着いた空間。個室での対応。（障害特性に

合わせた部屋の環境整備） 

・強化ガラスではなくアクリルボードの使用（窓

ガラス、テレビ画面の保護 等） 

・壁、床はクッション材（自傷での怪我防止） 

・物損行為防止：余計な装飾はしない、蛍光灯紐

なしでリモコン操作等、手の届かない位置に設

置。（出っ張りなどは気になる方が多い） 

・掃除しやすい素材、排水装置や換気扇も設置

（失禁・失便に対する配慮） 

・入浴、食事など全て居室で終えられる環境。

（外部との接触を避ける。必要のない刺激を避け

る。：人や物など） 
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※行動障害の方を受け入れる為には、一般的な環

境ではストレスとなる物が多い為、治療を受けて

もらう為には落ち着いて過ごして頂く環境調整

（人や物）が必要となってくると思われる。上記

以外でも必要事項はあると思われる。" 

施設で行っている支援の般化が病院でできるこ

と。 

その方の障がい特性で、複数の支援員で対応する

ことが必要な場合があるため、その体制を評価す

る制度を設けてほしいと考えられる。 

 

E.考察 

 今回の調査では強度行動障害の当事者の支援に関わ

る福祉関係者441名から回答を得ることが出来た。支

援経験年数が10年を超える回答者が多く障害者支援

施設や生活介護通所事業所、共同生活援助に携わる支

援者が多かった。 

 福祉施設のうち、法人の診療所機能を有するという

回答は15.5％と少数であった。少数ながらも診療所

機能を有する法人では、内科、精神科、歯科のみなら

ず、眼科、皮膚科、整形外科、脳神経内科、小児科な

ど、多様な診療かを備えており、そこで実施される検

査も血液検査、尿検査、心電図、脳波、胸部Ｘ

線、便潜血のみならず、超音波検査、胃透視、骨

密度、CT、上部消化管内視鏡、ＭＲＩ、下部消化

管内視鏡などまで実施できており、診療所機能を

有する法人と、有しない法人では、時施設内で対

応可能な範囲が大きく異なり、二極化しているこ

とがうかがえる。また、診療所機能を有する法人

では、当事者は医療処置や検査の実施に日頃から

慣れており、その点でも状況は異なると考えられ

る。 

 外部受診時の困難は、診察、検査、処置の拒否

だけではなく、医療関係者への暴力、医療機器の

破壊、他の患者への迷惑など多岐にわたり、普段

の生活状況とは異なる環境下で、強度行動障害の

当事者への対応に慣れない医療者の対応では、現

実に対応が困難な状況が見て取れる。実際に、4割

以上の福祉関係者が今後の診療を断られたという

経験をしている。 

 入院治療においては、入院受け入れ先が決まら

ないという体験を56.5％が経験しており、実際に

入院をあきらめているケースもあるようである。

しかしながら、その受診理由は、肺炎などの感染

症、頸椎損傷、骨折、白内障、癌、水中毒、交通

事故、脱腸、腎不全、虫垂炎、腸捻転、イレウス

などであり、決して放置できない疾患が並ぶ。必

要な医療が、当たり前に受けられない危険性と隣

り合わせにある当事者の現状を示していると思わ

れる。 

 入院の付き添いは、6割以上で求められており、

施設の職員や家族などが対応している。家政婦、

付添婦の派遣を利用しているケースもあるとのこ

とであるが、どの程度の対応が出来ているのか、

確認が求められる。付き添いの負担が大きい一

方、コロナ禍や病棟管理上の事情から付き添いが

出来ない、あるいは、複数名が付き添えないこと

が悩みともなっており、柔軟な対応を可能にする

枠組みが求められる。 

 外来受診においては、待ち時間をなくしたり、

個室を準備すること、入院においても個室を準備

したり、待たせるための持ち物を持たせること、

手順書やスケジュールを持参させるなどの工夫が

行われている。個室料は、個人の負担となってい

ることも、病院側が請求せず、減免となっている

こともあると思われるが、前者では個人の負担

増、後者では病院経営上も負担となっている。こ

のような工夫を実施することへの何らかのインセ

ンティブが求められる。 

 行動制限については、精神科病棟のみならず一

般病棟においても行われており、退院後の ADL低

下とも関連している。外部医療機関での入院医療

を可能にするためには、不可欠であることも十分

に理解しつつも、当事者の負担のみならず、合併

症や退院後の ADLの面からも最小化が求められ

る。 

 福祉関係者の自由記述では、医療関係者の理解

が十分でないことと、一方、当事者の医療につい

て後ろ向きであったり、人権を配慮していないの

ではないかという不信も垣間見える。また、専門

病棟や多様な診療科を有する専門病院への期待も

高い。これらに対して何らかのインセンティブや

体制確保が検討される必要があるように思われ

る。
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調査要旨 

 当事者家族を対象として、強度行動障害を有する当事者の診療経験、そのなかで苦慮した点、有効で

あった工夫などに関する情報を得ることを目的としてアンケート調査を実施した。回答者は207名であ

り、20歳以上40歳未満の当事者の親で、回答者は母親が多かった。大部分の当事者がかかりつけ医を

有しており、歯科、児童精神科が多く、次いで内科、小児科が続いた。一般身体科受診については42％

が困難を抱えているが、入院診療、救急医療、救急車の対応を断られた、警察を利用するように言われ

たといった命に関わる状況が存在しており、実際に手術や医療を諦めざるを得なかったといった回答も

あった。最終的に専門的な医療を受けることが結局できたという回答の中には、医師からの直接連絡や

家族からの直接連絡が奏効したという回答が多く、ここでもかかりつけ医に役割や、また家族が奮闘せ

ざるを得ない現実を示しているといえる。 

かかりつけ医を受診する工夫としては、時間を過ごさせるための物を持参する、医療処置について写真など

を用いて事前に説明する、タイマーなどを使って見通しをもたせるなどの発達支援、支援者の付き添いの一

方、待ち時間を短くする、個室を準備して待たせるなどの病院側で可能な配慮があげられている。他方、か

かりつけ医以外の病院受診で困った理由は、待ち時間、検査やバイタル測定の困難とともに、医療関係者が

強度行動障害の当事者への対応になれておらず、親も不安を抱えることがあげられている。 

 入院医療については、家族が終日に渡って付き添いを求められるケースが70％に及び、付き添い者の食事

の調達に苦慮したり、トイレにも行けない現状が明らかになり、また個室利用に際して、個室料が高額に要

求される実態、医療的処置や検査の実施に困難があったり、安静が保てず苦慮している実情も明らかになっ

た。入院治療においては、スケジュールを提示したり、入院期間の見通しがつくようにする、過ごすための

物を持ち込むなどの工夫が重要であるが、そのためには医療関係者から親に情報が伝えられることが前提と

なり、医療者と家族との良好なコミュニケーションが求められた。 

 医療と福祉のカンファレンスについては77.5％が実施されておらず、福祉サービス事業所からのコミュニ

ケーション支援や入院中に利用な障害福祉サービスについても情報が提供されているのは少数であった。 

 常日頃から病院受診になれていることが必要であるが、かかりつけ医のみでは医療は完結しない。待ち時

間をなくすことや個室の準備など、どの医療機関でも可能な工夫はあるが、それを実施するためには受付か

ら医療従事者まで多くの職員が強度行動障害の特性を理解すること、事前の調整が必要であると考えられ

る。 

 

 

A.はじめに 

 強度行動障害を有する当事者が疾患の予防や治

療のために、精神科医療以外の一般身体科医療を

必要とすることはしばしばあるが、行動上の課題

のためにスムーズに治療を受けることができない

ことが懸念される。しかし、強度行動障害者の一

般医療受診の実態を明らかにする資料はなく、ま

た、対応された事例のなかには参考となる好事例

が存在すると思われる。本事業では、医師・歯科

医師、当事者家族、福祉関係者のそれぞれに対し

て調査を実施し、強度行動障害を有する当事者の

一般身体医療の実態を把握するとともに、好事例

を集積することで、強度行動障害の当事者の一般

身体医療の拡大することに資する情報を得ること

を目的とした。本調査では、当事者家族を対象と

して実態調査の結果を報告する。 
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 なお、本調査における強度行動障害は、行動障

害児（者）研究会（1989）に基づき、 

○精神的な診断として定義される群とは異なり、

直接的他害（噛み付き、頭突き等）や、間接的他

害（睡眠の乱れ、同一性の保持等）、自傷行為等

が通常では考えられない頻度と形式で出現し、そ

の養育環境では著しく処遇の困難なものであり、

行動的に定義される群 

○家庭にあって通常の育て方をし、かなりの養育

努力があっても著しい処遇困難が持続している状

態 

とした。 

 

B.調査目的 

 強度行動障害のある当事者の家族を対象とし

て、強度行動障害を有する当事者の診療経験、そ

のなかで苦慮した点、有効であった工夫などに関

する情報を得ることを目的とする。 

 

C.アンケート調査 

 Googleフォームを用いて、当事者家族を対象と

した無記名のアンケート調査を実施した。調査期

間は令和6年 2月から 3月までとした。 

 

D.結果 

当事者家族207名より回答を得た。 

＜回答者の属性＞ 

当事者の年齢は、20歳以上40歳未満 68.1％、20

歳未満22.7％、40歳以上 60歳未満9.2％、60歳

以上0％であった。 

 

回答者は当事者から見て、母親が84.1％、父親が

10.6％、子どもが 6％、同胞が1.9％、その他が

0.5％であった。 

回答者の年齢は40歳以上 60歳未満が 61.4％、60

歳以上が 33.8％、20歳以上40歳未満が2.9％、

20歳未満が1.9％であった。 

 
＜かかりつけ診療の現状＞ 

 かかりつけ医がある当事者家族は91.8％、ない

という回答は8.2％であった。 

 

かかりつけ医の診療科は、歯科 64.8％、児童精神

科 61.7％、内科 32.7％、小児科 31.6％、皮膚科

16.3％、耳鼻咽喉科11.7％、眼科8.7％、脳神経

内科 7.1％、整形外科 5.6％、外科２％、その他と

して、心療内科、内分泌内科、発達診療科、総合

診療科、脳神経外科、アレルギー科、遺伝診療科

であった。 

＜一般身体科医療受診の困難＞ 

 一般身体科医療の受診の困ったことがない

58％、あるが42％であった。 

2024/04/21 22:33

https://docs.google.com/forms/d/185hjZBoXEqhFAq6cA9_fuGjwLg4Xk9H-gHxcn96MvUE/viewanalytics 1/26

1−1

207 

1−2

207 

1−3

207 

207 

20
20 40
40 60
60

22.7%

9.2%68.1%

10.6%

84.1%

20
20 40
40 60
60

33.8%

61.4%

2024/04/21 22:33

https://docs.google.com/forms/d/185hjZBoXEqhFAq6cA9_fuGjwLg4Xk9H-gHxcn96MvUE/viewanalytics 1/26

1−1

207 

1−2

207 

1−3

207 

207 

20
20 40
40 60
60

22.7%

9.2%68.1%

10.6%

84.1%

20
20 40
40 60
60

33.8%

61.4%

2024/04/21 22:33

https://docs.google.com/forms/d/185hjZBoXEqhFAq6cA9_fuGjwLg4Xk9H-gHxcn96MvUE/viewanalytics 1/26

1−1

207 

1−2

207 

1−3

207 

207 

20
20 40
40 60
60

22.7%

9.2%68.1%

10.6%

84.1%

20
20 40
40 60
60

33.8%

61.4%2024/04/21 22:33

https://docs.google.com/forms/d/185hjZBoXEqhFAq6cA9_fuGjwLg4Xk9H-gHxcn96MvUE/viewanalytics 2/26

2-1

207 

2−2
2−1

196 

3-1

207 

8.2%

91.8%

0 50 100 150

…

…

…

64 (32.7%)64 (32.7%)64 (32.7%)
62 (31.6%)62 (31.6%)62 (31.6%)

14 (7.1%)14 (7.1%)14 (7.1%)
121 (61.7%)121 (61.7%)121 (61.7%)

11 (5.6%)11 (5.6%)11 (5.6%)
4 (2%)4 (2%)4 (2%)

23 (11.7%)23 (11.7%)23 (11.7%)
17 (8.7%)17 (8.7%)17 (8.7%)

32 (16.3%)32 (16.3%)32 (16.3%)
4 (2%)4 (2%)4 (2%)
3 (1.5%)3 (1.5%)3 (1.5%)

127 (64.8%)127 (64.8%)127 (64.8%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)
1 (0.5%)1 (0.5%)1 (0.5%)

42%

58%



- 3 - 

 

 

具体的には、入院診療を断られた（18.8％）、救

急病院の外来受診を断られた（17.6％）、望まな

い治療をうけさせられた（15.3％）、救急車での

対応を断られた（3.5％）、その他 12.9％であっ

た。「その他」のなかにも上記の項目に該当する

回答も多く含まれていた。家族で連れて行けな

い、建物や診察室に入ってくれない、救急車では

なく、警察を呼ぶように言われた、当事者が子ど

もの声に反応、当事者、家族ともに不安と混乱、

マスクを着用できないので断られた。入院が不可

能であると告げられ、手術や治療をあきらめざる

を得なかった、医療処置がおこえなかった、暴れ

たので追い返された、「ここで診れる子と思いま

すか」と言われた、などである。 

＜専門的医療受診に関連する困難＞ 

 専門的な医療のためにかかりつけ医から他院に

紹介する際、なかなか受信先が決まらなかったこ

とがあったか、という質問に対し、70％はそのよ

うな方はなかった。18.8％は「そのようなことが

あったが最終的には専門的治療を受けることが出

来た」、「そのようなことがありかかりつけ医が

対応し回復した」が4.8％、「そのようなことがあ

りかかりつけ医が対応し回復した」が 6.3％であっ

た。 

 
 「そのようなことがあったが、結局、専門的な

治療を受けることができた」と回答した回答者の

うち有効であった方法は、医師からの直接連絡

（47.6％）、親自身からの連絡（40.5％）、地域

の障害福祉関係の支援者からの連絡（11.9％）、

ケースワーカーからの連絡（7.2％）、親の会から

の連絡、行政職員からの連絡、受付職員からの連

絡がそれぞれ2.4％。その他として、警察官、救急

車、県の医療相談、特別支援学校からの連絡など

であった。 

「そのようなことがあり、結局、かかりつけ医が

対応したが、回復していない」または「そのよう

なことがあったが、結局、専門的な治療を受ける

ことができた」と回答した回答者の病名や病状は

以下の通り：自傷が激しく入院してすぐに退院さ

せられ、薬の調整が出来なかった、疥癬、コロナ

ウイルス感染症、脂質異常症、児童精神科から精

神科への移行、てんかん発作、自傷行為による膝

の腫脹、顔面の蜂窩織炎、親知らずの抜歯、耳下

腺部の腫れ、停留精巣、精巣上体炎、異食による

イレウス、自傷による頭部外傷、口唇口蓋裂によ

る矯正、痔、粉瘤、外傷、糖尿病、齲歯、脂肪

腫、下腿浮腫、しもやけ、睡眠障害、緑内障、不

明熱など。 

＜かかりつけ以外の病院を受診する際に有効であ

った工夫＞ 

時間を過ごすための物を家族の判断で持たせた

（52.1％）、支援者が業務として付き添った

(25.6％)、医療処置について写真などを見せて事

前に説明した（23.9％）、手順書やスケジュール

を持って行った（19.7％）、静かな環境で待てる

ように部屋を準備してもらった(17.1％)、時間外

など空いている時間に対応してもらった

（17.1％）、時間を過ごすための持ち物を支援者

や親の会の仲間のすすめで持参した（8.5％）、タ

イマー等を用いて見通しがつくようにした

（8.5％）、時間を過ごすための物を病院の指示で

持って行った（5.1％）、支援者がボランティアで

付き添った（3.4％）、その他6.8％であった。そ

の他には、待ち時間を短くしてもらった、予約時

間まで来るまで待機した、診察の順序を最後にし

てもらった、静かな環境で待機させた、 

どのようなことをするか付き添いがモデルを見せ

た、向精神薬を内服させたなどであった。 

＜かかりつけ医以外の病院への受診で困った点＞ 

待ち時間が長い81%、採血が困難であった

56.2％、心電図や脳波などの検査が困難であった

50.4％、医療スタッフの対応が当事者の特性を踏

まえたものではなかった48.8％、待合が騒がしい

43％、慣れた場所への外出に困難はなかったが、

新しい場所に出かけるのは困難であった40.5％、

身長や体重や血圧の測定が困難であった21.5％、

そもそも外出が困難であった20.7％、その他（本
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人への説明や対応がすべて親に委ねられる、遠

方、暴れる、医療者が対応に慣れていない、病院

への恐怖感、親が病院での対応に不安、など） 

＜かかりつけ以外の病院への入院経験＞ 

ありが 32.3％、なしが 67.7％ 

 

＜入院診療科・入院理由（自由記述）＞ 

・口腔外科  

智歯、埋没歯の抜歯、う歯の治療 

・皮膚科 

重症薬疹(多形紅斑) 

・ 精神科  

器物破損 自傷 

・小児外科 

停留精巣摘出術 

・小児科 

けいれん、ホルモン検査、蜂窩織炎  

・脳神経内科 

てんかん 

・胸部外科 

縦隔腫瘍（腹腔鏡手術） 

・内科 

急性胃腸炎、水痘、肺炎 

・消化器外科 

消化管出血 

・眼科 

網膜剥離 網膜再生手術 

・泌尿器科 

血尿、膀胱鏡検査 

・外科 

外傷、動脈、神経断裂、イレウス（開腹術） 

・整形外科 

骨折 

・耳鼻科 

耳垢除去 

＜入院時の付き添い＞ 

家族が終日付き添ったが 70％、家族が日中付き添

ったが 5％、家族と支援者が交代で付き添った

2.5％、付き添いを求められなかったが20％であっ

た。 

＜入院治療で困った点＞ 

手術室に移動する直前に、不穏になりかけて、開

始時間が押してしまった。 

消灯後に不安になり病室から出て廊下をぐるぐる

歩いたりナースステーションからアラーム音が常

に聞こえていたり人の気配で眠れなかったりした 

トイレ、シャワー付きの個室にならざるを得な

い。個室を希望したので料金が割高になった 

付き添いの食事は頼めず 交代者もいない為 本人

が寝ている間に看護師に声をかけ 走って一階上の

売店へ行き 母の食事や飲み物の調達をしていた 

退院後の施設を探したが難航した。 

部屋からの飛び出し。点滴を本人が外す。床への

頻繁な排泄。 

全く寝なかった。多動で飛び出したり、点滴の管

をかじって外してしまったりした 

本人が入院する意味を説明したが、理解できなか

った 

採血を含め検査をしたことがなく、なんの検査を

どのようにするのかも分からないので、チャイル

ド・ライフ・スペシャリストに医師との仲介をし

てもらい、絵カードや事前練習をさせてもらい検

査をすることができた 

ICUにいることを嫌がり騒いだ 

母親（親族）以外の付き添いができなかった 

トイレ付の個室にしてもらったが付き添い人の食

事の買い出しが難しかった 

スケジュールは示していたが家に帰りたがり騒い

だ 

多動で目が離せないので、入院中、親自身の食事

の調達や、洗濯に出るなどができず、夜に家族が

来るのが頼りだった 

全く理解ができないので CT検査や血液検査をす

る時に暴れて何回もやり直された。最終手段でベ

ッドに固定してもらった。 

オペ前の絶食期間での我慢（館内放送で「食事を

取りに来て」と流れるので自分も食べられると、

食事の要求をするのを我慢させることが大変だっ

た） 

オペ後、麻酔が切れて大暴れした 

事前に手術室前での待機を申し出たが断られた 

オペ後病室へ帰ったが、傷口を触る（包帯やテー

プなどすべて剝がす）ので身体拘束をされたが、

力が強く、拘束バンドを引きちぎり暴れた、結局
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母がずっとベッドへ寄り添い、傷に触らないよう

注意していた 

付き添いの母への配慮は全くなし、食事、トイレ

等、とても困った 

夜、寝ないので、同じ病室の人に迷惑をかけてし

まった 

過敏で食事が困難。ご飯を食べられないが、パン

は出せないとの事で、食事が毎食栄養剤になると

の事。部屋にトイレがなく、トイレに行く時はボ

タンを押すように言われたが、本人は理解ができ

ない。 

付き添いの、食事と入浴、他に変わってもらう人

がいない 

端的なことは、回答可能だが、様子や変化につい

ては説明を家族がした。 

点滴を抜く、暴れる、大声を出す 

個室しか無理なのでお金がかかる。 

母親が付き添うので、残された家族が心配。 

荒れて拘束室に入れられることが頻発した。拘束

には時間などの制限があるために結局一人しかい

ない鍵のかかった女子棟？に移動になり、そこに

ずっと入れられた。学校の机とベッドしかない無

機質で暗くコンクリでできた牢屋のような所だっ

た。 

多動の付き添い、点滴を外してしまう、自分（付

き添い者）の食事 

とにかくベットでじっとできない、相部屋は無

理、個室でも部屋から飛び出す、他の部屋や病院

の中のあらゆるところに入っていき危険。点滴を

外したがって暴れる。 

付き添い者はトイレも食事もままならない 

点滴を抜いてしまわないように常にみていなけれ

ばならない 

付き添い一名では、長期間対応出来ない。 

入眠時に発作が頻発し、起きているときには目が

離せないほど動き回るので、入院中ほとんど眠れ

なかった 

トイレにも簡単には行けない 

食事が付き添い用の分がないので、買い物にもな

かなか行けない 

お風呂にも入れない 

相部屋の時は、隣のベッドとカーテンで仕切られ

ているだけなので他の患者のアラームや泣き声で

部屋にいられなかった。 

付き添い用の簡易ベッドがあっても、添い寝しな

いと眠ってくれない。ベッドが狭すぎて体中が痛

くなった 

採血がなかなか出来なくて、数人で押さえてでき

た。レントゲン、手術室に入ることが難しく、母

が付き添いました。手術室では、麻酔が効くまで

側にいた。 

点滴を外してしまう。採決の時看護師を叩いてし

まう。抜糸時、押さえつけるのに何人もの人手が

必要。病院食を食べず、毎日食べさせに通う。ガ

ーゼの交換が出来ず親が毎日看護師に変わりす

る。 

特に困ったことは無かったが、大学病院に入院し

たので任せるしか無かった。ただし自由に面会が

できないこと。24時間対応してもらえる病院でな

いと入院は難しい。 

目が離せず付き添い中はトイレに行けなかったり

食事が取りづらかったりした。本人が大きい声を

出すので周りに迷惑だったので早めに退院した。 

元気になると、点滴を引きずって、病院内を徘徊

する 

食事を拒否…母親がみじん切りした 

慣れない環境。時間をもて余す。退屈。不安。 

 手術終了後の痛みの説明の理解ができないた

め、なぜ痛いのかを理解できない 

点滴を抜く 

包帯を外す 

コロナで会わせて貰えずその間に薬の量が増え会

えるようになったら震え等がひどくなりビックリ

した 

完全に離れるのは初めての経験だったので、私

（親）が情緒不安定になってしまいました。 

家族の付き添いが求められた 

受け入れ先の病院決定までに8時間以上かかっ

た。 

病院へと搬送については、本人が体力衰退するの

を待つか、少なくとも 5名以上の介助者が必要で

あった。 

大学病院の為待ち時間がかなり長かった 

病院に泊まるのを理解できずに嫌がり、夜ほとん

ど寝なくて「おうち帰る」と言い続けた。 

＜入院治療で役立った工夫＞ 

清拭などの普段のスケジュールにないものは省

き、病院食も許可を得て無しにして、食べられる

物を食べて良い時間まで少しずつ食べて過ごし



- 6 - 

 

た。飲食不可の時間になったら病室から自宅に持

ち帰り、目に入る所から食べ物を無くした。 

部屋に カレンダーを貼っておおよその退院日に家

に帰れる事を一日ごとに短くして見通しを持たせ

た 

本人の暇を潰せるグッズやタブレットを持ち込ん

だ 

障害者団体の病院情報 

個室にした 

検査をする場所や手術の場所の写真を撮らせても

らったり、事前に見学させてもらえた 

検査の前に検査の練習をしてもらったり実際の動

きを見せてもらえた 

体にどんな管を付け、いつ外れるか、病状により

変更があるという了解の元、教えてもらい本人に

視覚的に伝えられた 

児童精神科の医師から配慮が必要な点についてコ

メントをもらえた 

好きなもの（絵本やゲーム、ポータブルDVD（わざ

わざ購入して））を持っていった 

ベッドに固定してもらえたのは本当に良かったで

す。本人も諦めて暴れることもなく処置をして頂

けました。病院のスタッフさん達がずっとついて

頑張った。 

個室を利用。ビデオを持ち込み、お気に入りのビ

デオをずっと見ていた。 

窓から工事車両（隣の敷地が工事中だった）を眺

めていた。 

なるべくいつも持っているものを、そばに置いて

おく 新聞やテレビガイドなど 

顔マークや我慢度のスケール、時計の絵やひらが

な付きの内容説明、場所の図を用意してもらえ

ば、かなり納得してくれると思います。 

タブレットで好きな動画や音楽を聴く 

いつもしている視覚支援や環境調整を一部だけ取

り入れて、絵カードで伝えたりご飯は一人で食べ

られるようにしてくれた。 

本人の興味のある好きなゲームや DVDを持参し、

病院で DVDプレーヤーをお借りして余暇の時間に

使用した。 

することがないことで、問題行動に発展する為、

病室に DVDプレイヤーやゲームなどを持ち込んだ 

スマホやタブレットが視覚的に状況を把握させる

のに役立つ 

一緒にいること、パズルなど好きな物を持って行

った。 

個室で、本人の希望にできるだけ合わせてもらえ

ること。オルゴールや部屋の明るさなど。食事の

時間以外での捕食などやってもらった 

 手術の際の事前検査で EKGなど、初めての検査

の際に携帯で検査を検索し、イラスト付きの説明

内容で、イラストを見ながら「痛くないから大丈

夫だよ」と説明ができ、本人も理解ができ、検査

が何事もなくすんなり受けられた 

スマホを持たせて動画を見せた 

２か月間保護室で誰にもほぼ干渉されることな

く、夜間も睡眠し、３食食べていた 

術後は不安定にならないように当日は泊まった。 

①安静安全な場所の確保（環境を整える）②ドク

ター、看護師、ケースワーカー、家族のこまめな

情報共有③面会謝絶で刺激を減らしリセット。安

静治療に専念できた④幼い頃、母に担がれストレ

ッチャーに乗った経験 

幼少期の頃から親や支援者の指示を聞けるように

生活に工夫をしてきた 

視覚支援をしたが治療よりも病室で過ごすのが大

変だった 

＜福祉サービス事業所からのコミュニケーション

支援＞ 

なし95％、あり 5％

 

＜行動障害のある人が入院中に活用できる障害福

祉サービスがあることを市町村や相談支援事業所

などから情報提供されたこと＞ 

なし89.2％、あり10.8％ 
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＜医療と福祉のカンファレンス＞ 

医療と福祉が同席するカンファレンスは 

なかった 77.5％ 

退院時にのみ医療と福祉が同席するカンファレン

スが開催され、家族も参加した 7.5％ 

入院時と退院時に医療と福祉が同席するカンファ

レンスが開催され、少なくとも一方に家族も参加

した 7.5％ 

入院時にのみ医療と福祉が同席するカンファレン

スが開催され、家族も参加した2.5％ 

その他5％ 

＜病院に連れていく前に本人が強く嫌がること＞ 

新しい病院に行くときには嫌がる 56.5％ 

特に怖がる様子はない 31.9％ 

医療処置や医療者の対応で怖い思いをしてから怖

がるようになった29％、他の患者の声を聞いたり

怖がる様子を見てから怖がるようになった

23.2％、理由はわからないが怖がるときがある

22.2％、家族が無理をして連れて行ったことがき

っかけで怖がるようになった12.1％ 

その他（一番目に呼ばれないと嫌がる、待ち時間

が長いと嫌がる、病院に入りたがらない、 

人が怖い、痛い思いをしてから嫌がる、道順や建

物を見てかんしゃくを起こす、強制的に指示され

ることを嫌がる、予期せぬ検査を嫌がる、車から

降りない、白衣を見ると怖がるなど） 

＜外来治療や入院治療の受け入れを拡大していく

うえで、何が必要か（自由記述）＞ 

強度行動障害は重い知的障害を伴うことが多く、

自閉スペクトラム症の支援であげられるような事

前の説明や時間を過ごせるアイテムもなかなか持

っていない。よくない経験を積むよりも、辛いこ

とはぼんやりしているうちにさっさと終わらせる

ほうが、本人も家族も医療機関もいいときもある

ので、穏やかに鎮静できるような薬物投与が一番

いいのではないかと思う。 

医療側の理解：今回の入院手術は、本人の生活の

ペースを尊重していただき、自宅での生活とあま

り変わらない環境設定にできました。 

専門の時間帯や車内で待機できるように配慮、医

師やスタッフが好意的に受け入れてくれると嬉し

い 

入院はなるべく個室にして欲しい 

待合室(小さな小部屋で良い)があるといい 

ヘルパーが付き添えない場合病院に障害に対して

理解があり正しい対応のできる医療スタッフがい

るといい 

広く強度行動障害の認識が広がりそういう人もい

るんだとなる世界になって欲しいです。 

必要なものは心のゆとりと、差別ではなく区別で

す 

歯科も含め、全ての医師と看護師の自閉症児者、

強度行動障がい者への知識、本人のニーズへの配

慮。他科の医師が精神科医主治医と連携を取ろう

とする姿勢がほぼ見られない。保護者を介して診

察内容を伝えようとするが、保護者や本人への精

神面の負担が大きい。保護者も医療の知識を身に

つけないと伝えようにも話がわからない。非常に

困りを感じている。 

強度行動障害への理解と柔軟な対応  

医療従事者の方の理解度の深さ 

障害者への理解と診察や治療の手順書が病院側に

用意されていると助かります 家で用意した手順書

と実際の治療と違う事があるため 

難しいとは思いますが急かさないで診察が受けら

れる時間的な余裕と医療スタッフの心のゆとりが

あると連れて行く保護者も有り難いです 

てんかんの服薬で精神状態が悪化しました。てん

かんと精神の両面から見てくださる医師がいてく

れたらと思います。 

知識に基づいた対応をお願いしたいが人手が足り

てないように思う 

ヘルパー同行 

医療従事者の理解と協力、また、同じ病院にかか

る他の患者さんの理解が必要です。 

なぜ待てない、なぜ暴れる、なぜ奇声を発する、

等の障害特性です。周りの目を気にしながら、当

事者も親も支援する人も本当に大変です 

病院へ予防接種や血液検査をする時に数人のスタ

ッフの方々が助けてもらわないと必要な検査や予

防接種が受けられない。時々、人数を確保される

のに時間がかかって本人が待ちきれず困った事が

あります。保護者としてはそうであっても賛同に

応えて集まって下さったスタッフの方々に感謝し

ております。 

「この子大変だから人数が必要」と知って分かっ

ておられるスタッフの方は少々お時間を頂いて直

ぐに対応してくれるのですがそうでないと時間が

かかってしまいます。 
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歯科では押さえないと治療などが出来ず、ネット

でもゴミ収集する時のネット、押さえるのは自転

車のなどで使われる物で身体を押さえ、それでも

暴れる時はスタッフと親が押さえる。しかし、だ

んだん子どもも嫌になり、スタッフの方も手伝っ

てくれなく親１人で押さえるようになりました。

まともな治療も出来ず時間と保険料が無駄にかか

るので小児科の大きな病院で歯科があるところを

ネットで調べました。もっと強度行動障害の為の

成人になってからも気楽に安心して通える歯科が

あったらと願います。 

医療者に自閉症の患者に対する対応要領を学んで

いただきたい。 

オンラインでの受診や訪問医療、医療スタッフと

は別に強度行動障害の支援について十分理解のあ

る行動援護スタッフが必要だと思います。また、

そうしたスタッフの待遇や職場環境が向上するこ

とを願っています。 

病院毎に受診の手引きがあると良い 

強度行動障害は、こうだからと決めつけず、その

人の特性に合わせた対応。 

家族以外の付き添いが必要、特にヘルパーの付き

添いや利用が可能としてほしい 

当事者の周りの人々が医療従事者の方へ強度行動

障害の特性や対応の仕方を理解してもらえるよ

う、適切な治療を受けるために何が必要な支援な

のか、どういう困り感があるのかを伝えていくこ

とが必要なのではないかと感じます。 

親も病院も、当事者にきちんと視覚支援で伝えど

んな工程で進むのか、何故病院に行くのかを伝え

たら、怖がらず受信出来るとこ思う。 

病院の検査などで、手順書が病院にあるといいと

思う。今は、全て自分で作って持っていくので。

手順書があると、障害があっても無くてもみんな

病院に嫌なイメージを持たないと思います。 

医者や看護師が強度行動障害について理解するこ

とが第一だと思います。 

他には待合場所を個別に設けてもらえると本人も

付き添い人もとてもありがたいです。 

各医療機関での障害へのご理解やご協力が重要か

と思います 

周囲に迷惑をかけず安心して過ごせる場の確保、

病院側の理解、入院中の付き添い（親、ヘルパ

ー）、受け入れに関する情報などの周知、重症や

緊急時の裏入れ体制の確保など 

事前の学習が有効。受診の見通しがもてる動画を

作成してもらうのがいいかもしれない。動画が好

きな子どもは多いです。 

ひどい対応は今まではないが、現場が殺伐として

いて病院かかることが気が重い。現場の人数の拡

充と、発達障害児のリアクションに対して医療現

場が知識を持ち対応できること必要と思う。子供

に動画鑑賞用のタブレットを貸出またはフリーWi-

Fiが病院にあるだけで、何とか院内に誘導できて

長い待ち時間を乗り越えられる。 

視覚的構造化、障害特性の理解 

眼科や歯科は、受診を断られてしまう。他に紹介

もしてもらえないため、すごく困る。 

診療拒否されないように、配慮のある病院リスト

がほしい。 

障害者本人が信頼する支援の付き添いが必要です｡ 

カルテに書いてあるはずなのに毎回こちらから発

達障がいの話をしないと対応してもらえない診療

所があります。 

まずはそういう事前確認をして欲しいです。 

初めてお会いする医療関係者は、息子をどのよう

に扱えばいいか戸惑ったり緊張されたりするの

で、今通院している内科は最初は精神科に通って

いて、内科の採血を精神科でしてもらったりしま

した。普段から時間をかけて場所や人に慣れれば

通いやすいと思います。 

初めての場所や対面に難しさを感じるので 

治療･通院･入院以外にコミユニケーションの工夫

が必要かなと思います。我が家の場合は注射を必

要とする治療が無理なので、インフルエンザ等ワ

クチン接種が飲めるような方法が見つかるといい

なと思います 

まだそこまでの経験がないので分からない 

強度行動障害の特性をきちんと理解してくれる病

院の医師やスタッフを揃えてほしい。 

本人の不安がなるべくなくなる様、視覚的支援や

障害の特性に合った関わりをして欲しい。 

本人だけでの入院は厳しいので、親も一緒に居れ

る個室を望みます。 

医療従事者の障害への理解 

受け入れる病院が特定されるため、受け入れない

病院はますます経験がなくなり、受入を躊躇する

ようになる。経験のある医療関係者（医師、看護

師、麻酔師）がどの主要病院には必要。 
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医師、看護師、麻酔師の慣れ。知識や理屈だけで

は対応ができない。慣れの機会としては、定期健

康診断を病院が担うことではないか。 

たまたま息子は、今まで緊急で受診が必要になる

ことがなかったのですが、もしそういう事態にな

ったら、いろいろ準備が必要だと思います。恐ら

く、実際には思っているよりも大変かもしれない

し、もしくは、予想よりもスムーズに受けられる

かもしれません。普段使っている物をいろいろ持

ち込むかもしれません。 

言葉を理解することが難しいので、これから何が

起こるかを伝えるために、絵カードを準備する・

動画を見せる、など。 

医療機関の方々には、急かさずに待ってもらう余

裕が欲しいです。人によって注意すべきポイント

は違うので、どんな患者か、知ろうとして欲しい

です。 

 

入院することになったら、恐らく家族の付き添い

(24時間)を求められると思いますが、家庭によっ

て交代出来たり出来なかったりするので、何らか

の支援は欲しいです。 

慣れている人の同行 

強度行動障害の子へのスタッフの理解と優しい声

かけ 

知的障がい専門の総合病院を設けてほしいと思い

ます。高度救急医療も設備された、スーパードク

ター集団であれば安心して受診ができると思いま

す。 

時間的余裕。十分なスペースの確保。防音。 

人員不足はすぐには解決できないかもしれません

が、医療スタッフの接し方、保護者への声かけの

仕方について研修を積むなどすぐに出来そうなこ

とを継続するだけでも保護者や本人にかかる精神

的負担が軽減されると思います。接し方が上手な

方とそうでない方の差が大きいと感じます。 

先方の理解、付き添いの確保、クールダウンの部

屋、万が一に備え、フリーで補助に入れる人 

耳鼻科治療はドクター、ナース３人プラス親、こ

れでも、出来たのは10歳位まで、その後は、暴れ

過ぎで、病院に定期検診すら行けなくなり、噛み

つき、破壊など、家庭での生活が出来なくなり、

施設入所しました。どんなに頑張って介護して

も、もう、生活破綻していましたが、入所出来た

のは16歳です 

家族はボロボロになりました。施設入所した事

に、一つの悔いもありません。今更、頑張り過ぎ

たと、もっと前に出すべきだったと思っておりま

す。コロナ下の自宅待機など、フォローの得られ

ない時間は本当に大変でした。 

受診は困難なことが多いので、医療用のサポート

ブックのようなものを作って、受診したことがあ

る病院で今後も受診することになるであろう病院

に配布して子供のことを知ってもらうことをしま

した。 

私は障害のある子を育てているので強度行動障害

という言葉を知っていますが、医療者の方は知っ

ているのかな？と思うことがあります。受診がう

まくいくように、お互いが協力する気持ちも大切

です。 

外来治療について待合室などを別に設ける。 

なるべく待たないで良い工夫。時間予約制、車で

まち、時間が近づいたら連絡してもらい、そのま

ま診察室へ向かえるなど。 

障害者対応の時間帯や曜日をもうける。 

待てない。病院は車でギリギリまで待つ事がほと

んどです。 

ダメな事ですが、病院は嫌がるので家族が病院で

貰った薬を本人に使ったりします。 

痛い、体調が悪いとも訴えられないので、周りに

いる人や家族が気付けたらいいですがこの先も心

配です。 

専門の病院があると安心なのですが。 

遠方なので親が歳をとった時通院できるか不安。

行動支援は通院では使えないしこちらの都合より

施設の都合が優先されるのでその辺りを改善して

ほしい 

待つことができないので車での待機、症状によっ

ては診察もしていただけないかと思います。また

院内では部屋に鍵がないと院内を歩き続け介助す

るものが疲弊してしまうので鍵がほしいです。 

①ヘルパーさんなど親の補佐してくれる方。 

②病院、医師、看護婦さんが強度行動障害への対

応を出来るような機会、環境。 

・支援学校卒業までに支援学校で健康診断（血液

検査を含む）を受けられるように練習する。 

・どのような工夫や支援があれば検査が受けられ

るか養護教諭が把握し、進路先に引き継ぐ 

・重度知的障害者や強度行動障害者の健康診断は

自己負担を無料にし、行動援護の対象にする。 

・年に1度の健康診断を受け入れ先に義務化する 
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・重度知的障害者や強度行動障害者の通院同行の

行動援護は、診察や検査時も支援に含まれるもの

とする。 

・チャイルド・ライフ・スペシャリストのよう

な、医療にかかる際の仲介となる人を養成する 

・患部部分だけでなく、本人を総合的に診ること

ができる人を養成する 

曇り空、目の前を救急車が通った、テレビで災害

のニュースがあった急なスケジュール変更などで

突然変貌します。いつもは明るい笑顔の子ですが   

この様な事で私はこれまで何回もわたしは殴られ

たり蹴られたり叩かれたりしています。わたし家

族なら仕方ありませんが、他の方に危害をと思う

と病院に行きたくても連れて行けなかった事あり

ます父親が休みの時はいいですが 以前は親せき

の叔父に付き添い頼みましたが、皆高齢または亡

くなったりでもう頼める人はいません。なのでそ

ういう時にお願い出来る公共の機関があればとて

も嬉しいです。 

 発熱者対応の[お熱のある方はこちらへどうぞ]

の様に[スペースが必要な方はこちらへどうぞ]等

の、専用の静かな空間の場所、絵、イラストでの

場所提示、特に診察の手順書等が必要かと思いま

す。見通しがつかないと不安でパニックになる、

それでなくとも体調不良でパニックになり精神不

安定な所に、その様なスペースが無いと家族や支

援者が何人も必要で、混雑した場所はパニックに

なる。 

 まずは当事者がどの様な支援があると少しでも

安心して外来•入院治療が出来るかを、息子の外来

受診の一例を説明します。その支援は、受診日の1

ヵ月前から始まります。 

 ①受診日を1ヵ月のスケジュールカレンダーに

提示(提示の仕方は写真、イラスト、イラスト+文

字、文字のみひらがな、漢字等、当事者の認知力

により提示) 

 ※通常、息子は1カ月間のカレンダーでスケジ

ュールをみて、更にその日 1日分のスケジュール

提示(文字での)をし、見通しを持つ事で不安やパ

ニックに対応している。 

 ②外来受診の実際 

 A 支援者が息子と共に車内で待機して、B支援者

が待合室で順番を待ち、呼ばれそうな時間帯にな

ったら支援者Aに連絡し、息子と共に待合室で順

番を待つ、その待つ際も安心する持ち物、混雑し

ていないスペースを少しでも探して待つ、息子の

手には診察室での診察手順書を持ち、イメージし

てもらい、見通しを持たせる、そして、あと何分

で診察かを受付に確認しタイマーを提示、時間の

見通しを持って頂く。これらを支援して、初めて

受診をする事が出来ます。それでもパニックにな

る事もあります。診察が終わると、支援者Aと息

子はすぐに車に戻り待機、本日頑張ったご褒美に

好きなランチに行く事を1日のスケジュール表提

示して、好きなゲームをしてもらう、支援者 Bが

会計、薬局で精算後車に戻るまでのおおよその時

間をタイマーで提示し見通しを立て、不安なく待

てる様支援する。これらを支援しても尚、ストレ

スがかかると家の壁に穴を開けたり、自傷、パニ

ックになります。どうぞ障害をより理解していた

だき、当事者の身体的だけではない、精神的、社

会的ケアを含めたトータルペインをケアしていた

だきたく思います。 

医師同士の情報交換、MSWの関わり、障害理解 

専門知識のある医療関係者の育成。個室の確保。 

外来治療を受ける際、待つことができず待合室で

暴れたり、大声を上げるので離れて待つ場所を作

ってほしい。 

歯科治療は暴れるので全身麻酔で治療してもらう

が、遠方の専門歯科に連れて行かなければまたな

らない。親が高齢になり、連れて行けなくなって

きた。 

地域に治療してもらえる歯科があればと思う。 

まずは、受診をとそれができない、 

自宅にて、睡眠薬を処方して服薬してから運びた

い、よくニュースで寝ていて記憶ないと事件があ

るが、病院にお願いしても受診のための睡眠薬は

処方されないため病院には行けない。往診をうけ

ているが、来てくれる病院は少なく、診察程度の

診療しかできていないので、歯科治療に、自宅に

て睡眠薬服用麻酔医師同行、ポータブル検査器具

治療をお願いしたい。 

不安が強くこの不安を取り除くため、先に時間を

かけ視覚的に伝え、予想される処置を伝え、今の

痛みや苦しみが楽になることを伝える、見通しが

持てるように説明する必要があると思います。時

間がとてもかかりますが、本人が納得するまで待

つことも現場で理解してもらう事も大切だと思い

ます。 

行動障害がある人の特性を受診前から伝えておく

ことが大切。 
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これまで、精神科 以外は、大人になってからは、

受診していません 

いつも 夫と一緒に 精神科へ連れて行いきます。

車の中で息子を待たせ受診していました。 

コロナの予防接種は、母が 接種する時に接種する

ことができました。 

通院介助が受けてくれる事業所が増えてほしい。

その時は家族支援つきでも お願いしたいです 

先ずは医療関係者の障がい者に対する理解、また

親元から離れた障がい者は、支援者が障がい者の

日常をよく観察して症状の変化を時系列で把握し

ておく為の最低限の気付きが必要。（熱があるだ

けでなく、便の状況、歩き方がいつもと違う等い

つもと何が違うか日常の気付きがないと病院につ

ながりません。医者にも説明できません）親はそ

れをしています。だから重症化する前に病院に行

けます。 

看護師の他に知識のある介護士がいてくれると助

かると思う 

他害や自傷を起こしたときにサポートしてくれる

人 待合室を個室にして欲しい。 

動かれると出来ないなどの否定的なことばがけ。

をやめる。 

受け入れる病院関係者側の理解、周知が深まって

いけば良いと思う。 

個室の待合室があると助かる。必要な時のヘルパ

ーの確保が難しいため、対応できる人材の育成が

必要。ヘルパー以外での福祉サービスでも対応で

きる支援者が対応可能な制度があると良いと思

う。訪問診療の充実。地域の医師への障がいに関

する啓発。 

歯科と眼科の治療を本人が受け入れない。歯科に

関しては、全身麻酔になると思うので、前段の検

査(採血、心電図など)も入院してやっていただけ

ると親も本人も負担が少なくなると思う。 

病院へ連れていく前に障害の内容を説明し、対応

をお願いしました。 

自分がお世話になっている かかりつけ医にお願

いをして紹介をしてもらいました。 

一番大切なのは家族が毅然とした態度で対応する

こと。 

知り合いに紹介してもらい情報を常に収集するこ

と。 

医師や従事者の理解、暖かい態度、強度行動障害

を「本人からの言葉」と受け取ってもらえるこ

と。幼児期からの療育的検診。重度訪問介護の利

用対象を広げるか、付き添い介助で使えるサービ

スがあればありがたいです。 

その強度行動障害のある人が通える専門の病院が

是非欲しいです。強度行動障害のある人達を理解

し寄り添ってもらえる病院。色んな科が入ってい

る総合病院が必要だと思います。この人達は、あ

ちこちの病院には行けない。特定の場所にある病

院じゃなければいけないのです。健常者が行ける

病院には行けない。 

障害特性を理解しているスタッフと設備 

家族のケア（食事、寝床など） 

家族同伴で宿泊できる施設（これらは、家族同伴

でなければ必要ない） 

構造化と対応医師看護師療育士のスキルアップ、

個室対応利用料特別免除（全額免除）、付き添い

人を障害者支援サービスとしての導入 

重度知的障がい者（てんかん）・自閉症・強度行

動障害・糖尿病・高血圧の所見がある。 

全般的な指導、治療等に対応していただける病

院、施設を望む。片道 100Ｋｍ弱の精神科を有する

県立病院に 6才から現在45才まで 3か月に1回通

院している。そのつどに発生した 

問題点を相談するが期待できる指導方法を提示さ

れなかった。定期的にただ薬を処方してくれるだ

けのために通院している。真摯な診療、アドバイ

スをお願いしたい。 

障害者専門の病院があればいい。 

他者との距離があると、気にせず、治療をうけら

れるので、専門窓口がほしい 

医療関係者に障がい特性と、本人にとってのこだ

わり等の情報を事前に知っておいて欲しいです。 

また、検査や診療の具体的な場所や段取りや所要

時間などを事前に教えてほしいです。できれば、

先生の顔写真や病院の写真もいただきたいです。 

また、本人のこだわり行動などを受け入れていた

だける時間的、精神的余裕を持って、診療してい

ただきたいです。 

専門的な知識を持つ医療従事者の方が増えていた

だけたら有難い。 

つい先日、定期検査の結果、便潜血陽性のため地

域のクリニックに相談したら「動いてしまうよう

な知的障害のある方の受診は受け付けていませ

ん」「相談も受け付けていません」と言われた。

大学病院や公立病院に相談したところ、「若いの

で大きな病気の可能性が少ないし、痔かもしれな
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いし、他に症状がないのであれば、無理して検査

をしなくてもよいのでは」と言われた。 

せめて公立病院や大学病院くらいは、普通の人と

同じように検査して欲しい。 

また、なぜ検査してほしいのかという家族の思い

や、検査しなかった場合のリスクなどを考えて欲

しい。 

言葉やジェスチャーなどのない最重度の知的障害

者が病気になった場合、痛みを我慢してしまった

り、痛いことを伝えられなかったりする。 

強度行動障害があれば病気によって機嫌が悪くな

ったりもするので、ただ機嫌が悪いのか、病気に

よるものなのか、それ以外の原因なのかわから

ず、暴れる本人を押さえつけたり叱ったり、精神

安定剤等を何倍も服用させたりすることになる。 

通所先の職員は、日々「暴れる原因」を一生懸命

分析してくれているが、家でも通所先でも、その

原因は一つでも減らしたい。なので、症状を言え

ない障害者は積極的に検査を受け入れて欲しい。 

以前、ひざが痛んで立てなくなり、救急病院でひ

ざの血を抜いてもらうことが度々あり、原因を調

べてもらおうとあちこちの病院(10箇所以上)に行

ったが、「こういうお子さんを調べてどうするん

ですか？」と言われたり、「検査は無理です」と

断られたり。原因がわかった後も「こういう方の

入院は難しいので手術はできません」と言われ

た。 

どうしたら手術できるのか、入院できるのかを考

えて欲しい。 

また、手術をしないとどうなるのか、本人はもと

より家族や支援者の思いを想像して欲しい。 

ガラスで手の側面を10センチ以上✕2箇所切り大

出血したとき、流血したまま、救急車に乗るのが

怖くて 30分以上待たせ、乗車後も各方面に連絡し

てくれたが受け入れてくれる病院は1件も無かっ

た 

「受け入れてくれる病院が無いのでこのまま降り

てもらうしか無い」と言われたが、「日大板橋に

診察履歴がある」と話すと連絡してくれてようや

く受け入れてくれた。 

受け入れてくれる病院が無いという理由で、もし

出血多量で亡くなることがあっても仕方がないこ

となのか。 

鎮静剤なり、(本人が受入可能な場合は)拘束帯な

り、救急車や病院には、命を守る備えをしていた

だきたい。 

怪我をしても治療できず、出血した状態で学校へ

行くと、学校側は処置してもらわないと受け入れ

拒否。 

突然の怪我、病気は母1人では病院に連れて行け

ず、父親も遅刻早退休暇などなど困ります。 

言葉が通じず、どこを検査すれば良いのかも分か

らず、毎回困ります。 

病院で暴れると大勢の人に囲まれて、かわいそう

じゃないの！医師はなぜ来ないの！とワーワー言

われます。一般市民に強度行動障害の事をもう少

し理解していただく事をいつも願います。年齢の

高い医師にも、騒ぐと注射すると言われます。と

にかく皆さんの理解が欲しいです。 

医療機関における自閉症を含む発達障害の特性の

正しい理解 

医療従事者、その他病院関係者の障害の理解の浸

透が必要と思われます。 

待ち時間、診察での対応、すべてに「本人の納得

を待つ」ほかの人にはわかりづらい時間が必要で

すが、それを説明しきれなくて、こちらが我慢あ

るいはやめてしまうことが多い。 

やはり、障害特性の理解かと・・、それを求めま

す。 

またそばで介護する私が見通しが持てず、本人に

説明ができない。病院側は「この後何があり、い

つ終わるか」を「わからなくよい」と思っている

のでしょうが、強度行動障害の介護にはそれが必

須なので、いつも困ります。 

また、今、全身麻酔の歯科治療が、事故があり、

受診できなくなっています。 

15年ほど前にどんどん歯が悪くなり、全身麻酔で

の治療を受けて、神経をかなりとりました。その

後、定期的に見てもらって安定していたので、

今、とても不安です。 

医療機関に、知的障害の人がどんなこだわりがあ

るのか、どんな事が苦手なのかを理解して欲し

い。 

できる事できない事を理解してもらえれば、治療

がスムーズに行えると思う。 

病院に慣れる 

医療者側の障害理解とそれを促すための診療報酬

加算 

理解のある方々も居ると思いますが、親や福祉関

係者でさえ手を焼く人に対応してもらうには現実

的に報酬だと思います 
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奇声をあげたり動きが激しいので､個別の部屋を用

意してほしいと思います 

お医者、看護師さんなど回りの人達が行動障害児

を理解してくれるこが大事 

待ち時間ができるだけ少なくなるようにしてほし

い 

医師、看護師の理解、特性に応じた対応、環境作

り、ヘルパーの派遣(田舎なので事業所がない) 

その時ごとに応じた説明とコミュニケーション、

医療、福祉相互のカンファレンスは必要ではない

かと切実に思います。 

外来にしても入院にしても、強度行動障害のある

子を連れて行くに際して1番辛いのは、周りに迷

惑をかけることです。親はただ謝りつづけるしか

ない。 

外来であれば、時間外や予約の最後に誰もいなく

なってから診てもらうとかが可能であればありが

たい。小児科受診時代は、建物に入れない場合

は、駐車場の車の中に先生が来てくださり、診察

して下さることもありました。涙でました。で

も、大人になるとそうはいかないです。 

入院に関しては…個室限定で、付き添いは母親以

外に父親との2人体制を可能にすること。また、

時にはヘルパーさんが付き添うなども可能になれ

ば、少しは助かります。 

予約制である。待機場所がある。医師・看護師が

やわらかい言葉がけ 付き添いの支援 

病院等に個々の強度行動障害について理解してい

る人がいてくれればいいと思います。 

医師やスタッフにも強度行動障害について熟知し

ていただきたいです。困らせているのではなく、

困っていたり、怖い故の不適切な行動起こすので

すが…、医療従事者であっても、一般の方と大差

ない対応をされると親子ともに、いたたまれない

し、冷たい空気は本人も分かります。 

全病院医療者には発達障害の知識やコミュニケー

ションの基本を知って欲しい。発達障害で通う精

神科の医療者は知識やコミュニケーション方法に

精通されていることが多いが、一般病院の医療者

は無知の事が多い。医療者の対応態度、コミュニ

ケーションによって荒れることが多々ある。私自

身も医療者だが学校で発達障害患者への対応は習

わなかった。学生時代の必須科目や病院の患者対

応のひとつとして身につけていただけると、助か

る。また、待ち時間の長い病院は、静かな環境の

待合室を作って欲しい。発達障害は待つことが苦

手で待ち時間に苦痛を伴い診療時間が待てず、暴

れたり発狂することがあるため、せめて静かな環

境の待合室、別室を作っていただきたい。また、

入院時、家族付き添いとなると個室を勧められる

が発達障害は新しい環境での生活に苦痛を伴うた

め、付き添いが個室必須の場合は個室減免対象と

なるよう入院対応病院は全国統一でしていただき

たい。 

長年検査や処置や治療で苦労しました、30年かけ

て慣れていきました。 

初めての事は、抵抗があります、怖がります。 

モデルを見せて、何をするかを教えたり、手を握

り安心させたりしました。 

終わったら、楽しみがあると伝えました。 

入院は付き添いがあっても、渋られることがあり

ました。 

以前より、医療関係者の障害者への知識は向上し

ていると思います。 

理解力不足で抵抗があるなど、時間がかかること

を知ってもらうことと、知識和を増やしてもらい

たい。 

でも一番は、障害者専門病院、または病棟など作

って頂きたい。 

待合室で他の患者さんと一緒にいることは難しい

ので、別室で待つとか、来院したときに直接診察

室に入れるようにしてほしいです。 

駐車場に空きがないと、車中で待つことになりま

すが、これがまた、大変なので、スペースの確保

がほしいです。 

診察や会計に時間がかからないと助かります。 

じっとしていることが難しいので、治療によって

は麻酔も考えてほしいです。 

最近の医師、看護師は障害に理解のある方々が多

いので、以前よりは気持ちが楽です。 

入院の場合は付き添いが必要になるかと思います

が、患者本人は当然の事ながら、側でケアする付

き添いの生活全般にも配慮してほしいです。 

トイレなどは、他の患者さんと共用ですと待った

り待たせたりが多くなるので、専用があると助か

ります。 

入院中に気を紛らす遊び場なども、他の方々に遠

慮せずに過ごせるようになっていると有難いで

す。 

以前親知らずの抜歯で 3日間入院したとき、病室

の他に過ごせる場所がなく、廊下を行ったり来た

りして何とか過ごしました。 
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入院時の付き添い 

専門性のある医師 

社会の理解がもっともっと必要、それに尽きま

す。障害への理解だけでなく、親はどれほど遠慮

し、申し訳ない思いで暮らしているか？どれほど

困り、苦労しているか、その理解が社会に広かれ

ばと、願っています。 

医療従事者の理解と受け入れ。同行する人が医療

従事者に本人の特性やそれに伴う必要な対応をど

れだけ伝えられるか。 

通院で、待合室が空いている時間での診察。(長く

待たないようにして欲しい) 

特性に配慮した問診(話しかけられるのが苦手だと

言っているのに、毎回、言葉で色々問診がある)。 

通院で、待合室が空いている時間での診察。(長く 

まず、受付から始め、強度行動障害を多くの医療

従事者が理解して欲しい。 

地域の全ての診療科の強度行動障害を受け入れて

いる病院マップがあると助かる。（電話での特性

説明に時間がかかる割にあっさり断られダメージ

が大きい。） 

専門外来や入院設備 

訪問医療の拡充 

より柔軟な対応をしてくれるところが増えて欲し

い 

医師の理解度、個室の待合室 

厳密な予約時間 

待ち合い室や待ち時間が苦手です。 

個室で待たせていただけたり、電話やネットで診

察の予約ができると助かります。 

眼科や耳鼻咽喉科でも歯科のように身障者専用の

病院があると助かるのですが…" 

そもそも緊急でない場合はかかりつけ以外に受診

しようとも思わない。特に婦人科系で内診等が出

来るとも思えない。究極としては強い精神薬で寝

かせて受診するしかないと考えている。 

外来治療に関しては慣れることが大切です。具合

が悪くなくても定期的に受診して信頼関係を築く

ことが必要です。 

診察前の事前の聞き取りや打合せ 

（当日のスケジュール、本人への伝え方、治療の

流れなど） 

外来受診や治療をさせたいと思っていても、初め

ての病院であったり、待ち時間の他の人の声に反

応し本人が落ち着かなくなってしまう。連れて行

くこと自体大変だと感じることがほとんどです。 

まず、医師やスタッフの方の障害への理解がない

と難しいです。 

あらかじめかかりつけではない病院を受診すると

きは子どもの障害について知らせておくことで必

要最小限の診察や検査で済ませてもらった時もあ

りました。 

待ち時間も現在通院している病院では個室で待っ

ていることができるので割合落ち着いて受診する

ことができています。 

ただ、入院については経験がありませんが、今後

そのようなときが来れば家族が付き添う以外の選

択肢はないと今は思っています。 

入院に限らず、外来の場合でも 病院と、本人や

家族の間に入って相互をサポートしてもらえるよ

うな福祉のサービスがあると助かると思います。" 

医師と一般患者の理解。 

何をするかを事前告知できる情報提供と予約で待

ち時間の削減。 

診察時間の余裕、先生の理解、スペースの確保。 

本人がどのような治療をするのかが、視覚的に理

解できるようにしてほしい。できれば事前に治療

方法なども教えてもらえると、本人が落ち着いて

いる時に、本人の理解できる方法で伝えることが

できるので、当日落ち着いて治療を受けることが

できる。 

強度行動障害についてもっと知ってもらう必要が

ある。健常者と平等に治療が受けられないような

ことがあっては困ると思う 

強度行動障害の受診可能な病院が少なく、外来受

診時はいつも混んでいて本人を連れて待っている

ことが難しいので、定期的に親のみ受診して息子

の状態を伝え薬を処方してもらっている。本人を

連れて受診可能な環境を望んでいます。 

好奇の目で見られることも多いので、根本的にお

医者さんや看護師さんの障害への理解だと思う。 

医師、看護師、検査技師ほか、病院で働いている

全ての方々の理解が1番必要だと思います。 

静かに淡々と治療を進めて欲しい。しつこく本人

に質問しない.障害特性への理解。 

安全のために身体を拘束する設備がほとんどの所

で用意されていない。必要であれば無いといけな

いのではと思うし、本人のために必要だと思いま

す。 

日頃お世話になっているヘルパーさんに付き添い

して頂けると助かります。 
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障害に理解があり積極的に対応する医院の発掘・

維持 

1番には強度行動障害について病院全体で理解して

もらい環境を整備していく事が大切。 

受診する際に家族以外にも当事者をサポートでき

る体制も必要だと思います。 

患者の理解 

専門窓口 

例えば歯科治療であったら、歯磨きから待合室で

始めるというようなスモールステップで行うと良

い。まず、診てくれるところを探す。息子の場合

は、東京都心身障害者口腔センターです。小さい

内から連れて行っての練習が大事。幼い頃は、暴

れても周りはまだ寛容である。歯科、散髪など何

度も行くようにして現在は問題ない。 

本人の一番落ち着かない状況(奇声大声、自傷な

ど）を見ただけで、診察そのものを諦められてし

まったことが多い。時間はかかるが、本人がある

程度(完全ではなくても）納得して医療行為を受け

られるまでの時間の余裕や経験の積み重ねが「必

要な人たち」と理解される視点をお持ちの医療従

事者の方が増えてほしい。 

小児への押えつけや身体拘束と同じように行え

る、と考えている医療従事者の方もいるが、その

後の本人への悪影響は計り知れないので、その対

応により強度行動障害を悪化させる可能性がある

ことを知ってほしい。 

本人への適切な働きかけ方も正直わからない。保

護者だからといって完璧ではないので、特に総合

病院などで相談できたり医療行為の流れについて

事前に説明してもらえたりするような、また、こ

ちらの特性を事前に説明し円滑に進められるよう

な、間に入ってコーディネートしていたたける存

在があると助かる。 

強度行動障害のある人の特性等を理解している医

療従事者が増えると良いと思います。 

声掛け一つでかなり本人の行動が違ってくるかと

思います。 

幼少期から、病院に慣れておく経験も大切だと思

います。 

たとえば、歯科だと口腔ケア等。" 

医療従事者の理解 

若い医師は本人が嫌がるのを無理に治療すると

「虐待になる」と言って、すぐに「無理だね、で

きないね」予防接種や採血すら「無理」と口にす

る 病院に連れて行くだけでも疲弊しきっている

のに医師やスタッフの理解がないとつらい 

ある程度の身体拘束や入眠剤を使ってでも必要な

検査や治療をしてもらいたい 

いつもの薬程度の診察ならば、オンラインや訪問

診療など本人が安心できる場所で受けたい 診察

室に入るのを嫌がることが多いので、かかりつけ

医が待合室や車まで出向いてきてくれて助かって

いる 

母ひとりで病院に連れて行くこと自体大変 外来

にもヘルパーさんなどと一緒に行けたらと思う" 

入院した事はまだないですが外来治療の事でお医

者さんの酷い対応で大変な思いをした事がありま

したので受け入れをしてくださるお医者には障害

に大して理解がある方だと嬉しいと思います。ま

ず拡大していただけると本当にありがたいです。 

医療従事者の理解。専門病院の創設。 

息子が施設から帰宅して、時間が経過してから左

側頭部全体に内出血のアザがあらわれたのです

が、本人は話すことができないため、頭を打った

等の状況がわからず、施設に連絡しても連絡がつ

かずどう対応していいのかが判断できないため、

とりあえず、近隣の大きな救急病院、２か所ほど

連絡しましたが、言葉が話せず状況がわからない

ことを説明するとＣＴをみれる技術者がいない等

の理由で診療を断られました。やむを得ずほかに

電話している中で、ある脳神経外科病院は宿直の

先生がみえて、とりあえず、診療してもらえたの

ですが、言葉がはなせず、こちらのいうことを理

解できないことを把握していただくと、一言、

「こんな人がいるんだね！？」ということを言わ

れました。ＣＴをとっていただき翌日までの様子

見となりました。結果、大事にはいたりませんで

した。 

正直、親でも息子が何を考え、今どう思っている

のかがわからないというのが正直なところなの

で、致し方ないのですが、医療機関においては、

もう少し、このような障害のある人がいるという

ことも認知していただき対応していただけるとあ

りがたいです。 

受け入れ側の障害の理解。 

治療・処置の手順をカードやタブレットで分かり

やすく示す。 

保護者も障害があるから…と思わず、本人に分か

りやすく伝えることもと大事だと思います。" 

障がい特性の理解 
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障害の理解や受け入れ施設の拡大  

受付で検査がおとなしく出来ないと判断して受診

拒否をしないでほしい。命に関わる場合は麻酔を

使っても検査してほしい。 

診察室に入れない事を理由に拒否せず説得に協力

してほしい。どうしたら治療が出来るかを一緒に

考えて欲しい。 

待ち時間をできるだけ少なくしたい。車など落ち

着ける場所で待てて、電話で連絡が来てすぐ受診

できればいい。個室などは、拒否する場合がある

と入れないので。 

待ち時間がないよう予約時間通りに診察してもら

う事や待たなければならない時は個室を用意して

貰いたいです。初めて受診の際は、親だけでなく

学校の担任や利用施設の担当職員の方に付き添っ

て貰えると心強いです。最初だめでも、対応を考

えながら何度も試させて頂き時間はかかるでしょ

うが、じっくりとかまえて頂きたいです。 

誰でも新しい病院だと不安になるのは当たり前と

考えます。本人が理解できるように根気強く支援

をしていく努力をしなければ、と考え支援してお

ります。 

治療の説明を含めて、本人が治療を受ける準備が

できるまで時間をかけてもらえるようにしてほし

い。 

診療を嫌がったり暴れたりした時に、医者・看護

師が感情的にならないようにしていただきたいで

す。一度、診察室から退出し、様子を見て再度、

診療にトライいただけるような配慮があると助か

ります。それを許してくれる医者・看護師がいる

病院は、何度かトライするうちにスムーズに受診

できるようになる傾向です。 

障がいを特徴ととらえてもらうには、まだまだ壁

はあるように感じます。医大のような大きな病院

だといろいろな科があり、連携をとってもらい安

心して受診を受けることのできる体制をとっても

らえると良いかな？！と思います。大人になって

も不安だったり怖がったりと本人にとって大きな

ストレスになることもあり、怒りに変わり自傷行

為になることもあります。初診の時に書く問診票

に、支援してほしい事を書く欄があっても良いと

思います。本人を知ってもらえるきっかけになる

のではないと思います。 

本人の理解と慣れが一番必要です。現在かかり付

けの病院も通って慣れていったからかかり付けに

なったので。 

障害特性を理解し、本人に寄り添い、怖がらない

環境整備や、本人がいかに慣れて安心して受診出

来るかが必要で、受け入れ医療機関が増えて欲し

いです。 

病院になれる取り組むことが大切かな 

入院時の個室の確保 

待ち時間の短縮もしくは個室の待てる場所" 

紹介状をもって予約をしようとしてもその段階で

断られることがあった（国立病院でも） 

医療者の人が障害のある人のことを知って理解し

ようとする。支援者の話を聞く。待ち時間の短縮

や一般の人とは待合室を分けることが出来れば" 

待ち時間を減らしてほしい 

待合室を別にして欲しい 

医療関係者(病院や救急車の人、)も家族も周りの

みんなの強度行動障害についての学びや理解が深

まらなければいけない 

親の見守り 

医療者が障害特性を理解して下さることが1番だ

と思います。採血もいつの頃かまではできていま

したが、押さえつけられたことが原因でひどく嫌

がるようになりました。マイナスの経験をさせて

しまったことで、医療を必要とする今、医療を受

けることが困難な状況です。 

支援者の方に助けられ、一歩でも前にすすめると

良いと思います。" 

入院治療経験は有りませんがかなり難しいと思い

ます、家族の誰かが居ないとかなり大声を出した

りするので困っています 

何かを思い出すとパニックになり、走っていった

り、物を投げます。(外だと、自分の靴を脱いで投

げたり、その辺を蹴ります) 

外来は私も居るので今までは大丈夫でしたが、入

院だと、窓を開かないようにしてもらえるとか、

ドアも出れないようにしてもらえるとか、 

(それだと、個室じゃ無いとトイレに行けませんが

…)常に見ていてもらえると安心です…" 

第三者の理解力。 

医療機関全体の強度行動障害への理解が最大の課

題と考えます。また、診療拒否もありますし、私

が住んでいる県では、強度行動障害（障がい者含

む）を診察や検査をしてくださる病院はありませ

ん。あっても１つか２つ位。行動障害の次男も検

査を受けさせたいが、どこも受け入れがない状

態。お医者さんが、行動障害を抱える者も診察で

きるスキルを身に着けてほしいと願います。行動



- 17 - 

 

障害であっても、やり方では、落ち着いてできる

場合の方が多いと感じます。医術は、単に病気を

診るだけではなく、人となりも診るという医術も

身に着けて欲しいと考えます。また、医大生にな

るまで障がいを持つものを見たこともなし、接し

たこともない医大生もいるかと思いますので、研

修医の段階で障がい者も診るというも単位として

克服しなければならない課題としていって欲しい

と願います。 

発達障害者を受け入れる病院のリスト 

ドクターや看護師が理解しもっと、障害者の勉強

すること。 

大学病院の対応が不十分。とくに、コロナで重篤

になり本人１人の入院なんてありえない、絶対に

家族や支援者が付き添うべきだし、つきそいさせ

てほしい 

短時間で繰り返しの受け入れ対応はありがたい 

医療機関の理解と協力と情報(障がいが重くても診

察してもらえるなどの情報、治療の方法と工夫の

情報) 福祉サービス(支援者の充実、 相談機関) 

ありません 

病院側の配慮 

例えば 待機時間の待合場所の確保 

    待機時間の長さ 

    入院手続きがいちいち面倒" 

公的な専門医療機関の開設 精神科以外の生活習慣

病の医療機関等 

医者や看護士さんたちの障害の理解と接し方の工

夫 

環境整備 

個室でないとダメです 

暴れるし、回りに迷惑かけるため 

キズを、さわるためには、拘束しても、かまわな

い 

スムーズに行ってくれるので、分からないです。 

配慮を頂きたいです。 

本人が落ち着いて過ごせる別室があるといいで

す。 

知的障害やてんかんなど、障害者の医療証を提出

しただけで、診察を拒否されてしまう事がある

が、障害について、知識を持っていて、障害者と

関わったことがある専門の方(看護師さん、ケアマ

ネージャーさんなど)が増えると、時間をかけて、

本人と関わっていくことができ、治療が継続でき

ると思います。 

ただ、今の現状の看護師さんやケアマネージャー

さんの働き方にとって、私達が希望している事

は、厳しい要求なのだと思います。 

この現状を変えていくことが必要だと思います。" 

医療従事者に、障害の特性を詳しく伝えて、本人

がその日に無理な場合は、後日でも対応できるか

確認して、緊急性がなければ、いろんな意味で余

裕を持つ事が大切である。親、もしくは支援者

が、先に情報や、いろいろ準備しておく事も必

要。本人がなるべく苦痛にならないように考え

る。とりあえず、あきらめないで、チャレンジし

てみてください。 

医療従事者の障害理解をより深めるための啓発活

動 

今はまだ緊急な入院はないが、年を重ねていく今

からが不安です。 

本人が行動障害を起こさなくて済むような環境を

出来る範囲で準備していただけると助かります。 

重度知的障害で幼少期には口唇裂、側弯症の手術

を受けることもあったので、医療機関には乳幼児

から診てもらっていました。小さなころは泣く子

を抑えて処置していましたが、おかげで痛い注射

も、各種検査もできるようになっています。ま

た、保護者からその場で必要な配慮を求めていま

す。注射の針は本人に見せてからする。点滴後の

落ち着く場所の確保など。本人も親も、具体的な

配慮を求めることは有効と思いました。 

ただ、地域では医療受診できない本人も多く、特

に歯科では麻酔を使っての治療をする病院に患者

が集中するなどあります。 

支援学校の頃も思いましたが、処置を試せる病院

が欲しいと思います。息子の学校はとても一生懸

命に医療受診について、保健室の先生が取り組ん

でいました。カードでの手順の提示、血圧計など

使える医療機器、注射器のモデルを用意し、腕を

消毒して注射の「真似」をする。保健室では精一

杯ですが、本当に注射の体験にはなりません。 

本当の注射、点滴の体験が、スモールステップで

出来る機関があると嬉しいです。 

息子も久しぶりに点滴をするときは、怖がって手

を引いてしましました。何とか出来ましたが、自

分よりも力の大きな息子を母親は押さえられませ

ん。久しぶりに「練習できる場所があれば、１年

に１回でも行けるのになぁ」と思いました。 

強度行動障害、あるいは自閉症の研修を受ける等

して理解のあるスタッフを作っていくことが必
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要。そのようなスタッフがいるということを当事

者にわかりやすく知らせてもらいたい。 

また、受診が難しい科について(耳鼻科など)は、

障害者歯科のように専門病院があるととても助か

る。 

外来は，待ち時間がなく、理解のあるスタッフ

が，たくさんいて，暴れても治療はしないといけ

ないので，毅然とした態度で，視覚支援や、その

他いろいろな支援をしてほしい、 

もっと、障害者専用の病院，せめて時間が、あれ

ばよいなと、おもいます。 

入院は，幸いしたことは、ないのですが、 

もし、入院することに、なったら、治療は，おろ

か，慣れない部屋に不安から、居られないので

は？と，思っています。考えると，不安しかない

です。 

病院の対応では 障害の理解 勉強をしていただ

けると有り難いです 

受診する側は 本人を理解してくださるヘルパー

さん 施設職員さんが同行して 親と連携するの

が大切だと思います 

我が子が通っているメンタル科の先生は 初めて

お会いした時 「私は精神科の勉強はしてきまし

たが 知的障害 自閉症などの勉強はしてきませ

んでした これから少しずつ勉強していきたいと

思います」と言われました 信頼出来る先生だと

思いました 

そんな気持ちの在るお医者さんが増えると良いな

あと感じます 

結局は人と人として向き合える でしょうか？ 

やはり、待ち時間などが長いとすごく困ります。

大きな声を出したり、常同行動がすごく出たりし

て周りの方が釘づけになるような感じでずっと目

線を感じで待合室に居られなくなり、外の人のい

ないところで待っていると呼ばれていたりして、

絶対2人は付き添う人がいります。 

血液検査やレントゲンなど幾つも検査になると受

けられず血液検査だけして、また今度違う検査を

するということになり、何度も病院に行くのは、

付き添う親も子どももとてもストレスになるの

で、結局もう血液検査だけでいいです。というふ

うになり、きちんと調べられず終わってしまうこ

とがほとんどです。" 

医療者の理解 福祉サービス 

入院する場合は個室でないと無理だと思う 

外来は、診察まで待つのが難しいので、予約で、

その時間通りに受診できると、お互いストレスが

少なくなるのではと思う" 

大きな病院には障害者の診察について相談をする

窓口があればと思う。また、医療現場の方々には

障害に関する正しい知識を身につけるよう研修を

重ねてほしい。 

親や家族に情報がほしい。 

障害者がスムーズに受信できる病院を紹介した一

覧表がほしい。 

家族、特に母親はどうしても我慢する傾向にあり

ます。専門性の高い対応できる入院先があると心

強いです 

◯医師や看護師など医療者を育成する機関の養成

過程に、知的障がいや自閉スペクトラムなど障が

いを有する方が受診する際に配慮することなどの

学びを加えてほしい。 

また、他害に備えての学びも必要だと思います。 

現在、精神科や警察などで採用されている手法で

はなく、廣木道心さんが提唱実践されている自他

護身に基づく「支援介助法」がよいと思います。 

◯病院のホームページに、院内の画像を見れるよ

うにしていただけると、視覚優位の障がいを有す

る方たちには予告ができ、受診する際の助けにな

ると思います。 

実際に、病院さんのホームページによっては、 

診察室や待合室などの画像が掲載されており、 

とても助かっています。 

◯理想論となってしまうかもですが、 

幼少期からスモールステップで継続的に、 

受診が必要となった場合に備えて、病院で受診の 

練習ができればいいなぁとは思います。 

◯採血が、とても苦手です。 

例えば、パルキシオスメーター的な形状のもの

で、パチっと指を挟めば採血ができるものが開発

されればいいのになあと思います。 

現在は、本人（25歳）を床に寝かせて、その周り

を医療スタッフさん数人で体を抑えて、私たち保

護者が馬乗りになってなんとか実施しています。  

今回このようなアンケートを実施して下さいまし

て、本当にありがとうございます。  

息子の対応に日々追われて、 なかなか記入する 

時間が取れなくて遅くなってしまいました。 

申し訳ありません。" 

個室対応があればよいと思う 
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①一般向け『強度行動障害』に対する認識、理解

を広める②病院内の環境を整える③専門知識のあ

る医師や看護師、介助者の増員④行政とケースワ

ーカー、家族の連携 

医療従事者の方々の理解。 

時間の余裕を持って、急ぎの雰囲気などを出さな

いで欲しい。私たち以上に敏感なので 

どこに何があるのか？などの確認をして、落ち着

く事もあるので、見守って欲しい 

完全予約を取ってくだされば、とても安心です。 

まずは子供に小さいうちから医療機関を数多く経

験させる事だと思います。小さいうちは親も子供

より力や体力も有り子供の制御でき 

らから､ある程度大きくなるともう体力的にも無理

だと思います経験上、診断が出た時からもう準備

は始めた方が良かいと、まずはそこからと思いま

す。 

本人が通っている生活介護施設では定期的に健康

診断があります。いつも見てくれている職員さん

の元、比較的安心して受けることが出来ているよ

うです。また、内科医による診察では心配なこと

などを質問もできます。 

私はこのような体制で前科受診できるのが理想だ

と思っています。普段から気になる症状があり眼

科や歯科を受診させたいと思っていますが、眼科

から診察を拒否された経緯があり、あきらめてし

まっています。施設に医師が来てくれたら、と思

わずにいられません。もちろん設備もないのに無

理なのは分かっていますが。一般の患者と一緒に

待ち、普通に診察を受けることが当たり前の条件

なら、この子達には医療を受ける権利がないのと

同じです。 

比較的理解のある医師もいるのでしょうが、それ

を探すのも大変です。こういった子達を専門に見

てくれる医療機関があればいいのにと思います。 

外来治療の時に個室で待てる場所の確保 

入院の時の個室料の補助" 

1、行動援護を利用して、母親にヘルパーさんが同

行する形で安心して受診できた。同行は適用外だ

が、福祉担当者が「認められないが、現場までは

見に行かないので…」と言ってくださり、大変あ

りがたかった。 

何らかの同行支援があるとよい。 

2、受け入れ先の病院に、強度行動障害の研修など

行い、理解を深めていただけたらと思う。医師、

看護師さんの理解が救いとなる。 

3、幼少時、緊急に小児科病棟の 6人部屋に入院し

て24時間付き添いで苦労した。 

個室が案内されると少しは違ったと思う。 

各地の拠点病院で、受け入れの環境が整った部屋

を整備してほしい。 

4、待ち時間の大変さが軽減されるような、スマホ

受診時間連絡システムの完備。 

入院になったら付き添いに交代でヘルパー利用で

きたらよいと思うのと、自傷行為の鼻骨骨折によ

る軟骨腫で手術が必要だがしばらく鼻を触れない

という事で手術後にベッドに両手を縛らないとい

けないという事で手術を断念。鼻の軟骨腫が珍し

い事例だそう。軟骨腫が出来てから本人が不穏に

なり毎日荒れている。精神科の薬の処方を増やし

たために副作用で喉が乾き水分を大量にとり失禁

が多い。手術後、顔に触れないようにできれば良

いが。 

とにかく早めに治療してもらいたいです。予約で

いっぱいで、虫歯が悪化しました。 

今のところは、病院側のご厚意で受診、投薬によ

る治療が出来ているとしか思えない。 

本人への治療知識が必要かとも思いましたが不安

を強くするだけなので、病院側の理解、専門病院

の設置等、願わずにはいられません。" 

病院内に入るだけでも嫌がり大変で、待合室を作

って貰って、そこで待機しつつ、そのまま治療を

受けさせて貰える環境が欲しいです。 

待合室以外の待機場所や待ち時間の短縮が必要。

本人の苦手を聞いてくれて、他の治療が可能かど

うか検討していただきたい。入院の際は大部屋は

無理なので個室料金の割引があると助かる。 

虫歯治療は全身麻酔をしないと受けることができ

ない。何が必要かは分からない。 

スタッフの研修を深め、見た目だけの判断せず、

安心の助言をほしい。 

付き添いに慣れた支援者、家族が必要。本人の安

心納得の為、手立てのグッズ手荷物が複数ある。

支援者からの言葉かけ、本人が音をたてたりしま

すので、待合室は、別室が必要です。 

日時が期限切れのようですが、送信させていただ

きます。 

粉瘤の再発で2回目の全身麻酔オペを３月１２日

にしてもらったのですがそれは日帰りでしてもら

えました。(前回一泊であまりにも病室で大声を出

して周囲にご迷惑をおかけしたので)医療の上で必
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要な時もありますが日帰り OKにしてもらえてあり

がたかったです。 

無理とは思いますが大きな声を出しても大丈夫な

病室があればありがたいと思いました。 

本当に入院が必要な時にどうなるのか不安だらけ

です。 

 

E.考察 

 今回の調査では、当事者家族207名からの回答を得

ることができた。当事者の年齢は20歳以上 40歳未満

が最多であり、母親による回答が多かった。 

 かかりつけ医は9割を超える当事者が持っていた

が、歯科、児童精神科が多く、内科、小児科が続い

た。一般に想定されるかかりつけ医が小児科、内科で

あると考えると、強度行動障害の当事者における「か

かりつけ医」のあり方が異なっており、歯科のかかり

つけ医のシステムが定着していること、児童精神科医

療がかかりつけ医として、幅広い役割が求められる可

能性を意識する必要がある。 

 一般身体科医療を受診することには42％が困難を

抱えているが、入院診療、救急医療、救急車の対応を

断られた、警察を利用するように言われたといった命

に関わる状況が存在しており、実際に手術や医療を諦

めざるを得なかったといった回答もあった。最終的に

専門的な医療を受けることが結局できたという回答の

中には、医師からの直接連絡や家族からの直接連絡が

奏効したという回答が多く、ここでもかかりつけ医に

役割や、また家族が奮闘せざるを得ない現実を示して

いるといえる。 

 かかりつけ医を受診する工夫としては、時間を過ご

させるための物を持参する、医療処置について写真な

どを用いて事前に説明する、タイマーなどを使って見

通しをもたせるなどの発達支援、支援者の付き添いの

一方、待ち時間を短くする、個室を準備して待たせる

などの病院側で可能な配慮があげられている。他方、

かかりつけ医以外の病院受診で困った理由は、待ち時

間、検査やバイタル測定の困難とともに、医療関係者

が強度行動障害の当事者への対応になれておらず、親

も不安を抱えることがあげられている。待ち時間の短

縮や個室の準備は、どの病院でも可能な一方、そのよ

うな対応の工夫を行うためには、病院スタッフのゆと

りや機転が必要であり、これらの対応を行うことへの

医療機関側の理解や現場の差配の自由度が関係してい

るといえる。 

 入院医療については、家族が終日に渡って付き添い

を求められるケースが70％に及び、付き添い者の食

事の調達に苦慮したり、トイレにも行けない現状が明

らかになり、また個室利用に際して、個室料が高額に

要求される実態、医療的処置や検査の実施に困難があ

ったり、安静が保てず苦慮している実情も明らかにな

った。入院治療においては、スケジュールを提示した

り、入院期間の見通しがつくようにする、過ごすため

の物を持ち込むなどの工夫が重要であるが、そのため

には医療関係者から親に情報が伝えられることが前提

となり、医療者と家族との良好なコミュニケーション

が求められた。 

 医療と福祉のカンファレンスについては77.5％が

実施されておらず、福祉サービス事業所からのコミュ

ニケーション支援や入院中に利用な障害福祉サービス

についても情報が提供されているのは少数であった。 

 病院受診については新しい病院を怖がったり、他の

患者の声に、特性に基づかない対応などがあげられて

いる。 

 全体を通してみると、早い段階からかかりつけ医を

持ち、医療的処置になれていることが必要であるが、

そのようななかでも待ち時間をどう過ごすか、個室等

が準備されるか、待ち時間がないことなどが強く求め

られている。これらはいずれの病院でも不可能ではな

い対応である一方、当事者に即した柔軟な対応が受付

から医師、看護師まで一貫して行われる必要があり、

十分な調整が必要である。医療、福祉の連携が十分に

行われていないことも喫緊の課題といえる。 
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調査要旨 

 知的能力障害のある当事者においては、先天性心疾患、骨異常、成長障害、側弯、泌尿生殖器異

常、聴力障害、内分泌代謝疾患、運動機能障害、過誤腫、免疫異常、てんかんなどを伴うことも多いほ

か、生活習慣病、悪性腫瘍や冠動脈疾患などの併存を伴うこともしばしばである。多様な身体疾患を有

し、診断と治療には高度な医療機器等を要することも少なくないことから、高度医療機関における対応

が不可欠なことも多い。しかし、知的能力障害や強度行動障害のある当事者の診療経験が少ない多様な

医療職が対応することから、当事者や家族には不安が尽きない。そこで、強度行動障害者の医療におい

て医療機関同士ないし医療福祉の連携において先駆的なネットワークが構築されていると思われる佐賀

大学医学部附属病院において知的障害者の受け入れ状況、受け入れに伴う困難、受け入れ時に行った工

夫などを聞き取った。その結果、てんかん重積や悪性腫瘍など、多様な身体疾患において救急外来、一

般外来、精神科などの多様な経路で入院が提供されており、その過程では、採血や検査実施に困難を抱

えながら、事故や外傷リスク予防のための鎮静や身体拘束などを実施しつつも必要な医療が提供されて

いることが明らかになった。その背景には、医学生教育や前期研修において診療科を問わず学びの機会

が提供されているという状況に加え、連携の実績が長いことが関係している可能性がある。また入院中

の過ごし方として、私物を持ち込ませたり、視覚支援などのグッズを持ち込ませほか、精神保健福祉士

や精神科医を含めた退院カンファレンスが実施されているなどの工夫が見られる。しかしながら、これ

らをよりよく活用したり、リハビリテーションも含めた多面的な医療、福祉との連携を進めていくため

には、看護師や医療ソーシャルワーカー、心理職、作業療法士などの多職種が関与すること、また、強

度行動障害に関する知識の均てん化が望まれる。 

 

A.はじめに 

知的能力障害のある当事者においては、

遺伝子疾患として先天性心疾患、骨異常、

成長障害、側弯、泌尿生殖器異常、聴力障

害、内分泌代謝疾患、運動機能障害、過誤

腫、免疫異常、てんかんなどを伴うことも

多い。また、肥満や偏った食生活による糖

尿病、脂質異常症などの生活習慣病、ま

た、高齢化に伴って、悪性腫瘍や冠動脈疾

患などの併存を伴うこともしばしばであ

る。 

知的能力障害のある当事者には、身体疾

患の併存リスクは高く、それらの診療科は

多岐にまたがり、救急受診などの頻度が高

い。また、身体症状の言語化が困難なこと

が多く、幅広い客観的検査を実施するなか

で、診立てていく必要がある。そのために

は、より高度な検査を含めた段階的な鑑別

診断、そのうえでの治療実施が必要になる

ことから、医療機材ならびに医療従事者の

そろった高度医療機関での診療が求めら

れ、地域におけるかかりつけ医との密接な

連携が求められる。 

しかしながら、そこでは医療者の専門性

が高度に機能分化しており、多様な職種や

医療者が関与する。また、若手医療者が多

く医療者の異動も頻回であることから、当

事者に関する情報共有や診療への知識の蓄
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積は希薄となりがちであり、当事者や家族

が安心感を持ちにくい状況となりがちであ

る。知的能力障害の有無にかかわらず、身

体疾患について必要な医療を受けることが

できることは享受されるべき当然の権利で

あり、そのために必要な工夫を行うこと

は、医療者が実施すべき基本的配慮に含ま

れる。しかしながら、そのような受け入れ

の配慮のノウハウは、明確に示されておら

ず、経験によらざるを得ないのが実情であ

る。 

 そこで、この聞き取りでは、強度行動障

害のある知的障害者の受け入れ病棟を有す

る肥前精神医療センターと福祉機関とのネ

ットワークを構築している佐賀県をモデル

と定め、この地域における専門医療を提供

している佐賀大学医学部附属病院の医師を

対象として聞き取り調査を実施することと

した。 

 

B.調査目的 

 強度行動障害のある当事者を含む知的障

害者の受け入れ状況、受け入れに伴う困

難、受け入れ時に行った工夫を明確化し、

大学病院や総合病院における入院治療及び

入退院に係る課題を把握するとともに、促

進する好事例についての情報を得る。 

 

C.聞き取り 

 佐賀大学医学部附属病院の精神科医師 2

名に聞きとりを行った。 

1)受け入れ状況 

 2019 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 12 日

までに中等度以上の知的能力障害を有する

患者の入院相談は 46 名（うち 10 人は中等

度、重度 30 人、最重度 6 人）であった。

そのうち、19 名は救急対応を要さないな

どの医療上の理由から入院にいたっておら

ず、残りの 27 人が入院加療を受けてい

る。 

 そのうち半数以上が救急車で搬送され、

救命救急病棟（ECU）で受け入れており、

来院後に精神科が併診している。一般病棟

への直接受け入れは 10 人あまりで、精神

科への入院ケースは少数例に留まってい

る。精神科入院については、保護室や病床

の準備がすぐにできず、精査や早期の受け

入れが十分できなかった事例もあった。 

 このうち 6 割が肥前精神医療センターに

通入院しており、その他は、精神科病院あ

るいは 2 か所の障害者入所支援施設からの

入院であり、家族からの直接の入院依頼は

ごく少数であった。 

２）入院治療を要した身体疾患 

 けいれん重積が 11 人と最多であり、次

いで悪性腫瘍が 5 人、イレウス 3 人、肺炎

3 人、骨折 2 人、歯科治療 2 人、誤食・誤

飲 1 人であった。地域の救急医療は、佐賀

県医療センター好生館が相当部分を担って

いるという実情があり、補完しているとの

ことであった。 

３）医療的対応の困難な状況 

 知的能力障害のある当事者では、点滴、

胃管の自己抜去、安静が保てないことによ

る転倒やベッドからの転落、採血や検査時

に興奮して暴れるといった事例があり、身

体拘束をやむなくされたり、画像検査時に

麻酔科の協力を得て鎮静したり、抗精神病

薬（ハロペリドールなど）や睡眠薬（フル

ニトラゼパムなど）による鎮静がおこなわ

れているとのことであった。保護室利用で

も対応困難で、結果的に身体拘束に至るこ

とが多い、また精神科病棟では当事者に対
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する他の入院患者の困惑もあるとのことで

あった。 

４）対応上の工夫 

 看護師も手厚く対応しているが、家族や

施設から事前に対応に関する十分な情報を

得ること、精神科病棟以外では必要に応じ

て家族や施設職員の付き添いをお願いした

り、面会を増やすことが有用とのことであ

った。施設で視覚支援が実施されている場

合に、視覚支援のグッズを持ちこんだり、

本人が好む漫画などの私物を持ち込むこと

を認めることが有用なケースもあった。タ

ブレットなどの電子機器は病棟管理上許可

できていない。作業療法士が関与し、活動

を提供すると言ったことは実施できておら

ず、医学生がレクレーションの形で週 1 回

程度関わることがある。また、知的能力障

害や強度行動障害があると、骨折後等の身

体リハビリテーションが行えず、比較的短

期の入院で退院となることもあるとのこと

であった。 

５）退院に向けての支援 

 特に精神科病棟では退院前カンファレン

スを実施し、精神科医や精神保健福祉士が

同席したり、地域移行に関する意見交換や

調整を実施できているが、医療ソーシャル

ワーカーの関与には至っていないとのこと

であった。退院後の身体管理や地域への移

行に際して、家族が不安を感じて躊躇する

ケースもあるとのことであった。 

６）受け入れを促進する方法 

 佐賀大学医学部では、アーリーエクスポ

ージャーの医学生教育、後期研修医の精神

科ローテートの一環として、肥前精神医療

センターの研修を実施しており、強度行動

障害に対する医師の認知は高いことが示唆

されるとのことであった。 

 しかし、看護師は様々な診療科をローテ

ートしており、精神科医療の経験があると

は限らず、また精神保健福祉士や医療ソー

シャルワーカーは精神科とは別部門、心理

士は 1 名が精神科であるか、他の心理士は

他の診療科に所属しているなど、多職種の

所属や経験はまちまちである。入院中ある

いは退院後に向けてのカンファレンスで

は、多職種の知識を統一することが有効に

作用しうる可能性があるとのことであっ

た。また、地域での医療機関同士の連携と

いう観点では、退院・再受け入れがスムー

スだと、次の事例の入院も受けやすいと感

じていた。 

 

D.考察 

 まず重要な点は、強度行動障害への対応

について先駆的な取り組みを行っている肥

前精神医療センターと連携している佐賀大

学医学部附属病院における聞き取りであ

り、必ずしも一般化できないことに留意が

必要である。 

 第一に、医学生教育あるいは後期研修に

おいて、強度行動障害についての学びの機

会があることは一般的ではない。医学生向

けの教科書において、強度行動障害につい

て記述があるものは少数にとどまる。後期

研修における精神科研修の期間は４週間か

ら８週間あり、関連病院に強度行動障害を

受け入れている国立病院機構などを伴う医

育機関はあることから、後期研修における

強度行動障害の学びの機会をどう組み入れ

るかについて、検討すべきであるかもしれ

ない。 

 第二に、コメディカルスタッフの強度行

動障害に関する学びの機会を提供すること

や、退院に向けての多職種カンファレンス
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の機会を作るなどして、個人あるいは組織

としての強度行動障害の対応の機会を作る

取り組みである。 

 第三に、入院中の工夫である。佐賀大学

医学部附属病院では、本人が落ち着くもの

や、視覚支援のグッズが持ち込まれたり、

ということが行われている。しかし、これ

らをより有効に用いるためには、関与する

医療スタッフがその重要性を理解し、その

使用法やコミュニケーション支援について

一定の知識を持つこと、また、入院中の生

活について作業療法士や心理職などが関与

することで、より安定したものとすること

が望まれる。 

 第四に、実際には強度行動障害があった

としても、入院医療の機会が提供され、時

には鎮静や身体拘束を使用することがやむ

なきこととなっていたとしても、身体治療

が一定提供されていることは評価すべきこ

とであり、入院とはならなかった例におい

ても、強度行動障害が直接の理由とはなっ

ていないことである。しかしながら、この

ことはどの医療機関においても担保されて

いるわけではない。これを可能とするため

には、医療スタッフ全体と理解があっての

ことであることを心得るべきであると思わ

れる。 

 以上の点については、令和 6 年度の診療

報酬改定で「特別なコミュニケーション支

援を要する者及び強度行動障害の状態の

者」が追加・明示された「入退院支援加

算」も今後活用しながら、強度行動障害の

医療が全国的に進んでいくことが期待され

る。 
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調査要旨 

 知的能力障害のある当事者への一般身体科医療の普及を進めるひとつの方法として、強度行動障害へ

の対応が可能な専門病棟との連携が考えうる。また、強度行動障害に特化した専門病棟での対応上の工

夫が、強度行動障害のある当事者の一般身体科病棟における対応に有用である可能性もある。そのた

め、強度行動障害の当事者に専用ユニットを有する総合病院である愛知県医療療育総合センター中央病

院の医師を対象に聞き取り調査を実施し、専門病棟の活用状況、病棟管理上の課題の有無、対応上の工

夫について聞き取りを行った。愛知県医療療育総合センター中央病院には12床の強度行動障害専門の

ユニット（すべて個室で隔離可）が存在している。一般身体医療の必要な強度行動障害の当事者は、精

神科病床を利用し、一般病床に入院することは原則としてない。精神科病床から手術室に向かって、歯

科治療、内視鏡検査やポリープ切除術などが行われている。術後は身体拘束下での点滴が実施されるこ

ともあるが、数日程度で退院となっている。多職種連携が明確であり、精神保健福祉士が入院の調整、

看護師が情報の取得、入院前および入院中には多職種でのカンファレンスが行われており、地域の相談

支援専門員等とのカンファレンスが行われることもある。専門ユニットでの物理的構造や対応経験の蓄

積は、幅広い強度行動障害者の受け入れを可能にしていると思われる。同時に、愛知県医療療育総合セ

ンター中央病院で行われている多職種連携の在り方は、専門ユニットを持たない他の医療機関において

も実施可能性があり、専門的知識のある医療従事者を配置し、多職種からなる支援チームを組織した

り、カンファレンスを開催することの意義を示すものと思われた。 

 

A.はじめに 

知的能力障害のある当事者への一般身体

科医療の普及を進めるひとつの方法とし

て、強度行動障害への対応が可能な専門病

棟との連携が考えうる。しかし、このよう

な専門病棟は、数が極めて限られているの

が実情であるほか、専門病棟で提供可能な

身体管理に一定の限界がある可能性もあ

る。他方、強度行動障害に特化した専門病

棟での対応上の工夫が、強度行動障害のあ

る当事者の一般身体科病棟における対応に

有用である可能性もある。ゆえに、専門病

棟の活用状況、病棟管理上の課題の有無、

対応上の工夫について聞き取りを行うこと

が有用であると考えられる。 

そこで、この聞き取りでは、強度行動障

害の当事者に専用ユニットを有する愛知県

医療療育総合センター中央病院の医師を対

象に調査を実施することとした。 

 

B.調査目的 

 愛知県医療療育総合センター中央病院に

おける強度行動障害専門病棟を活用状況、

病棟管理上の課題の有無、対応上の工夫に

ついて聞き取りを行うことが有用であると

考えられる 

 

C.聞き取り 

 愛知県医療療育総合センター中央病院の

精神科医師 1 名に聞きとりを行った。 

1)受け入れ状況 
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 愛知県医療療育総合センター中央病院は

障害児者を対象とする総合病院であり、12

床の強度行動障害専門の精神病床ユニット

（すべて個室で隔離可）が存在している。

そのため、一般身体医療の必要な強度行動

障害の当事者は、精神科病床を利用し、一

般病床に入院することは原則としてはない

とのことである。 

 具体的には、歯科治療のための入院が多

く、他に上部・下部内視鏡検査やポリープ

切除術、異食した異物の除去などの内視鏡

処置、骨折後のリハビリテーションなどの

入院例がある。また食餌療法や糖尿病治療

などの内科的治療を行う症例もある。悪性

腫瘍のための外科手術はわずかである。 

外科手術術後は、身体拘束下での点滴が

実施されることもあるが、早期に拘束解除

されており、隔離も要しない事例が多い。

治療終了後は、数日以内にもとの生活の場

に退院している事例が大半である。 

2)多職種の連携 

 入院に当たっては、身体科医師と精神科

医師、病棟で日程などの調整が行われるこ

とが多く、医療ソーシャルワーカーが調整

に関わることもある。身体科での通院歴の

ある患者については、当該科から必要な支

援に関する情報が得られることもある。入

院時に看護師が日常の生活や必要な支援に

ついての聴取を行っており、支援の継続性

を重視している。 

 入院期間が短いことから、カードを用い

たコミュニケーション支援や、レクリエー

ションの利用などについても入院前のもの

をそのまま活用することが多く、身体疾患

治療を目的とした入院の場合、新規の支援

を導入することはない。そのため、事前、

または入院時の情報の取得が大切になる。 

 入院中には、医師、看護師、心理師、精

神保健福祉士、保育士等が院内カンファレ

ンスを実施している。また一部のケースで

はそこに相談支援専門員や地域の支援者を

交えてカンファレンスを行うこともある。 

 

D.考察 

 強度行動障害に対応可能な専門ユニット

があることは、多様なチャレンジング行動

のある患者を受け入れることを可能にする

と思われる。 

 しかし、それ以上に明らかになったの

は、病棟構造よりも多職種チームの成熟で

あり、そのなかで各職種が分担して、入院

受け入れの調整、診療科からの情報取得、

地域における相談支援専門員等の支援者と

の合同カンファレンスなども開催してい

る。このような多職種連携は、必ずしも専

門ユニットと連動しないものであり、総合

病院等においても強度行動障害者の対応に

知識を持つ医療従事者がチームを形成し、

入院調整、情報取得、地域の支援者を交え

てのカンファレンス開催などによって機能

することが可能である可能性を意味してい

ると思われる。 

 その結果、強度行動障害のある人の身体

医療の受け入れにおいて、苦慮する点はそ

れほど上がってこなかった。これは事前準

備の緻密さとスタッフの経験、物理構造に

よるところがあると思われ、専門ユニット

があることの利点であると思われた。 
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調査要旨 

 本事業におけるアンケート調査の結果から、強度行動障害のある当事者が一般医療受診に際してしば

しば困難を抱えていること、また入院治療を受けることに困難を感じたり、終日にわたる家族の同伴を

余儀なくされている現状が明らかになった。しかしながら、想定された質問に基づく調査では明らかに

し得ない困難や、その困難を解決するさまざまな工夫を見いだすためには、当事者家族に直接聞き取り

を行った。その結果、以下のことが明らかになった。強度行動障害の当事者だからこそ、日頃から継続

的診療を受けておくことが大切であり、総合診療においてジェネラルに対応できる体制の一方、専門性

の高い医療ニードにも備える必要がある。強度行動障害のある当事者への実施に困難を感じる検査や医

療処置であっても、不可能ではない、ということである。付き添い、スモールステップでの練習、視覚

的な手がかりなど、いろいろな手段があり、時間を掛けて慣れていく過程の大切さを医療機関と医療者

の双方が認識することが期待されている。医療機関と地域をつなぐ職種として、精神保健福祉士の関与

はあっても、一般身体医療については医療ソーシャルワーカーの関与が期待されるが、医療ソーシャル

ワーカーが強度行動障害の特性について理解していただけるのかという不安を持っている。また、在宅

での支援を評価する必要性である。訪問看護などは既に利用されているが、訪問診療についてはハード

ルが高い。医療機関の受診の一方で、地域生活を支える診療の選択肢も確保する必要がある。 

A.はじめに

本事業におけるアンケート調査の結果か

ら、強度行動障害のある当事者が一般医療

受診に際してしばしば困難を抱えているこ

と、また入院治療を受けることに困難を感

じたり、終日にわたる家族の同伴を余儀な

くされている現状が明らかになった。しか

しながら、想定された質問に基づく調査で

は明らかにし得ない困難や、その困難を解

決するさまざまな工夫を見いだすために

は、当事者家族に直接聞き取りを行うこと

が必要と思われる。そのため、当事者家族

の意見を集約する目的から、当事者団体に

所属するご家族を通して実態を把握するヒ

アリング調査を実施することとした。

B.調査目的

 当事者家族が抱える一般身体医療受診の

困難の実態と支援ニード、一般医療受診を

促進するための方策についてご意見を伺こ

とを目的とした。 

C.聞き取り

全国手をつなぐ育成会連合会の副会長で

ある小島幸子様にお話をお伺いした。 

1) 強度行動障害者の一般医療受診の実態

強度行動障害の当事者を親が受診させよ

うとしても診療を断られたり、診療が認め

られても本人が暴れてしまって受診できな

くなることが多い。行動援護を使って医療

を受診させようとしても、行動援護が日常

の外出のために利用するものであると当事

者が認識しているため、医療受診への支援

に切り替えられないこともある。 
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かかりつけ医の小児科医は、見つけられ

ていたとしても、成長に伴って内科で総合

的に診療するところが少なくなり、眼科、

耳鼻科などの専門性の高い診療科の受診が

求められるが、専門性の高い診療科への受

診が極めて難しい。いったん診療が可能に

なっていても、慣れていた主治医の異動に

よって、通院が出来なくなってしまうこと

も多い。医療機関から遠ざかることで再受

診が困難になることも多く、定期的な受診

が望ましい、 

多くの親が市販薬で済ませているが、薬

の服用が困難な当事者も多いし、市販薬で

対応できないケースもある。地域におい

て、ジェネラルに対応してくれる医師、あ

るいは、強度行動障害に対応可能な医療機

関で、多くの診療科がある機関（たとえば

松沢病院のような医療機関）が増加するこ

とが望ましい。 

２）地域における一般医療の重要性

 強度行動障害のある当事者が暮らす場所

として、施設入所やグループホームではな

く、在宅が選択されているというケース

は、集団での生活に困難があり、個別的な

対応がより必要なケースが多く、そのよう

な当事者は、医療受診においても待合室で

大声を出してしまったり、多くの医療者と

の対応が困難な当事者でもある。病院職員

が個室を準備することで問題なく受診でき

るようになったケースもある。 

 訪問診療は、基本的には歩行障害などの

ために通院できない人を対象としており、

強度行動障害の当事者を想定していない。

利用できているケースは少数であり、また

すべての医療に対応できるわけではない

が、安心して医療を受ける体制が整ってい

る。近年ではオンライン診療も拡大してい

るが、強度行動障害についても活用の可能

性を期待したい。 

３）救急医療・高度医療、慢性期医療につ

いて 

 緊急時には救急要請をすれば救急車には

乗れるものの受信先で断られるケースもあ

る。 

糖尿病などの慢性疾患の治療を必要とす

るケースもあるが訪問看護を利用してケア

をされている。 

 人工透析が必要であっても透析を断られ

るケースもあるが、その一方で、ボランテ

ィアやヘルパーが横につけば、透析が実施

できている現状がある。悪性腫瘍の手術に

おいても家族が入院に付き添うことで可能

なことが多い。親は、強度行動障害のある

当事者が通常の医療保険にはいれないた

め、手をつなぐがん保険を利用しているケ

ースがほとんどであり、このような高度医

療が、当事者にも受けられるように願って

いる。 

４）医療と福祉の連携について

 精神科については、障害基礎年金の受給

などで精神保健福祉相談員との相談の機会

があるなど一定の理解があるが、医療ソー

シャルワーカーが強度行動障害のことを理

解し、地域との連携に関わっているケース

は期待に比べて少ないと感じる。医療受診

時に家族の付き添いを求められることは多

いが、ボランティアやヘルパーなど、多様

な支援者が関与できるし、在宅でも訪問診

療や訪問看護の利用が可能である。 

５）強度行動障害に対応可能な医療の拡

充について 
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 障害歯科を利用することは一般的であ

り、それにより強度行動障害の当事者の歯

科診療が確保されている。 

 また、画像検査のために鎮静をされる

ケースがある一方、画像検査中の全身状態

のモニタリングが十分でなく、リスクを伴

うことから、事前に何度も練習をしてから

検査を行い、鎮静なく、検査を実施できた

事例もある。 

また、眼科の顎のせ台にスモールステッ

プで顎を乗せる練習から眼科受診を可能に

する練習しているケースもある。 

当事者が理解できるスケジュール、手順

書、具体物などの視覚的手がかりを示すよ

うに心がけているケースもある。 

強度行動障害に対応することを専門性と

とらえて、特性に応じた調整を試みるとい

うことができれば、医療の幅は広がること

になる。そのためには障害特性についての

知識を多くの医療者にもち、医療受診を目

指して、当事者や家族と協働する必要があ

る。 

 

６）緊急時の対応について 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よって入院医療を必要とするケースもある

が、実際、その環境を受け入れることは困

難である。訪問看護でワクチン接種を受け

られたケースもあるが、予防医療が重要に

なる。 

 被災時においても避難所にいられず車で

過ごしたというケースがある一方、避難所

で個室を設けてもらったというケースもあ

る。保健師が判断して、福祉避難所を提供

されるケースもあるが、福祉避難所の情報

は公開されておらず、数が少ないという問

題がある。多くの親が、日頃から避難物資

や、抗てんかん薬を災害時に備えて余裕を

もって置いておいたりしている実情があ

る。 

 

D.考察 

 当事者の特性や地域の医療・福祉の状況

は多様であるため、必ずしも一般化できな

い側面はあるが、いくつかの共通する点を

指摘しうる。 

 第一に、強度行動障害の当事者だからこ

そ、日頃から継続的診療を受けておくこと

の意味である。そのためには総合診療にお

いてジェネラルに対応できる体制を確保す

るということも大切であるし、同時に、か

かりつけ医で対応できない医療もある。そ

のようなときに初めてその診療科を受診し

ようとしてもうまくいかない。日頃からの

慣れが必要である。一般医療受診が困難な

強度行動障害の当事者ほど、定期的な診療

のニードが高いことを理解する必要があ

る。 

 第二に、強度行動障害のある当事者への

実施に困難を感じる検査や医療処置であっ

ても、不可能ではない、ということであ

る。付き添い、スモールステップでの練

習、視覚的な手がかりなど、いろいろな手

段はあり、それらの活用によって対応でき

ているケースはある。しかし、これらはい

ずれも時間を要することであり、医療者の

協力なくして達成できない。重要なこと

は、医療機関と医療者の双方が、強度行動

障害の特性を踏まえ、このようなプロセス

の大切さを認識し、一般医療受診の確保の

ために努力することを共有できるかであ

る。 

 第三に、強度行動障害のために必要な身

体診療を受けることができないという事態
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を回避するという前提である。常日頃から

準備できていない医療機関であっても身体

治療を必要とする状況は存在する。そのよ

うな場合には、鎮静や行動制限、付き添い

が必要になったとしても、必要な医療を受

けられるように対応してほしいと親は願っ

ていると言うことである。ただし、それは

やむを得ない場合であって、常日頃から前

項のような努力がなされることが必要あ

る。 

 第四に、医療と福祉との連携である。医

療機関と地域をつなぐ職種として、精神保

健福祉士の関与はあっても、一般身体医療

については、医療ソーシャルワーカーの関

与を期待しているが、医療ソーシャルワー

カーが強度行動障害の特性について理解し

ていただけるのかという不安を持ってい

る。 

 第五に在宅での支援を評価する必要性で

ある。訪問看護などは既に利用されている

が、訪問診療についてはハードルが高い。

医療機関の受診の一方で、地域生活を支え

る診療の選択肢も確保する必要がある。 
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厚生労働省 障害者総合福祉推進事業 

強度行動障害を有する者の一般医療受診に関する実態調査 

 

東京都立松沢病院精神科身体合併症病棟における、行動障害を伴う知的障害者の入院受入れの現況

と課題 

 

山脇かおり、中林睦美、倉川佳世 

（国立障害者リハビリテーションセンター発達障害情報・支援センター） 

 

調査要旨 

強度行動障害を有する者の身体合併症による入院受入れ・入院中の処遇・退院調整等の現状と課題を

明らかにすることを目的として、東京都立松沢病院精神科身体合併症病棟での実態を病棟担当医師・精

神保健福祉士より聞き取った。強度行動障害を有する者に特化した情報を得ることは難しかったが、行

動障害を伴う知的障害者の入院に関する情報は得られた。結果として、当事者が入院・治療の必要性を

理解できないために治療行為の際に身体拘束等行動制限を要すること、自傷や不食等への対応の難し

さ、治療完遂の困難、急激なADLの低下とそれに起因する紹介元への退院困難、入院元からの「平時の

生活や、治療に関する意思確認・連絡先といった“最近の”情報提供」の必要性などが示された。視覚

提示や構造化、余暇支援等にはマンパワーや福祉側との情報共有の不足もあり課題があった。医療と福

祉双方の体制・制度を熟知した専門職の関与、福祉サービスとの連携強化、身体疾患治療と特性に応じ

た支援の両方を実践するための医療側・福祉側双方の人員確保、診療報酬上の加算等の採算向上が望ま

れる。 

 

A .はじめに 

【東京都立松沢病院における精神科身体合

併症病棟の沿革】 

 東京都立松沢病院は 1879 年、上野公園

内に東京府癲狂院として開設された。1919

年、世田谷区に移転し、松沢病院と改称し

た。現在、同院は 898 床を有し、精神障害

者の急性期医療、社会復帰医療、薬物依存

症医療および身体医療を重点医療に掲げ、

地域と医療連携を推進しながら、都民のた

めの精神医療センターとして役割を果たす

ことを運営理念の一つとしている。 

同院における身体合併症医療の歴史も古

い。稲熊ら 1)によると、1945 年頃から結核

合併症病棟が設置され、身体科の非常勤医

師の指導のもとに肺結核の治療を行ってい

た。1970 年代後半までは、院内における

身体合併症医療は身体科の非常勤医師のコ

ンサルテーションのもと精神科医が診療に

あたり、重症例は地域の総合病院に診療を

依頼していた。しかし、精神疾患に対する

偏見のために総合病院での受入れが困難な

場合も少なくなかった。また、民間の精神

科病院においても入院患者の高齢化に伴い

身体合併症が増え、その対応に苦慮するよ

うになってきた。その結果、公的医療機関

での身体合併症医療体制を整備することが

広く望まれる情勢となった。そこで同院で

は、院内患者に限定せず都内の精神障害者

の身体合併症に対応する方針が示され、身

体科の副院長や各科の常勤医師が配属され

た。1977 年には老年期精神障害者のため
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の内科慢性期病棟、1978 年に内科・外科

急性期病棟が開設された。1981 年に東京

都精神科患者身体合併症医療事業（通称

「合併症ルート」）が開始され、精神科病

院入院中に身体合併症を併発した患者が、

東京都からの仲介を受けて身体合併症医療

が可能な精神科病院あるいは精神病床をも

つ総合病院に転院できる体制が整備され、

同院は転院を受け入れる医療機関としての

機能を担うようになった。 

同院の身体科は、内科、神経内科、消化

器外科、整形外科、脳神経外科、リハビリ

テーション科、麻酔科、放射線科、歯科は

それぞれ常勤医師が勤務し（歯科は外来診

療のみ）、形成外科、眼科、耳鼻科、皮膚

科、婦人科、泌尿器科はそれぞれ非常勤医

師が勤務する（形成外科以外は外来診療の

み）。身体合併症病棟は 3 病棟あり、2 病

棟が精神病床（全 86 床、それぞれ 41 床、

45 床）、1 病棟（45 床）が一般病床であ

る。このほかに、結核モデル病床が 18 床

あり、結核モデル病床をもつ 1 病棟（45

床）は、2020 年の新型コロナウイルス感

染症（Coronavirus Disease 2019：COVID-

19）の流行を受け、精神障害者の COVID-

19 の治療を受け入れる病棟に運用が変更

された 3)。 

 今回、強度行動障害を有する者の一般医 

療受診、特に入院治療の実態を調査するに

あたり、筆者が過去に東京都内の知的障害

者入所施設の嘱託医をしていた折、入所者

の身体疾患に伴う入院を、同院をはじめ東

京都精神科患者身体合併症医療事業に参加

している医療機関に依頼していたことか

ら、都内最大の身体合併症病床を有する同

院へのヒアリングには大きな意義があると

考え、調査協力を依頼した。 

B.調査目的 

 東京都立松沢病院精神科身体合併症にお

ける、強度行動障害を有する者の身体疾患

による入院治療の現況を把握し、好取組と

課題を抽出すること。 

 

C.調査内容 

 令和６年３月、東京都立松沢病院にて、

病棟担当精神科医師、精神保健福祉士よ

り、「精神科身体合併症病棟での入院受入

れ」について聞き取りを行った。 

 

【精神科身体合併症病棟での入院受入れ】 

文献 1)2)によると知的障害圏（ICD-10 の

F7）を基盤とした当該病棟への入院は内

科・外科を合わせた全数（2019 年度 約

1100 例/年）のうち 6％前後である。入院

経路は施設と自宅が多い。知的障害圏の患

者のうち、「強度行動障害の状態にある

者」に特化したデータの収集はなされてお

らず、実数及び詳細は不明であったため、

「行動障害を有する知的障害者」について

下記の情報を収集した。 

 

1)多い入院理由（疾患名）： 

文献 1)2)と同様に従来は、消化器疾患

（異物誤飲（異食）、重度便秘、イレウス

等）、呼吸器疾患（肺炎等）。コロナ禍で

呼吸器疾患が増加し頻度が逆転した。高齢

者では骨折や誤嚥性肺炎が多い。 

直近の１年間では、内科入院 360 例中、

基礎にある障害が知的障害圏である患者は

４例。軽度知的障害が 1 名、重度知的障害

が３例。強度行動障害に該当するかどうか

は不明だが、3 例とも行動障害がみられ

た。 
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 原則として夜間休日の受入れは行ってお

らず、３例とも全て平日日中の入院であっ

た。施設からの直接依頼、または東京都が

仲介しての入院依頼を受けることもある。

依頼から入院までの日数は、緊急だと当

日、そうではない場合は数日内に予定入院

となる。 

 

2)受入れ時に、行動障害に関連して考慮さ

れる事柄： 

特にないが、平時の本人の様子・ADL や

対応上の留意点、家族の連絡先等について

の情報は欲しい（詳細は後述）。 

 

3)他の精神疾患を合併する、同症状の患者

と比べて入院期間の異同： 

入院期間は長くなることが多い。点滴自

己抜去、清潔保持困難、不食、リハビリが

進まないこと等により、回復が遅れがちで

あるため。病院食を摂取しないために好ん

で食べそうな食品を家族や施設から持ち込

んでもらった・職員が院外に出て好物を調

達した症例や、ベッドから転落して骨折し

たために入院期間が延長した症例もある。

なお、身体拘束がなければ、ベッドは病室

内に入れず床にマットレスを敷いているこ

とが多い。 

 一方で、治療への理解・協力が得られな

いことにより、治療の完遂を諦めて簡素化

し早期に退院となる症例もある。 

 

4)薬物療法について： 

入院当初は、向精神薬は中止か最小限。

回復に合わせて漸増・調整する。不穏に対

して増量することもある。症状が、薬剤の

副作用と考えられる場合には減薬や変更も

ある。睡眠障害には睡眠薬で対応する場合

もある。 

 

5)行動制限を要する割合とその理由： 

 具体的な数値は手元にないが、行動制限

を要する割合は高い。急性期は体幹と上肢

の身体拘束が多い。理由は点滴自己抜去が

多く、その他には頭をぶつける、顔を叩く

等の自傷、清潔保持困難などがある。急性

期を脱した後は、大声・奇声、他患の病室

に入る行為などによる隔離や、顔を叩く自

傷によるミトン拘束など部位・時間を限定

した拘束を行うこともある。 

 

6)入院治療において苦慮した点： 

●個室を占有すること（奇声や徘徊等のた

め多床室に移せない） 

●治療の必要性を本人が理解できないこと 

●大声・奇声 

●環境の急激な変化により、嚥下・歩行・

排泄などの ADL が急激・顕著に低下するこ

と（入院前の居所に戻れるかどうかに大き

く影響する） 

●器物破損 

●他害（特にコロナ時、医療従事者の防護

具を外そうとする行為、噛みつき、飛び蹴

り等。医療従事者の感染リスクにも） 

 

7)入院時・入院中の付き添い： 

入院時は施設職員だけでなく家族の付き

添いがある（医療保護入院も鑑み）。入院

中は完全看護であり付き添いはなし。施設

職員が面会に来た際、職員退室後に不穏と

なり食事を摂らなくなった症例もあった

（一緒に帰れると思った様だった）。 
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8)当事者の入院中に、福祉サービス事業所

からのコミュニケーション支援の利用： 

なし。 

 

9)入院診療を円滑に行う上で、役立った取

り組み： 

合併症病棟では身体疾患の治療に注力し

ており、一般的には余暇の提供や個別の支

援等を行う余裕はあまりない。視覚提示や

従来使っていた支援用具の持ち込みはほと

んどない。看護師の配置も制度上は 13:1

だが、松沢病院では 10:1 である。身体合

併症のケアにプラスして精神科的なケアも

必要となるため圧倒的に人手が足りない。 

イヤーマフ等の持ち込みもあまりない。

音が鳴る玩具や音楽を聴くための機材・ラ

ジオ等が持ち込まれることもあるが、たい

ていは壊される。症例により、絵本やタブ

レットを持ち込んでもらったこともあった

が、タブレットは壊され、絵本も破かれ

た。お気に入りのぬいぐるみを持ち込んで

もらった例はある。 

余暇の支援は課題だと感じているが、マ

ンパワーが足りない。作業療法士の介入や

福祉関係者からの支援（但しコロナ禍以降

面会制限も厳しく、外部の支援者が入るの

は現状では難しい）、動画を視聴できる壁

埋め込み式の TV などがあるとよいのかも

しれない。 

 

10)入院診療を受け入れたことで、その後

の行動障害を有する児者の受け入れの変

化: 

 当院の場合、前後で特に変化はない。

「身体科治療の必要性があれば受ける」と

いうのは変わらない。行動障害が重症だか

ら受け入れない、ということはない。身体

疾患について当院の身体科医師による治療

が可能な範囲にあるか、個室が確保できる

かどうかどうかが決め手となる。 

 

11)入院診療・退院調整にあたっての、精

神保健福祉士など医師以外の職種の関与

や、カンファレンス開催の有無： 

内科・外科各病棟に 1 名の非常勤精神保

健福祉士がいる。嚥下・排泄・歩行など急

激に ADL が低下したことにより、元の施設

が「その様な状態では引き取れない、うち

では対応できない」と話し、施設職員も変

化ぶりに困惑することが少なくない。加え

て、対応する準備が人的にも機材的にも厳

しいため、退院先の調整に難渋することも

ある。また、入院にかかる医療費について

「こんなにかかると思っていなかった」と

家族に困惑されてしまうこともある。知的

障害者施設の費用が安価で、入院医療や高

齢者入所施設で月毎にかかる家族負担との

差が大きいことも、ADL 低下時の「紹介元

の施設で受け入れ困難」による措置変更を

困難にしている要因となっているように感

じる。また、病院側は平時の状態が分から

ず、入院時には当事者は全身状態が悪くぐ

ったりしていることもあり、どこをもって

回復とするのかも掴みづらい。そういった

理由から、退院先の調整やケースワークに

月の単位で時間を要することがある。 

 

12)行動障害を有する児者の外来治療・入

院治療の受け入れを拡大していく上で、必

要なこと・促進要因となりうると思われる

こと： 

●事前の情報提供準備：元々の ADL、好き

なもの・嫌いなもの、家族の連絡先等（入

所時に聴取されたものや 5-10 年前のもの
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など古い情報、散逸した情報であることが

多いため、最新の情報が欲しい）、震災時

と同様に情報が“多すぎない”フェースシ

ートのようなものがあるとよい。 

●急変時の対応（救命処置をどの程度まで

行うか）についての取り決め・意思確認

（本人または代諾者から）：入所当初のも

のであるため古い・そもそも確認がなされ

ておらず職員も家族も意識していないこと

も多い。入院中に初めて説明を受け困惑さ

れることも少なくない。 

●入院に伴う費用の知識：知的障害者施設

入所に係る経費が安いため、入院費の金額

に驚かれることが少なくない。措置変更を

要する場合にも、費用負担が増える場合に

は難渋する。介護保険が使える場合と、そ

れよりも若年の場合でも異なる。後者の場

合、経済的に余裕があれば他の精神科病院

への転院が検討されるが、経済的に厳しい

場合には行政と相談。生活保護も検討され

るが、これには住所地・施設所在地の保護

課間で調整を要する。医療的ケアが可能な

施設への短期入所を繰り返しつつ入所先を

探す症例もあった。 

 

【その他】 

●東京都内では、合併症ルート・精神科身

体合併症病棟が存在することによる弊害も

あると感じる。「確実な受け皿がある」と

も言えるが、反面、身体疾患を発症した精

神障害患者の一般身体科受診・入院が難し

くなっている。医療機関側が「合併症ルー

トを使って松沢病院へ」と受入れを断って

しまう。むしろこういったシステムのない

地方の方が「精神障害者の一般医療受診」

は進んでいるのではないか。コロナを経

て、近隣他県では精神科病床に身体合併症

用の病床ができたと聞いている。強度行動

障害を有する者の入院受入れも増えるので

はないか。 

●褥瘡を合併している症例も決して少なく

ない。紹介の契機となった疾患よりも褥瘡

の方が重症だったという症例もある。褥瘡

対応・処置や予防について、施設職員の病

棟来訪時に実地で学んでもらったこともあ

る。 

●重症の場合や急変に際して家族が困惑

し、治療内容（どこまで治療するか・蘇生

も含めて）の決定が難しかった例があっ

た。逆に、施設から搬送されたものの、家

族が「何もしてくれるな」と治療を拒否し

たためにやむを得ず「治療せず退院」とな

った症例もあった。そういったケースで

は、医療費や介護タクシー代などについて

も揉めることがあった。 

 

 

D.考察（聞き取りから推察される現状と

課題） 

【1.医療側の体制と入院環境整備に関する

こと】 

精神科身体合併症病棟では、病棟の機能

として当然であるが、身体合併症治療と精

神疾患への治療・対応が優先される。行動

障害のある児者が入院する場合、入院時に

は全身状態が不良で動かない・動けないこ

とも少なくないが、入院（環境の著しい変

化）や治療の必要性について当事者の理解

を得ることが難しいために、病棟職員側に

対応スキルと、それを実践する人的・時間

的余裕がなければ、治療上やむを得ず隔離

や身体拘束などの行動制限を要する可能性

が高い。また、回復期にも、大声・奇声や

徘徊、自傷等に起因して行動制限が継続さ
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れる症例もあることが確認された。構造化

や視覚提示については、施設で活用されて

いる資材があったとしても、身体的に対応

を急がれている時に施設職員や家族から病

棟職員に伝達することは困難であると考え

られる。回復期に“手持無沙汰”になるこ

とも自傷や器物破損等の誘因となると予測

されるが、病棟側のマンパワーの不足（身

体科的ケア・精神科的ケアの両方を行うに

も関わらず“13:1（松沢病院では

10:1）”という設定は、文献での指摘同様

に無理があると感じる）、知的障害・自閉

症特性に応じた適切な対応についての知

識・情報伝達の不足から、現状では個々の

余暇支援を病院職員のみで行うことはかな

り厳しいと推定される。病棟での作業療法

士の介入や、（外部からの入室・関与が可

能であれば）当事者を知る施設職員や福祉

サービス事業所からのコミュニケーション

支援や行動援護等の導入の検討も期待され

うるが、検討のためにはまず医療従事者・

福祉支援者双方が相互に望ましい対応や制

度・体制について知識を得て理解・共有す

る必要があると思われた。併せて、受入れ

と退院を調整できる、医療と福祉機関双方

の制度と事情に精通した専門職（精神保健

福祉士、社会福祉士、ケアマネジャー等）

の確保・養成も非常に重要である。 

稲熊らは「（筆者加筆：精神科身体）合

併症病棟の患者 1 人あたりの平均診療単価

が高い（文献 1）より転載：内科系病床が

24,600 円、外科系病床が 28,694 円、内科

外科混合の一般病床が 30,365 円であり、

同院ではスーパー救急病棟に次いで高額）

ことは、診療密度が高いことによると考え

られる。しかしながら、身体疾患を扱う総

合病院の患者 1 人あたりの平均単価が

70,000 円程度であり、大学病院では

80,000 円程度であることに比べると著し

く低いといえる。患者 1 人あたりの診療単

価は高いが、利益率ということでみると、

身体合併症病棟は人件費と経費が大きく、

院内で最も利益率が低い病棟群である。当

院合併症病棟の 2019 年度の利益率は-94～

-85%であった。」とも報告しており 1)、採

算が取れないところに“より手厚い支援が

いる”強度行動障害を有する児者の身体合

併症を受入れるには、現状では精神科病院

側に限界があると考えられる。今後は精神

科（リエゾン）医が在勤する総合病院での

一般医療受診を拡大することも検討する必

要がある。また、採算と人的資源確保の両

面から、当事者に理解可能な情報提供・コ

ミュニケーション支援や余暇支援などを実

践し得る福祉職員の派遣や、手厚い対応を

求めることを担保するための加算等のイン

センティブも不可欠と考える。 

もう一つ、「入院後の急激な ADL 低下を

防止、または最小限に食い止める取り組み

はあるのか」も課題である。治療の必要性

と内容を理解できないことによる治療・回

復過程の遅延、リハビリが進まないこと、

行動制限の影響等の関与が想定される。今

後、身体疾患による入院に伴う ADL 低下の

内容と頻度・程度及び関連要因の調査、介

入効果の検討も望まれる。行動制限を最小

化し、できるだけ早期に「従前の日常に近

づける」ことを目指したいが、これには平

時あるいは急性期からの医療機関と福祉施

設の密度の高い連携、情報と支援スキルの

共有が望まれる。 

 

【2.家族や福祉職員側への啓発と平時から

の準備に関すること】 
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 また、入院を契機に嚥下・排泄・歩行等の

ADL が急激にかつ著しく低下する症例も少

なくない。病院側は罹患前の当事者の様子

が分からないため、どの程度で「回復」なの

かを判断しがたい。 

●家族や施設職員の側が、ADL が低下する

ことを予測できていることがあまりない 

●知的障害を有する当事者の身体機能低下

（いわゆる“老化”）は同年齢の健常者に比

して 10 年程早いとの知見 4)があるが、その

ことについて認識している家族や施設職員

は少ない印象を受ける 

●入院費が高額であることを、家族等に驚

かれることも少なくない 

との指摘も重要である 2)。平時より、加齢

に伴う機能低下が一般よりも早く進行する

こと、重篤な身体疾患罹患を契機に急激に

ADL が低下する可能性、医療受診・入院に際

して費用が発生すること、急変時の処置内

容等について、家族や福祉関係者に啓発を

行う必要性がある。それとともに、定期的

に（少なくとも年に１回程度）、当事者の ADL

や嗜好、興味関心、感覚面を含めた対応上

の留意点、キーパーソンと家族の連絡先、

急変時の搬送の要否や治療内容・蘇生処置

の程度（DNR を含む）についても関係者で協

議し簡潔にまとめておき、病棟側がすぐに

活用できる“利用可能な新しい情報”を円

滑に医療機関に提供できるよう準備してお

く必要がある（肥前精神医療センター作成

の基本情報シート 5）等も参照）。 

 

 

E.結語 

東京都立松沢病院精神科身体合併症病棟

での行動障害を伴う知的障害者の入院の実

態を病棟担当医師・精神保健福祉士より聞

き取った。「強度行動障害の状態にある者」

に特化した情報を得ることは難しかったが、

行動障害を有する知的障害者の身体合併症

による入院において、当事者が入院・治療

の必要性を理解できないために治療行為の

際に身体拘束等行動制限を要すること、自

傷や不食等への対応の難しさ、治療完遂の

困難、急激な ADL の低下とそれに起因する

紹介元への退院困難などが特有の課題とし

て挙げられた。視覚提示や構造化、余暇支

援等はあまり導入されていなかった。紹介

元からの「平時の生活や、治療に関する意

思確認・連絡先といった“最近の”情報提

供」と相互理解に基づく連携の必要性など

が示された。 

 

※本稿の内容は、調査者個人の意見であり、

所属機関の見解ではありません。 
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強度行動障害を有する者の一般医療受診に関する実態調査 

 

知的障害者の新型コロナウイルス感染症による入院治療に関する東京都内精神科医療機関への聞き

取り調査 

 

⼭脇かおり、中林睦美、倉川佳世（国⽴障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・⽀援センター） 

 

調査要旨 

 東京都における、知的障害者施設に入所する知的障害者の新型コロナウイルス感染症による精神科病院身

体合併症病床・感染症病床への入院治療に関する聞き取り調査を都内3病院に行った。いずれの病院からも

強度行動障害に特化した情報は得られず、知的障害を有する者を対象として情報を収集した。入院経路は入

院調整本部・保健所・精神保健医療課の３つのルートがあり、病院間の機能分化もなされていた。点滴や酸

素投与等の治療や感染管理上の指示を理解することの困難から、隔離や体幹・上肢の拘束など行動制限を要

した例が多かった。重症例では急性期を脱した後に歩行・嚥下等のADL低下がみられリハビリ等も含め規定

された入院期間を超えての入院継続を要した例があった。重症化・急変時の医療行為実施に関する事前の意

思決定・検討がなされていなかった場合には、入院受入れや治療方針決定に時間を要した。今後同様のパン

デミックを想定した備えとして、特有の感染リスクを有する知的障害者・発達障害者、特に施設等で集団

生活を営んでいる者の受入れも念頭に置いた、機能分化を含めた地域の医療計画・体制整備に加え、震

災同様に「生活状況や嗜好・コミュニケーション様式等を含む、統一された様式による情報提供の準備」「急

変時に行う医療行為に関する事前の意思決定」が挙げられ、いずれも定期的に更新され新しいものであるこ

とが望まれた。また、医療福祉連携の一環として、平時より近隣の機関同士の関係構築や、感染症蔓延期に

入所施設にアウトリーチする様式の医療体制提供も検討される。 

 

A.はじめに 

 2019年冬、中国の武漢から拡大した新型コロナ

ウイルス SARS-CoV-2による新型コロナウイルス感

染症（Coronavirus Disease 2019：COVID-19）

は、2020年 1月に日本国内でも確認され、以後複

数回にわたり流行を繰り返した。「感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律」

（以下「感染症法」と略）上、2類感染症に位置付

けられ、行動制限を含む厳しい感染対策が行われ

た。2020年 3〜4月に知的障害者施設での集団発生

が報告された 1)。報告によると、知的障害等入所者

の背景や症例数（入所者70名中63名が発症。う

ち54例が確定症例）から、全員の入院管理は困難

と判断され施設内で対応された。意思疎通困難に

より個室管理など適切な感染管理上の指示を理解

しにくい入所者や、居室移動で精神的に不安定に

なる入所者がいたこと、十分な職員数の確保が困

難であったことから、区域内の行動制限に留め、

部屋移動は困難と判断した旨の記載があった。そ

の後、米国において「知的障害や発達障害を有す

る者は障害がない人と比べ発症時の重症率が高

く，特にグループホームに住む者 2)や18 歳未満の

者 3)では死亡率が高い」ことが報告され、これと前

後しての国内での当事者・家族を対象とした複数

のアンケート調査から、5割以上の人にマスク着用

困難または負担 4)、2割以上の人に感染対策の理解

の困難 4）、また衛生管理の困難 5）や検査受診の困

難があった 6）ことなど障害特有の困難があること

が示され、障害に配慮した感染対策（検査や入院

等を含む）が必要と考えられた 7)。 

 感染症拡大に伴い、都道府県は対策本部を設

け、検査、医療体制の整備を行った。東京都にお

いても、2020年 4月に入院調整本部が設置され、

初期には保健所からの依頼を受け、患者の重症

度・基礎疾患の有無・住所地等を踏まえた広域的

な入院先医療機関の調整を実施した。2021年 1月

には、夜間入院調整窓口を設置。同年3月から

MIST（東京都新型コロナウイルス感染者情報シス

テム）を導入し、効率的に入院調整を進めた。同

年 8月からは、夜間入院調整窓口により中等症Ⅱ

以上を対象に保健所を介さない入院調整を行うよ

うになった 8)。2023年 5月 8日にCOVID-19の感染
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症法における2類から5類への類型変更を受け、

2023年 9月末に入院調整本部は解散したとのこと

である。 

 東京都においては、知的障害者入所施設内での

COVID-19発生を受け、行動障害を伴う知的障害者

の都内精神科病院の身体合併症病床や感染症対応

病床への入院受入れがなされた。本稿では、患者

の受入れがなされた精神科病院のうち、主力であ

った3病院での知的障害者、特に行動障害を伴う

知的障害者の入院受入れに関する状況を調査し報

告する。 

 

 

B.調査目的 

 強度行動障害を有する者、または行動障害を伴

う知的障害者のCOVID-19による入院受入れに関す

る情報を医療機関より収集し、入院治療及び入退

院に係る医療上・医療福祉連携上の課題を把握す

ること。 

 

 

C.聞き取り 

 「東京都内では、障害者入所施設から新型コロ

ナウイルス感染症治療病床への受入れ調整がある

時期から比較的円滑に行われていた」との話題が

あり、各医療機関において、1)知的障害者施設か

らの入院受入れが促進されたという認識があるか

どうか、あればその時期と契機・理由について、

2)入院受入れ・治療・退院調整に関して苦慮した

こと、3)今後同様のパンデミック等が起きた際

に、医療側・福祉側それぞれに準備しておくと良

いと思われる事柄（情報・物品等）等について聞

き取り調査を行った。 

 

【東京都立松沢病院】 

＜※別テーマの聞き取り調査と同時に行い、重複

し切り分けられない内容もあったため、コロナ病

床に特化した内容の調査が十分でないことを申し

添える。＞ 

 稲熊徳也医師（精神科）、木村亜希子氏（精神

保健福祉士・社会福祉士・介護支援専門員）より

お話を伺った。 

国内でいち早く、2020年３月に新型コロナウイ

ルス感染症患者用病床を身体合併症病棟内に開

設。同年4月1日より、感染症病棟を COVID-19専

用の対策病棟（コロナ病床）とした。医師の人員

体制は精神科医3名，身体科医4名（他病棟と兼

務）とし、看護師は15名が勤務し、精神科救急症

例を含む精神障害を有するCOVID-19患者の入院治

療を積極的に受入れた。病床開設初期の詳細につ

いては文献 9)を参照されたい。 

2020年４月から2021年３月までの１年間のコロ

ナ病床入院患者は636例、うち基礎となる障害が

知的障害圏の患者は66例（10.4%）、入院前の居

所が知的障害者施設であった患者は30例であっ

た。行動障害を有していた例は少なくなかった

が、入院時の全身状態が不良であった例が多かっ

たこともあり、正確な人数や行動障害の程度は不

明。 

 

1)入院受入れが促進されたという認識があるか、

あればその時期と契機・理由： 

 当院の場合には、元々コロナ病床があったとい

うこともあってか、特別な働きかけやきっかけに

よる促進等はなく、障害者施設でクラスターが発

生したことに伴い入院が増加した。市中の流行か

ら1ヶ月程度遅れる印象であった（施設職員の持

ち込みによるよう）。流行初期には無症状でも検

査陽性であれば入院となっていた。「施設職員も

軒並み感染して施設を運営できない」という背景

もあったようだ。人工呼吸器に加え、途中からは

ECMOなど重症者に対する治療機材も導入された。 

 

2)入院受入れ・治療・退院調整に際して苦慮した

こと： 

＜受入れ＞ 

●行動障害があることを理由にお断りするという

ことは全くなく、当院で身体科的治療が可能な患

者は全て受入れていた。 

＜入院治療＞ 

●職員全員が個人防護具を装着していたため、噛

みつこうとする行為、飛び蹴り等の他害に及ぶこ

とが他疾患患者よりも多かった。見慣れない防護

服が怖く、パニックを起こしたのではないかと推

察する。 

●治療の必要性への理解が乏しく、行動制限（隔

離・身体拘束）を要した。点滴や酸素投与を要す

る場合に、自己抜去がみられ上肢・体幹の拘束を

行った例があったが、できるだけ最小化に努め

た。本人が元気でも感染症拡大防止のための一定

期間の行動制限を要し、本人が理解できない・安
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静を保てないため退院まで隔離の継続を要した。

バイタル測定も困難だった。 

●重症の場合や急変に際して、家族が困惑し、治

療内容（どこまで治療するか・蘇生も含めて）の

決定が難しかった症例があった。 

 

3)今後同様のパンデミック等が起きた際に、医療

側・福祉側それぞれに準備しておくと良いと思わ

れる事柄（情報・物品等） 

●平時の情報（新しいもの） 

●急変時の病院への搬送の要否、蘇生を含めた治

療内容についての事前の協議・意思確認（年1回

程度アップデートしておいて欲しい） 

 

4)その他 

●コロナ禍を経て、福祉施設の職員の対応力が上

がった印象。吸引などの対応も含めて、「自分達

で対応できることは行う」という意識が高まった

印象を受ける。 

●精神科病院向けの、新型コロナウイルス感染症

対応マニュアルを作成。経皮的動脈血酸素飽和度

（SpO2）に応じた対応や薬剤選択等を掲載。関係

団体に提供した。また、「自院でコロナ対応をし

なければならない」という地方の単科精神科病院

からも多くの問合せを受け、提供した。 

 

【国立精神・神経医療研究センター病院】 

 鬼頭伸輔精神診療部長（精神科）、澤恭弘氏

（社会福祉士・精神保健福祉士）よりお話を伺っ

た。 

 新型コロナウイルス感染症対応病床（以下「コ

ロナ病床」と略）は、2020年 6月に開設し、2023

年 3月に終了した。この間の入院依頼は532件、

受入れた症例は349例で、うち知的障害圏を基礎

の障害とする症例は19例であった（統合失調症が

最も多く40%、認知症が30%、知的障害は第３位で

5%）。重度知的障害がその中の3分の1程度。男

女比は半々。行動障害の程度は調査しておらず不

明。入院前の居所は、自宅、施設、病院からが3

分の1ずつで、経路としては入院調整本部・保健

所・精神保健医療課を経由していた。病棟の人員

配置については、正確には言えないが、14-19床に

対して夜勤看護師を2-3名配置するなど厚くして

いた。コロナ病床立ち上げの段階で病院全体から

志願者を募り、重度心身障害・一般・精神科各病

棟の職員が集まった。知的障害者への対応に長け

た重度心身障害児病棟看護師や、発達障害者支援

を得意とする精神科病棟看護師、作業療法士や理

学療法士も加わっていた。毎朝多職種でミーティ

ングを開催して情報を共有し、入院中の処遇につ

いて「できることがないか」と積極的に協議し、

行動制限最小化や各障害特性に応じた視覚提示

（絵、簡略な文章、かなや大きな文字の使用

等）、シンプルな声かけを行った。また入院前に

あらかじめ家族や施設職員から適切なコミュニケ

ーション手段に関する情報も収集し、活用に努め

た。受入れは、土・日・祝日の当番日以外は、平

日日中のみ。検査実施等の兼ね合いからできるだ

け15時までにと依頼していた。 

 

1)入院受入れが促進されたという認識があるか、

あればその時期と契機・理由： 

ある時期から入院が促進されたという印象はな

い。病院の設備として、経鼻高流量酸素投与（中

等症Ⅱ）までの受入れが可能であり、事前の受入

れ調整段階でその旨も説明し納得いただいた上で

の受入れであった。病棟満床時の他には、ECMOも

含めた集中治療の希望、精神科病棟での治療の拒

否があった症例は受入れできなかった。 

 

2)入院受入れ・治療・退院調整に際して苦慮した

こと： 

＜受入れ＞ 

●「とても困った」とまではないが、事前に急変

時の延命治療をどの程度行うかを決められていな

い症例や、家族内での意思決定の調整がなされて

いない症例では入院までに時間を要した。 

＜入院治療＞ 

●急性期には呼吸状態・全身状態不良で行動の問

題がみられることはなかった。回復期には、でき

るだけ TVや DVD、本人の好きな物などを病室内に

持ち込めるようにした。器物破損に至りそうな場

合には、職員が目を配り提供方法を調整するなど

して予防した。職員の防護具を剥ぎ取る行為や弄

便などもみられたが、さほど問題にはならなかっ

た（認知症の症例の方が行動上の問題は激しかっ

た印象）。 

●知的障害の方に限った難しさというのはさほど

なかった。点滴や経鼻酸素を外すなどがあった症

例では体幹と上肢（場合により肩も）の拘束を要

することがあった。回復期に他患の病室に入るな

ど、行動範囲を遵守できない症例で隔離や体幹の
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拘束を要することがあった。但し、病棟全体とし

て行動制限最小化への意識が高く、できるだけ限

定的な使用・解除に努めていた。	
●当院への入院患者全般として、感染症法上の指

定入院期間が過ぎても、治療で使用したステロイ

ドの漸減や、呼吸状態の改善を待つ時期（酸素が

なかなか外れない等）、低下したADLのある程度

の回復を図るためのリハビリ等により入院期間が

一般よりも長いことが多かった。これは知的障害

に限った話ではなく、認知症など他疾患を基礎と

する患者との違いは特になかった。 

	
＜退院調整＞ 

●特に苦慮したということはなく、元の居所に戻

られた。 

 

3)今後同様のパンデミック等が起きた際に、医療

側・福祉側それぞれに準備しておくと良いと思わ

れる事柄（情報・物品等）： 

●平時からの近隣施設や他病院との連携 

●施設へのアウトリーチ型医療：知的障害者施設

入所者が全例入院できたわけではなく、クラスタ

ー発生時にやむを得ず施設内での対応を余儀なく

され、施設が「孤立状態」であった事例が複数あ

ったと聞いている。入所施設に医療従事者が出向

き治療・支援する体制整備も必要ではないか。 

●情報共有のための統一された様式のツール：共

通した書式の情報シートがあると良い。施設や病

院により様式や記載された情報の内容・順序が異

なっており、把握に時間を要したため。震災に備

えた準備と同様である。 

 

【特定医療法人社団青山会青木病院】 

  飛鳥井望院長（精神科）よりお話を伺った。 

 青木病院は精神科 270床、一般（内科）50床を

有している。東京都からの要請を受け、2020年 6

月に新型コロナウイルス感染症専用病棟を開設し

た。元々ストレスケア病棟であったものを改変

し、開設当初は個室11床、多床室3床の14床で

運用したが、2021年 1月20日からは個室16床

（うち多床室の1人使用 5床）、多床室3床の19

床で運用した。人員配置としては医師 2名（精神

科・内科１名ずつ）でスタートし、途中から感染

症内科医が加わり３名体制となった。看護師は15

名体制であった。当初は松沢病院を後方支援する

ことを想定していたが、実際には入院調整本部・

精神保健医療課からの入院依頼を受入れた。

COVID-19の重症度としては軽症から中等症Ⅱ（経

鼻高流量酸素投与まで）を受入れた。松沢病院、

国立精神・神経医療研究センター病院（NCNP）と

当院の3病院で精神障害を基盤に有するCOVID-19

患者を受入れた。日曜日と祝日、年末年始やゴー

ルデンウィークなども、松沢病院は常に稼働、

NCNPと当院とで1日交代で入院受入れを行ってい

た。 

 2023年 9月末まで運用し、その間の自院入院中

の患者を除く外部からの全入院者数は622例。開

設から1年2ヶ月間のデータでは251例中知的障

害圏は10例（4%）であった。統合失調症、認知

症、気分障害、神経症または発達障害、物質関連

傷害に次いで、という順であった。最終的な集計

は行なっていないが、知的障害の患者の割合は全

期間を通じて同程度と思われる。知的障害の程度

としては重度から最重度、自閉症合併例が多かっ

た。この群では、青壮年が多かった。 

 入退院調整の窓口は精神保健福祉士が行ってい

た。入院経路としては、自宅と施設、病院とがあ

り、多くは入院調整本部または精神保健医療課を

経由した。入所施設でのクラスターの際には、1例

目は都を経由したが2例目以降は施設から直接依

頼を受けることもあった。年齢層が比較的若かっ

たためか、身体科的な基礎疾患はなく、COVID-19

の症状が改善次第、ほぼ規定通りの入院期間を経

て元の居所に退院した。この群では、ADLが低下し

た症例や“アフターコロナ”としてのリハビリや

転院等を要した症例はなかった。 

 

1)入院受入れが促進されたという認識があるか、

あればその時期と契機・理由： 

 途中から変化したということはなく、開設当初か

ら変わらず、入院依頼に対応していた。 

 

2)入院受入れ・治療・退院調整に際して苦慮した

こと： 

＜受入れ＞ 

●特に知的障害・自閉症に特化した苦慮はなかっ

た。 

●受入れの際に、当院でできうる治療内容の範囲

（人工呼吸器がないこと等）をお伝えし、家族等

に了承いただいた症例を受入れた。 
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●入院時の採血やCT検査の際に、感覚過敏や処置

の理解・協力が難しいことから、抑制や鎮静を要

する症例があった。 

＜入院治療＞ 

 ●急性期には、点滴や酸素投与に際して、自己抜

去等のために体幹・上肢の身体拘束を要すること

が少なくなかった。 

●感染対策目的での安静を守れない症例も少なか

らずあったが、ナースステーションを除いた病棟

デイルームを含む全体がレッドゾーンということ

もあり、器物破損や物品持ち出し・他病室に入る

等の迷惑行為がなければ、共有スペースを歩き回

ることなどは様子を見ながら行っていた。隔離を

行うことで却ってドア叩き等不穏を呈することも

あったため、看護師の協力を得て可能な限り行動

制限を最小化した。玩具等の持ち込みもあれば可

とした。 

●安全第一ではあるが、「患者さんの気持ちが少

しでも和らぐように」と急性期後の活動や余暇の

提供に努めた。 

●医療従事者の個人防護具を剥がそうとする・物

を投げる・壊す等の行為もあったが、認知症によ

る行動・心理症状を有する患者に比べると軽度で

あった。 

＜退院調整＞ 

●入所施設でクラスターが発生した際に、「職員

も罹患しており人員不足で受入れが困難」という

理由から退院が伸びた症例はあったが、それ以外

での退院困難はなかった。 

●初期には PCR陰性化を待つという理由で退院ま

での期間が延長されたことがあったが、患者のADL

低下等もさほどみられず、蔓延期の後半はほぼ規

定の日数で元の居所に退院した。 

 

3)今後同様のパンデミック等が起きた際に、医療

側・福祉側それぞれに準備しておくと良いと思わ

れる事柄（情報・物品等）： 

●入院時の情報提供（多いほど良い） 

●急変時等のDNRも含めた治療内容に関する家族

からの意思確認（入院時に再度病院医師より行う

が） 

●退院先の確保：知的障害圏の症例ではなかった

が、認知症の症例で退院調整に難渋することがあ

ったため 

 

 

D.所感 

 新型コロナウイルス感染症の流行期において、

初期には知的障害者施設内で集団発生が起きた

際、発症者数などの規模に加え、感染管理上必要

な事項・指示を理解し順守することの難しさや環

境変化に伴う不安等も考慮され、一般的な「全例

入院」とは異なる対応がなされることがあった 1)。

しかし、東京都においては2020年４月に入院調整

本部が開設され、同年6月以降基礎に知的障害を

含めた精神障害を有するCOVID-19患者については

今回調査した3病院の機能分化を含めた医療体制

が整備された。以降、病床が確保できれば（病床

満床や治療可能な範囲を超えることがなければ）

円滑に入院受入れがなされた。但し、今回の調査

では入院依頼元である知的障害者施設や調整機関

への調査は行っておらず、また3病院共に「強度

行動障害を有する者」に特化した情報はなかった

こともあり、施設入所中の知的障害者、特に強度

行動障害を伴う者でCOVID-19に罹患し入院治療を

要すると考えられた者のうちどの程度の割合が適

切な医療につながったかは不明である。 

 3病院において、行動障害の有無や程度が入院判

断の妨げになることはなかったが、治療内容やそ

の必要性、感染管理上の指示を理解できないため

に治療・観察期間中には隔離や上肢・体幹の拘束

など行動制限を要したこと、医療従事者の個人防

護具を外そうとする行為、場合によって他害に及

ぶ症例もあったこと、重症例では急性期を脱した

後に歩行・嚥下等のADL低下がみられリハビリ等

も含め法律で規定された入院期間を超えての入院

を要する症例があったこと、重症化・急変時の治

療内容について家族が判断に迷うことがあったこ

となどが聴取された。 

 比較は困難であるが、聞き取りの内容から、3病

院間、特に松沢病院と他 2病院で受入れた症例の

知的障害・行動障害の程度が異なる可能性が考え

られた。しかしながら、余暇物品の提供や見守り

等に関して、国立精神・神経医療研究センター病

院の事例からは手厚い人員配置や「障害特性に応

じた支援技術を有する看護職員」の存在、青木病

院の事例からは看護職員の工夫に加えて、自由に

歩けるスペースや余暇活動提供が、行動障害の軽

減に有効であったかもしれない。 

 今後同様のパンデミックを考慮しての備えとし

て、特有の感染リスクを有する 4)5)知的障害者・発

達障害者、特に施設等で集団生活を営んでいる者 2)
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の受入れも念頭に置いた、機能分化を含めた地域

の医療計画・体制整備はもとより、震災同様に

「生活状況や嗜好・コミュニケーション様式等を

含む、統一された様式による情報提供の準備」

「急変時に行う医療行為に関する事前の意思決

定」が挙げられ、いずれも定期的に更新され新し

いものであることが望まれた。また、医療福祉連

携の一環として、平時より近隣の機関同士の関係

構築や、感染症蔓延期に入所施設にアウトリーチ

する様式の医療体制提供も検討される。 

 今回、知的障害者施設、入所者を受け入れた全

医療機関、入院調整を行った行政機関への調査に

は至っておらず、今後も引き続き関連情報の収集

に努める。 

 

※本稿の内容は、調査者個人の意見であり、所属

機関の見解ではありません。 
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強度行動障害を有する者の一般医療受診に関する実態調査 

 

秩父学園における歯科検診・口腔ケアへの取り組み 

 

山脇かおり （国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター） 

熊澤海道  （国立障害者リハビリテーションセンター 病院 歯科） 

中林睦美  （国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター） 

 

 

A.はじめに 

 秩父学園は、昭和 33 年(1958)に厚生省

（当時）の附属機関として創設された我が

国唯一の国立知的型障害児入所施設であ

る。 

 文献 1)によると、社会不適応や行動障害

を伴う知的障害児者をめぐる対応策が本格

的に議論 され始めたのは戦後、昭和 20 年

代に入ってからであった。当時、人々の生

活水準の低迷や障害児者の生活環境の劣悪

化などの危機的状況の中で、知的障害児者

へ の対応に国家をあげて力を注ぐことが

犯罪・事故防止につながるとされた。更

に、そうした消極策に留まらず、個々人の

福祉理解を進め、ひいては福祉社会の形

成・地域福祉の向上に寄与する有効な手段

として注目されるようになった。このよう

な過程のなかで国立重度知的障害児施設

「秩父学園」は開設された。 

 平成 22 年(2010)に国立障害者リハビリ

テーションセンター（以下「国リハ」と

略）に統合され、名称を国リハ自立支援局

秩父学園へと改称した。平成 24 年

(2012)、改正児童福祉法施行に伴い、設置

種別を福祉型障害児入所施設へと変更し

た。平成 26 年（2014）に医務課を廃止し

て園生医務室とし、入所児童の診療を国リ

ハ病院外来に移行した。現在は内科・児童

精神科・歯科が定期的に診療を行ってい

る。 

研究要旨 

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園（以下「秩父学園」と略）は、わが国で

唯一の国立の福祉型障害児入所施設である。本稿では、秩父学園に入所した重度～最重度知的障害及び

自閉スペクトラム症を背景に有する強度行動障害の状態にある児童に対する歯科検診・口腔ケア（介助

歯磨き）への取り組みを好事例として収集した。要点として、医療・福祉職員間の事前の情報共有、ス

ケジュールの視覚提示や実物・実地での“慣らし”などのプレパレーション、受け入れ不良時の中止・

中断を含めた児童のペースを尊重したスモールステップでの対応、事後の情報共有と日常で実施可能な

口腔ケアの継続などが挙げられた。並行して、支援員の側からみた「児童が受診しやすい医師と医療機

関の要件」に関する情報も収集した。事前の情報提供が可能であること、待機スペースの確保や児童の

いる場所まで医師が出向くこと、児童のペースに合わせた過度に侵襲的にならない診療（見学や受診の

回数を重ねて慣らすこと・中止や中断の判断を含む）、「待てなさ」や感覚面への配慮などが望まれ

た。医療機関側には時間的・空間的・人的余裕の確保が求められるため、それらを担保するための何ら

かのインセンティブを設定することが必要と考える。 
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 現在の組織は、園長の下、庶務課、療育

支援課、地域移行推進課、地域支援課から

成り、職員数は 71 名である。知的障害児

を対象とした定員 100 名の入所部門、発達

障害児を対象とした通所部門を有してお

り、令和５年 8 月現在、入所児童数は 50

名（18 歳未満 41 名、18 歳以上 9 名）で

ある。 

開設当初より、重度知的障害および自閉

症を有する児、特に強度行動障害の状態に

ある児を各地の児童相談所を経由して受け

入れていた。現在も過半数が知的には最重

度から重度の障害を有する児童であるが、

近年は不適切養育・虐待を背景とした愛着

の問題を有する中等度から軽度の知的障害

児の入所も増加しており、口腔衛生などの

セルフケアを十全に実施できない児童も少

なからず存在する。 

強度行動障害を有する児者の定期検診や

医療受診のハードルは高く、診察に至るま

での準備が必要である。受診前からの準備

は「プレパレーション」と呼ばれ、個人の

特性に応じた配慮が必要となる。 

 

 

B.調査目的 

 本稿では、秩父学園に歯科医師が出向

き、年余にわたり歯科受診・口腔ケアから

遠ざかっていた強度行動障害を有する入所

児童に対する歯科検診および口腔ケア（歯

磨き）の取組みについて情報収集する。並

行して、秩父学園職員の側から見た「児童

が受診しやすい・受診し難い医療機関の要

件」についても情報収集を行う。 

 

 

C.強度行動障害のある児童への歯科的対

応の例 

 特性ごとの歯科的対応についての例を以

下に示す。 

【共通事項】 

強度行動障害の特性により、全く歯磨き

が行えない、または短時間しか歯磨きを行

うことができない状況であり、今まで歯科

検診を受けることができなかった者を対象

とした。達成目標は、口の中（あるいは口

腔内）の状態を確認し支援員による介助歯

磨きが行えることとした。 

 歯科検診実施のため、プレパレーション

（病気や入院によって患者に引き起こされ

る様々な混乱に対し、準備や配慮を行うこ

とで悪影響を和らげ、患者や家族の対処能

力を引き出すこと）を行う。事前に対象者

の情報収集を行い、計画を立案する。事前

に歯科受診と「流れ」について、実物や絵

カード等を用いたスケジュール提示を行

う。実際のプレパレーションの導入では、

抵抗の少ないと考えられる対象者本人の歯

ブラシを使用し、診察室には、必要最低限

の物のみを設置、頻度は 1 ヶ月に 1 度とす

る。 

 

【衝動性が高く、音や接触に対する感覚過

敏が強い児童の場合】 

■歯科 

・歯科入室前：歯科医師が寮の居住空間に

出向き、対象者の様子を観察または情報

収集を行う。感覚過敏が強いとのことか

ら、直接対象者への接触を行わず、歯科

医師から対象者に紙一枚を手渡してみ

る。このときの反応により、意思疎通が

可能であるかの情報を得ることができる

場合がある。 
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・歯科受診初回：前日に、歯科受診につい

て、写真や絵カード、具体物等を用いて

スケジュール提示を行う。歯科診察室に

入室後、言語とジェスチャー等で椅子に

座ることを促し、診療台ではない、日常

で見慣れている普通の椅子に座ってもら

う。まずは、対象者に「この場所は何を

する場所か」ということを理解してもら

うため、対象者自身に歯を磨いてもら

う。次に歯科医師が歯磨きすることを言

語とジェスチャーやモデリング法(実際

に歯科医師や支援員が歯磨きを行ってい

る様子を見てもらうなど)で伝え、歯科

医師（他者）による歯磨きを試みる。そ

の後に言葉とジェスチャーで診療台への

移動を促し、診療台に座った状態でカウ

ント法を用いて歯磨きを行い、終了とす

る。 

・２回目：診療台へ座ることから開始し、

歯科医師による歯磨きまで行う(前回の

復習)。次に口の中の診査に必要な口腔

内ミラーを見せ、実際に触ってもらう。

口の中で使用する際に抵抗がみられ、複

数回施行しても診査を行うことができな

かった場合、中止とする(対象者の意志

ではなく医療提供者の意志を優先するこ

とで不用意に不穏状態を誘発し信頼関係

を損なうことがないようにするため)。 

・３回目：歯科医療器具を使用する順番に

並べ、終了を明確にすることで見通しを

提示する。また、歯科受診終了時の報酬

（強化子：対象者のご褒美となる物）を

設定し、スケジュールで示す。 

・４回目：３回目と同様の手順で行い、ス 

ムーズに実行できることを確認する。始

めは報酬を設定し、徐々に報酬がない状

況の歯磨きへ移行していくことで最終的

に報酬なく支援員による歯磨きがおこな

えるようにする。 

 

感覚過敏が強い児童には、スモールステッ

プで積み重ねていくことが重要であると考

えられる。また、スモールステップで進め

ていくうえでプレパレーションの内容決定

については情報収集が重要である。歯科で

の経験と日常生活の中での口腔ケアの意識

をつなぐことで、寮での歯磨きが可能とな

る場合がある。 

 

【不安が強く、スケジュールからの逸脱や

見通しがつかないときに拒否やパニックを

起こしてしまう児童の場合】 

■歯科 

・歯科入室前：医師が寮の居住空間に出向

き、対象者の様子を観察または情報収集

を行う。物や人への興味・関心がかなり

希薄な児童は、歯科医の存在に全く気付

かず、視線接触の困難や外部からの刺激

への反応が乏しいことがある。 

・歯科受診初回：受動型の児童では、歯科

医師と支援員が対象者の手を引きながら

入室することがある。診療台に歯科医師

と共に座り、歯磨きを行う。この際に抵

抗がみられた時、「歯磨きに抵抗してい

る」か「何をされるのかわからないこと

に抵抗しているのか」を判断するために

エクスポージャー法（ある刺激を提示

し、その刺激にさらされると引き起こさ

れる反応の強度は低下していくという考

えに基づく方法）とカウント法を用いた

対応を行う。その結果、決められた時間

は歯磨きをすることを確認できた場合、

歯磨きという行為自体に抵抗しているの

ではなく、スケジュールの段階で明確な
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提示を行えば継続した歯磨きができる可

能性が示される。 

終了後、担当支援員と 2 回目に向けたプ

レパレーションの立案を行ない、報酬

（強化子）の設定・事前の寮での寝かせ

磨きの実施を依頼する。 

・２回目：具体的なスケジュール提示を行

い、診療台へ促す。診療台へ座ったら、

カウント法を用いた歯科医師による歯磨

き行う。終了後に報酬（強化子）を受け

取り終了する。 

・３回目：前回と同様の手順で診療台に寝

た状態での歯磨きを行う。時折起き上が

り、声を発するなどの行動が見られた場

合、医療提供者は抑制などの行為は行わ

ず、本人の切り替えを焦らずに待つ。終

了後、口の中の診査に必要な口腔内ミラ

ーを寮で使用してもらう依頼をする。 

・４回目：前回と同様の手順で診療台へ寝

た状態で歯磨きを行う。寮で口腔内ミラ

ーの使用について支援員からの情報を伝

えてもらい、口の中の診査を行う(例え

ば、「歯磨き粉を少しつけると口に入れ

させてくれた」という支援員からの情報

に従った結果、スムーズに口の中を診査

することができた、など)。その後、報

酬なく、寮での支援員による歯磨きが行

えるようにする。 

 

  不安が強く、見通しが立ちづらい児童

は、歯科受診の前に寮の中で寝そべるこ

とや安全な器具を支援員が提示するなど

の事前準備により、歯科診療室内でパニ

ックを起こすことなくスケジュールを進

められる可能性が高くなると考えられ

る。また、歯科検診を通じて歯磨きに対

する意識が芽生え、日常生活の中でも歯

磨きのルーティン化がみられる場合があ

る。 

 

【警戒心が強く、意にそぐわないときに暴

れたり、相手によって対応を変えたりする

ことのある児童の場合】 

■歯科 

・歯科入室前：歯科医師が寮の居住空間に

出向き、対象者の様子を観察または情報

収集を行う。歯科医を捉え、警戒心の強

い眼差しで相手を見ている、あるいは全

く視線が合わないなどについて観察を行

う。 

・歯科受診初回：入室後、本人が選択した

所に座ってもらい歯を磨いてもらう。可

能であれば医師が診療台へ促し、座って

もらう。初回は警戒心が非常に強いた

め、診療台に座った時点で終了とする。

歯科に対する嫌な印象を与えないように

長時間のプレパレーションは行わない。 

・２回目：前回同様、落ち着く場所を本人

に選択してもらうが、脱走等の突発的な

行動が生じた時には中止にすることがあ

る。そのような場合は、終了後に支援員

と次回に向けた計画の立案を行う。 

・３回目：突発的な行動が成功体験となる

と、回避（室外に出る）→やらなくて済

むという行動が形成されてしまう可能性

があるため、その前に「歯磨きをする」

「口の中を見る」ことについて視覚的に

提示、毅然とした態度で内容を明確に伝

える。その後、対象者が要求してくるこ

とと歯科医師の要求とを相互に受け入れ

てもらうように対応をする。  

・４回目以降：３回目と同様の手順を繰り

返し行う。スムーズな歯科受診が可能と

なった場合、報酬(強化子)を設定する。
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その後、報酬なく、寮での支援員による

歯磨きが行えるようにしていく。 

 

警戒心が強く、要求が通らないときに暴

れてしまうような児童の場合には、対象者

のペースに巻き込まれすぎないように毅然

とした態度と一貫性のある対応を示すこと

が重要であると考えられる。また、歯科検

診から日常生活での歯磨きについて「○○

さん（支援員）に磨いてもらうんだよ」と

いったように具体的かつ明確に対象者に伝

えることで日常の歯磨きが可能となる場合

がある。 

しかしながら、対象者の状態を無視した高 

圧的な対応はするべきではない。 

 

D.施設での工夫と配慮、支援員の側から

みた、「受診しやすい医療機関」につい

て 

＜医療受診全般についての所感と要望＞ 

・初診前に入所児童の説明をすることがで

きるとよい 

・初診までのステップ：様子を見る→顔合

わせをする→診察へ 

・本人の様子を見ながら、本人が理解でき

る視覚提示を行うことが重要 

・他身体科医療機関の医師について（熊澤

医師との比較より） 

①  話しかけ過ぎるのは“ご法度”であ

るにも関わらず通常通りの診察をお

こなってしまう 

②  福祉からの情報を聞いてくれない 

③  入所児童の“待つことの苦手”への

配慮が希薄 

④  本人目線で考え、福祉側で医療機関

の選別をせざるを得ない 

⑤  受診をしても処置まで行きつかない

時もある 

  例）車から降りない（医師が車まで来

てくれるかどうか） 

  今回の診察は中止するか否かの判断が

難しい 

  医師と福祉の足並みがそろうかどうか 

など 

⑥  医療に対して関係性が薄いと遠慮を

してしまう 

・本音としては事前準備を行いたく思い、

事前の情報共有が可能かどうかを知りた

い 

・新規場面については事前に協力して準備

し、“エラーレス”にしたい 

・関係者全体でターゲット行動や工夫を要

する点を共有し馴化にもってきたい 

 

＜福祉サイドの工夫＞ 

・具体的にはドライブ、写真、事前カー

ド、CD、などを用いて不快を軽減する 

・絵カードが伝わらない児には動画で示す

（見せる） 

・強化子の選択が重要。強化子の影響力が

強い場合、消去の手続きが困難となって

くる可能性がある 

・使用する道具の実物に触れてもらう 

 

＜施設で用いているアセスメントツール＞ 

・秩父学園では心理、ST、OT がフォーマ

ルなアセスメントを行う 

・具体的なツールをして PEP-3、新版 K

式、K－ABCⅡ、感覚プロファイル、S-

M、遠城寺式、Vinland-Ⅱなど 

 

＜福祉側から見た、「受診しやすい医師・

病院」の要件＞ 
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◎受診しやすい医師・病院： 

・待機スペースがある 

・車中で待つ場合に受付が声を掛けてくれ

る、医師が本人の待機場所まで来てく

れる 

・知的障害者に馴れている、ケースに合わ

せてくれる 

・時間指定と予定時間を守る 

・支援者を慮ってくれる 

×受診しがたい医師・病院： 

・自傷が始まりそうになると「当院では診

療できない」と中断し、以後の受診を

断る 

・麻酔無しで縫合等の処置をしようとした

医師もいる 

 

 

E.考察 

 秩父学園での、強度行動障害を有する児

童に対する歯科検診・口腔ケア（介助歯磨

き）に向けた取り組みを報告した。様々な

特性がある中で対象者に合った対応を行う

ためには、支援員と医師が事前に対象者の

情報（特にフォーマルアセスメントの結果

や、情報提示の方法と理解度、対人関係、

嫌悪刺激を中心とした感覚の特異性、強化

子、注意の持続等）共有と、医師による行

動観察を行ったうえで、計画を立案するこ

とが重要であると考えられた。また、実際

の歯科診察の場面では、プレパレーション

を行う際に、対象者の切り替えやタイミン

グを「待つ」ことが重要であり、医療提供

者側の意志を優先させることなく、対象者

にとってより理解が得られやすい方法を支

援員とともに模索していた。 

 口腔ケアの必要性・重要性については、

単に齲蝕の予防に留まらず、生活習慣病の

予防や健康寿命の観点からも認識がたかま

っているところである 2)。強度行動障害を

有する児者は現状においては健康診断等の

機会もなかなか得られないことが多いこと

もあり、児童期からの介入の一環として歯

科・医科の受診や日常における口腔衛生管

理の習慣を確立しておくことは非常に重要

である。本稿で取り上げたような実践とそ

の要点が、“継続可能な支援”として福祉

施設職員と受診先医療機関（「健診受診へ

の準備・慣れ」という意味では特別支援学

校の関与もあるとより望ましいかもしれな

い）の双方に共有されることを願うばかり

である。 

 また、支援員の側から見た「受診しやす

い（好ましい）医療機関」として、可能な

らば対象児童について事前に情報提供でき

ること、十分な待機スペースの確保・医療

従事者側が待機場所（乗ってきた車等）ま

で出向いて診察してくれること、児童の受

療態勢が整うのを待つ（児童のペースに合

わせる）こと、「待てなさ」や感覚の特異

性への配慮、待機的な受診が可能な場合に

は事前の見学や段階的なプレパレーション

の機会を設けること、拒否が強い場合には

無理強いせず中断・中止を選択することな

どが挙げられた。障害者歯科分野において

は、既に自閉スペクトラム症者の口腔内診

査やポリッシングによる歯面研磨の適応基

準 3)や初診時の適応要因 4)の検討、歯科受

診時の行動調整法を用いた意思決定支援の

実践 5)など医科に比して先進的な取り組み

がなされており、対象者の理解に応じたプ

レパレーションも含め、当事者に寄り添う

取り組みがなされていることが多い。しか

し、これらを実践するにあたっては、医療

機関側に時間的・空間的・人的余裕の確保
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が求められる。事前準備や「待つ」時間、

応答的かつ侵襲的にならない対応等の“手

厚い支援”を担保するインセンティブを設

定する必要があると考える。 

 

※本稿の内容は、調査者個人の意見であ

り、所属機関の見解ではありません。 
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